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○日 時  令和６年３月14日 

      午前10時00分開議 

─────────────────────── 

○場 所  議 場 

─────────────────────── 

○出席委員（15名） 

委 員 長    井 戸 達 也     
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立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   後 藤 利 博 

企 画 総 務 部 長   秋 葉 孝 博 

市 民 環 境 部 長   田 邊 雄 三    

健 康 福 祉 部 長   結 城 慎 二 

健 康 福 祉 部 参 事 監   永 森 浩 子 

農 林 水 産 部 長   川 合 正 人 

観 光 商 工 部 長   伊 倉 直 樹 

建 設 港 湾 部 長   立 花   学 

水 道 部 長   柏 木   弦 

新 庁 舎 開 設 準 備 室 長   武 田 浩 一 

企 画 調 整 課 長   佐々木   司 

総 務 防 災 課 長   日 野 智 康 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

農 林 課 長   佐 藤 岳 郎 

水 産 漁 港 課 長   渡 部 貴 聴 

農 林 水 産 部 参 事   江 口 優 一 

観 光 課 長   井 上 博 登 

商 工 労 働 課 長   中 村 幸 平 

観 光 商 工 部 参 事   田 端 光 雄 

観 光 商 工 部 参 事   野 口 公 希 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

農 委 事 務 局 長   （農林水産部長） 

農 委 事 務 局 次 長   高 畑 公 朋 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   岩 永 雅 浩 

学 校 教 育 部 長   北 村 幸 彦 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長   岩 尾 弘 敏 

事 務 局 次 長   石 井 公 晶 

総 務 議 事 係 長   法師人 絵 理 

総 務 議 事 係   早 渕 由 樹 

係   山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は14名で定足数に達しておりま

すので、ただいまから本日の委員会を開きます。 

本日の委員会には、次の委員から遅参の届出が

ありましたので報告いたします。 

遅参、立崎聡一委員、30分。 

それでは、早速本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、労働費、農林水産業費、商工費及

びその特定財源に関する歳入の細部審査に入りま

す。 

古都委員。 

○古都宣裕委員 まず、本日の審議分の部分では

なくて、先日、12日に審議いたしました日体大高

等支援学校生徒確保対策支援補助金について審議

しておりましたが、その際に、新聞並びにテレビ

ＣＭ等に使われた映像を早期に確認するというこ
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とだったのですけれども、このたびの予算審議に

関わることから、これらを正式に資料請求をさせ

ていただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 そのような、今、古都委員か

ら発言がございましたが、どの程度の資料の請求

という形になりますか。 

○古都宣裕委員 新聞と映像を確認するため、で

きれば領収書等も含めて資料請求していただきた

いと思います。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時02分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時23分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 ただいま、古都委員から発言がありました資料

請求については、特別委員会の総意としては、資

料請求をしないという形で決めさせていただきま

すがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたします。 

それでは、本日の日程であります一般会計の再

出のうち、労働費、農林水産業費、商工費及びそ

の特定財源に関する歳入の細部審査に入ります。 

質疑のある方、挙手願います。 

深津委員。 

○深津晴江委員 それでは、質問させていただき

ます。 

まず、説明書の79ページ、働き手確保対策事業

についてです。 

事業につきましては、見当たらない施策もあり

ますので、まず、今までの実績を含めて、事業の

概要をお示しください。 

○野口公希観光商工部参事 働き手対策事業につ

いて御説明申し上げます。 

まず、人口減少社会における労働力不足の中

で、近隣の高等学校の生徒や女性、高齢者を中心

とした就労意欲のある社会人向けに合同企業説明

会を開催するとともに、就労、起業への意欲向上

を図るセミナー、新人社会人を対象とした研修会

を開催し、市内就職の促進と地元定着につなげる

取組を支援するものでございます。 

なお、本事業は、従前の新規学卒者、地元企業

合同説明会、項目で言いますと、若者就業定着推

進事業と女性・高齢者就労支援事業が、それぞれ

やっていたセミナーや合同企業説明会を統合、再

編したものでございます。 

令和５年度、本年度の取組ですけれども、合同

企業説明会を、高校３年生の対象を一つ、高校

１、２年生を対象にしたものを一つ、そして一般

社会人向けのものの三つの合同企業説明会を行っ

ております。そのほか、経営課題解決セミナーで

すとか、テレワークセミナーというものを今年度

は行ったところであります。 

新年度の事業につきましては、合同企業説明

会、今まで三つに分けてやっていたものを一つに

統合してやるものでございまして、その分といい

ますか、そこで若干統合したことで予算が少し安

くなった分、商工会議所が従前から行っていた新

人社会人サロン、お仕事インタビュー、若手社員

研修にも使用できるということで想定しておりま

す。 

○深津晴江委員 開催したということは理解いた

しましたが、来場された人数など教えていただけ

ればと思います。 

○野口公希観光商工部参事 令和５年度の取組の

参加人数ですけれども、まず、高校３年生を対象

とした合同企業説明会につきましては、参加事業

所が44社、参加生徒数が69名、同じく高校１、２

年生を対象とした合同企業説明会につきまして

は、参加事業者22社、参加生徒134名、一般向け

の合同企業説明会につきましては、参加事業所が

15社、参加者が９名、その他、経営課題セミナー

が、オンラインが10名、会場が２名、テレワーク

セミナーが、会場26名、オンラインが３名という

ふうになっております。 

○深津晴江委員 かなりの人数が参加して、高校

生とかしてくださったのだなというのはわかりま

した。 

結果的に、その中から網走市内の企業等に就職

された生徒の把握はなさっていらっしゃるでしょ

うか。 

○野口公希観光商工部参事 令和５年に開催いた

しました一般求職者向けの合同企業説明会では、

終わった後にアンケートを取っております。その

中で、参加15の企業のうち「雇用につながりそ

う」という回答があったところが２社あったとい

うふうに聞いております。 

一方、高校生向けのものにつきましては、まだ

時期でありますとか、彼らの選択の余地も十分あ

る時期ですので、直接つながったかどうかについ
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ては把握しておりませんが、高校３年生のアン

ケートという形で、それぞれのニーズというか、

参加して感じていただいたことを聴取してござい

ます。 

○深津晴江委員 網走市内の働き手確保で、いろ

いろなこんな仕事があるのだとか、こういう事業

者があるんだという、知っていただくということ

がまず大事かと思いますので、セミナーなど、働

き手の確保をさらに進めていただければと思いま

す。 

次に行きます。 

次、就労者住宅確保支援事業です。 

新規事業といたしまして2,000万円の予算が計

上されております。もちろん労働者の労働力の確

保のための施策と考えますが、事業の概要につい

てお示しください。 

○野口公希観光商工部参事 就労者住宅確保支援

事業についてですが、人口減少、少子高齢化社会

を背景とした労働力不足の中、市内への就労を促

進するとともに、市内事業者が安定的に人材確保

を行えるよう、就労者の住宅確保に係る助成を会

社に対して行うものでございます。 

網走市内に社員の住宅を目的とした社宅を取得

または改修し、当該物件に社員が入所した場合、

事業所への費用の一部を助成するものでございま

す。 

具体的に申し上げますと、自社に就労する従業

員用の社宅を取得、新築、中古は問いませんが、

取得する場合には取得経費の10分の１、上限金額

500万円の補助。二つ目といたしまして、自社に

就労する従業員用の既存の社宅の改修を行う場合

には、50万円以上の改修につきまして、対象経費

の10分の１、上限金額100万円の助成をするもの

でございます。 

なお、施工業者は、共に市内業者に限ることと

いうふうに考えております。 

○深津晴江委員 この事業、住むところの確保

は、どの事業でも大事かとは思いますのでぜひ進

めていただきたいのですが、周知についてはどの

ように予定されているでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 周知についてです

が、商工会議所をはじめとする関係団体を通じた

様々な周知や、市が開催、参加する協議会での連

絡、または市のホームページの掲載など、様々な

媒体を活用し、周知を図ってまいりたいと考えて

おります。 

○深津晴江委員 もちろん見通しがあってのこの

予算計上だと思いますが、今のところどのよう

な、何社ぐらい応募があると踏んでいらっしゃる

のでしょうか。積算根拠をお示しください。 

○野口公希観光商工部参事 この事業、新規事業

ですし、まだ予算も通っていない段階ですので、

正式にこういうのをやりますよというのを周知し

た上で募集とかを図っているわけではございませ

んけれども、従前こういった住宅の補助があると

助かるといった声は聞いております。 

○深津晴江委員 積算根拠を教えていただいても

よろしいでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 まず、人材確保に苦

慮している事業者を支援する一方で、取得した建

物等は事業者の所有物となることから、公金の性

質でありますとか、他の自治体が行っている施

策、また金融機関の助言などを総合的に勘案し、

この金額を案として示させていただいておりま

す。 

○深津晴江委員 お願いいたします。 

○野口公希観光商工部参事 総額2,000万円の額

についてですけれども、今想定しているものとし

ては、社宅の取得、上限金額500万円ですので、

社宅の取得は500万円の３事業者、社宅の改修に

つきましては100万円の上限の５事業者、それぞ

れ1,500万円、500万円を合算して2,000万円で想

定しております。 

○深津晴江委員 ぜひ、予算が通りましたら積極

的な周知を図っていただいて活用して、働き手の

確保、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、農業担い手実践研修支援事業についてお

伺いいたします。それと、新規農業参入者支援事

業について、農業の担い手育成事業としまして、

併せて伺いたいと思います。 

まず、それぞれ減額となっておりますので、そ

の理由についてお示しください。 

○江口優一農林水産部参事 農業担い手実践研修

支援事業のことについてですが、この事業は市の

単独補助となっております。 

事業内容としましては、優れた農業経営者、地

域のリーダーの育成を図り、網走農業の発展に寄

与することを目的として、オホーツク網走農業協

同組合が農業後継者及び新規参入者を対象として

行うＪＡオホーツク網走農業担い手実践研修事業
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に係る経費の一部を支援するものです。 

令和５年度は予算額250万円で予算しておりま

したが、農業後継者数が減少していること、あと

研修内容が変更等により１人当たりの研修費が減

少したことなどもあり、令和６年度は予算額を

200万円としたところでございます。 

続きまして、新規農業参入者支援事業、こちら

も市の単独補助でございます。 

事業の内容としましては、新規農業参入者が円

滑に就農できることを目的に、経営の開始から５

年間分の固定資産税相当額を助成するもので、補

助対象者は、網走市長より就農計画の認定を受け

て就農した50歳未満のもので、本市に定住して農

業経営によって自立しようとする意欲のあるもの

でございます。 

こちらの補助につきましても、令和５年度は27

万円の予算をしておりましたが、令和６年度で対

象となる方が、これは５年間受けることができる

のですけれども、継続される方が１人と、あと新

規が１人いるというふうに見まして、昨年度の実

績額９万円の２名分ということで、18万円として

おります。 

○深津晴江委員 新規就農者が減っているとい

う、網走にとっては、私、危機的な状況かと思い

ます。やはり第１次産業の農業の担い手を確保し

ていくことはとても大事で、いないから減額とい

う理由についてはわかりましたが、それでよろし

いのでしょうか。もっと積極的に周知をしながら

活用してもらえるような方法などはないのでしょ

うか。いかがでしょうか。 

○江口優一農林水産部参事 網走市の農業は、畑

作三品を中心とした大型の農業となっておりまし

て、その中で、新規に農業をやりたいという方が

入るのはなかなか難しいものがございます。です

ので、そういう形でもし入ってきた方について

は、できるだけの支援という形でこういう事業を

行っておりますけれども、新規就農してください

といってなかなか増えてくるのも難しいのかなと

考えております。 

○深津晴江委員 現在、農業を営んでいらっしゃ

る方で、後継者の方もいなくてお困りの方もい

らっしゃるようなのですが、そこは市として積極

的に進めていくことも必要だと思いますので、こ

の予算については理解いたしましたが、網走市だ

けで考えないで、やはり全国考えて、農業に興味

を持ってそれぞれ移住したりとか、いろいろな方

もいらっしゃいますので、積極的にアプローチし

ていただければなというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

○江口優一農林水産部参事 確かに、網走市の農

家戸数につきましては毎年減ってきておりまし

て、その分、１戸当たりの耕作面積も増えている

のも現状でございます。 

ただ、先ほど言いましたように、畑作三品が中

心の大型農業を営んでいる地域ですので、もしい

らっしゃるのであれば、市としましても、農協と

か普及センターを通じていろいろ支援をしていき

たいと考えております。 

○深津晴江委員 ぜひお願いしたいと思います。 

次に、農業者サポート事業補助金についてで

す。 

900万円の予算がついております。新規事業と

なっておりますので、まず、この事業の内容につ

いてお示しください。 

○佐藤岳郎農林課長 農業者サポート事業補助

金、新規事業になりますけれども、こちらの事業

内容を御説明させていただきたいと思います。 

まず、近年の農業をめぐる情勢につきまして

は、皆さん御承知のとおりかもしれませんけれど

も、飼料、肥料をはじめとする資材価格の高騰に

加えて、エゾシカなど有害鳥獣による被害、それ

から通年化する家畜伝染病への対応、それから近

年は酷暑、猛暑による病害虫の発生など、様々な

リスクに直面している状況となってございます。 

農業者が環境にも配慮しながら持続的に農業経

営を維持していくためには、農業デジタル化など

の活用を行って、労働力の確保やエネルギーの消

費の省力化、効率化により、これを推進し、多様

化する課題に個別に対応する必要があるというこ

とで、農業者が行う取組に対して支援を行うこと

で、経営意欲の向上を図るという背景と目的と

なってございます。 

新規事業ですので、ちょっと中身を詳しく説明

させていただきたいと思いますけれども、対象者

ですけれども、市内の人・農地プランにおける中

心経営体または認定農業者などの農業者、これは

法人、個人を問わずということで募集をしたいと

思っています。 

対象事業と、それから補助率についてですけれ

ども、こちらのほうは変則になっていて、市のほ
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うで重点的に施策を行う、産業を支える人材の確

保、それから育成、それから地域社会のデジタル

化の推進等、市の重点の施策に合致する経費につ

いては補助率や上限額について高く設定をするこ

とで、七つの項目について対象を考えておりまし

て、まず一つ目が、農業ＤＸ関連の機器の導入経

費、これは例えば自動操舵システムですとかド

ローン、それから解析ソフトなどの購入費用を想

定しております。２番目ですけれども、先進技術

の知識の習得の費用、これもドローンの講習だっ

たりとか、そういった技術の取得に係る経費。そ

れから３番目に、カーボンニュートラルに資する

経費ということで、省エネルギー性能の高い設備

や機械の導入に対しての助成。それから４番目

に、雇用労働力の確保として、例えばマッチング

アプリの登録料だったりとか、その募集に係る経

費を対象としようと考えておりまして、この四つ

申請の事業費の２分の１以内で、上限を30万円と

設定しようと考えております。 

あと５番目ですけれども、先ほども御説明しま

した家畜伝染病の予防に要する経費。こちらのほ

う、消耗品以外の防疫資材の購入費とか、防疫資

材の購入を想定しております。６番目に、鳥獣被

害防止対策の経費ということで、例えば電気牧柵

だったりとか、爆音機だとか、新しい何か技術を

もって鳥獣対策に取り組む経費を想定しておりま

す。あと７番目としては、現在、営農の障害につ

ながるような何か経費と認められるというものに

対して支援をしたいというふうに考えてございま

して、この七つの項目に対して、予算額ですけれ

ども、組合せも可能ということで考えておりまし

て、上限が組合せて30万円を30名で、900万円と

いう予算の計上をさせていただいているところで

あります。 

○深津晴江委員 事業内容と予算の積算根拠につ

いては理解いたしました。 

逆に言うと、ドローンとか、30万円で買えるの

でしょうか。ピンキリですけれども。 

○佐藤岳郎農林課長 ドローンにつきましては、

当然、施肥ですとか、そういう大型のドローンに

ついては非常に高額になりますので、これがどれ

ぐらい足しになるかは別ですけれども、可変施肥

を行うための圃場の撮影用のドローンとか、そう

いったものですとかは比較的安価に購入できます

ので、こういった助成も農家にとっては助かるの

かなというふうに考えてございます。 

○深津晴江委員 農業者サポートをぜひ、今いろ

いろな項目を出していただいて、多分必要とされ

ているようなところに補助金を出そうという意欲

は大変伝わってまいりますので、ぜひ活用してい

ただけるように周知をお願いしたいと思います。 

続きまして、85ページの鳥獣害防止対策事業と

狩猟免許取得補助金とヒグマ生息実態調査事業に

ついて、それぞれですが、併せて質問させていた

だきたいというふうに考えます。 

まず、鳥獣被害について、被害状況についてお

伺いいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 まず、有害鳥獣の防止対策

事業の被害の額ということですけれども、有害鳥

獣の中で、一番農業被害の大きいものは、これも

圧倒的にエゾシカによる食害なのですね。ほか

の、例えば熊とかキツネは、それが果たしてキツ

ネによるものなのか、鹿によるものなのかが

ちょっと不明確なものがありますので、それはエ

ゾシカで合算して、ＪＡとも話をして、こういっ

た被害額を算出させていただいているのですけれ

ども、やはり農業の被害額については、エゾシカ

の被害ですが、それまでは比較的狩猟ですとか有

害駆除の効果もあって、被害額等も減ってきてい

たところなのですが、国有林の事故に伴う銃猟規

制があって、そこから上がってきたこともありま

して、都市においては、令和２年からまた上昇傾

向になってございます。 

３か年のお話をさせていただきたいと思います

けれども、令和２年が93ヘクタールで3,740万円

の被害、それから令和３年が94.9ヘクタールで

3,820万5,000円、それから令和４年が95.5ヘク

タールで3,841万8,000円ということで、また上昇

になってきているという傾向になってございま

す。 

○深津晴江委員 農業に対するエゾシカと熊の被

害はすごく金額的にも大きくなるので、やはり何

としても防止を進めていく必要はあるかと思いま

す。 

それで、これらの事業の概要についてお示しく

ださい。事業内容についてお願いします。 

○佐藤岳郎農林課長 まず、鳥獣害の防止対策事

業の内容についてですが、こちらのほうは、まず

猟友会への有害鳥獣の捕獲の委託として、エゾシ

カをはじめ、キツネ、カラス、ハトなどの駆除に
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要する経費として416万2,500円と。それからエゾ

シカの残滓ですね、撃ったものを自家処理すれば

いいのでしょうけれども、それができない部分の

有害駆除に係る処理の運搬と処理料として359万

7,000円と。それから、熊の箱わなの改造をする

という経費です。これは、今、熊の箱わなは踏み

板になっていて、毎回捕獲したときに壊れたりと

か、あと運搬のときに壊れてしまったりとかとい

うことがあるので、これをセンサー式にしたいと

いうことで、これを１基７万円のセンサーを２基

導入したいということで予算を計上させていただ

いております。 

また、報酬費として、一斉捕獲に係る実施隊の

経費、それから熊駆除推進員の報酬、それからエ

ゾシカの有害捕獲の追加事業として、こちらのほ

うは事業が拡充になっているのですが、その中で

緊急捕獲を行うことで、エゾシカの捕獲を１頭当

たり2,000円、令和６年度より追加して行うとい

う経費を盛り込んだ内容となってございます。 

○深津晴江委員 鳥獣対策については理解いたし

ました。いろいろ多分、現場の方と御相談しなが

らの予算だと思いますので理解いたします。 

狩猟免許取得促進ということで補助金を出して

いますが、現在の網走市における免許をお持ちの

方は何名いらっしゃるのでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時52分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時05分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 深津委員の質疑に対する答弁から。 

農林課長。 

○佐藤岳郎農林課長 すみません。 

網走市内で狩猟免許を持っている方の数という

ことでございますけれども、私どもで把握してい

るのが、猟友会の会員でございまして、ただ、猟

友会の会員の方は、令和５年４月１日現在で73名

いらっしゃるのですけれども、この方は全て狩猟

免許を取得されている方なのですが、ただ、猟友

会の中でも網走市外に住所の方もいらっしゃった

りとか、あと、狩猟免許を持っているが猟友会に

入っていない方がいらっしゃるということで、正

式な数は私どもではちょっと把握はし切れないの

ですが、猟友会の73名は取得をしているというこ

とで把握をしてございます。 

○深津晴江委員 理解いたしました。 

免許を持っていらっしゃる方がいることは大変

心強いことかと思いますので、補助金の活用を少

しでも進めていただければと思います。 

次に、85ページ、水産業パワーアップ事業補助

金、あばしり海の幸ＰＲ事業について併せてお伺

いいたします。 

それぞれ増額となっておりますが、その理由に

ついてお示しください。 

○渡部貴聴水産漁港課長 まず、水産業パワー

アップ事業補助金について御説明いたします。 

本事業は、地場水産物の消費拡大や付加価値向

上等を図ろうとする水産関係団体及び水産加工事

業者などを対象とした事業として従然からあった

事業ですが、今回、コロナ禍や消費者のニーズ、

それから資材や燃料の高騰、気象変動、労働者不

足などの課題に対して補助対象事業や補助額を拡

充した事業となってございます。 

具体的には、従前の事業が補助対象金額の２分

の１、上限10万円としていたものを、今回、２分

の１の補助は変わらないのですけれども、上限を

30万円に引き上げてございます。 

対象としましては、漁業協同組合、漁業者の団

体・個人、それから水産加工事業者の団体・個人

等となってございます。 

対象となる事業としては、地場水産物の消費拡

大や付加価値向上に関する事業、それから漁業

者、水産加工事業者の資質向上に資する事業、こ

れは勉強会等の開催とか講習会とか、そういうも

のの開催費になってございます。それから、新た

な技術等の導入に係る費用、カーボンニュートラ

ルに資する事業に該当する経費、省エネルギー性

の高い施設、機械等の導入でございます。それか

ら、業務の効率化や労働力軽減に資する設備投資

費用。それと、従前から水産業でも問題になって

いましたけれども、雇用労働力の確保対策という

ことで、募集等に係る経費等々についても、本事

業でサポートしてまいりたいと思ってございま

す。 

続きまして、あばしり海の幸ＰＲ事業について

でございますけれども、本事業は、市内水産加工

事業者等の側面的支援を主な目的としまして、当

市独自の企業や団体との関係を利用し、地場水産

物のよさ、「おいしいまち網走」を広くＰＲする
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ことにより、地場水産物の認知向上、商品の販路

拡大を図る事業でございます。 

主な事業としましては、東京農業大学オホーツ

クキャンパスと連携して地場水産物を提供する、

それから学校給食における網走産水産物の提供、

オホーツク網走マラソンでの地場産水産物のＰＲ

ということで、カニ汁の提供を水産加工振興会と

いう団体とともに実施してございます。それか

ら、友好都市との連携ということで、厚木市、糸

満市の、職員対象ですけれども、水産物のあっせ

ん販売・ＰＲ、それから首都圏大消費地飲食企業

への消費販路拡大。 

それと、今回増額となった理由としましては、

昨年度も実施していますけれども、ＡＬＰＳ処理

水の風評被害対策ということで、昨年は補正を組

みまして、首都圏で大々的にＰＲを行いました

が、今後も、今年度ほどの大規模ではないのです

けれども、まずは、首都圏で網走フェアを継続し

て実施していくことで予算を増額しております。 

具体的には、まずＡＬＰＳ処理水対策の首都圏

の網走フェアで110万円。それと、これは昨年も

実施していますけれども、市内の飲食店支援も、

網走バルのほうで昨年ホタテを提供していますけ

れども、そういうような形で網走バル、それから

市内の飲食店などと協力をして、網走産水産物の

市内提供を行います。それから水産物は近年非常

に単価が高くなっておりますので、従前の事業を

実施するにしましても価格高騰で十分な量が確保

できない可能性もありますから、それに対する増

額分。 

それと、あばしり海の幸ＰＲ事業では、今まで

紙媒体のパンフレットを作成して配布しておりま

したけれども、それを今後デジタルパンフに移行

する委託料として増額をしております。これは33

万5,000円ですけれども。この辺りの経費によっ

て、事業費が今回増額してございます。 

○深津晴江委員 内容については理解いたしまし

た。 

昨年もＡＬＰＳ処理水のときにも、市長自ら東

京に出向いて、テレビ報道などもされて、トップ

セールスをしっかりとやっていただいているのだ

なというふうに思っております。 

ぜひ、今いろいろな具体的な事業が組まれてい

らっしゃるようですので、少しでもＰＲなど、そ

の成果が出るようにお願いしたいと思います。 

続きまして、外国人特定技能人材受入支援事業

補助金についてです。 

新規事業としまして210万円の予算となってい

ますが、まず、この事業補助金の概要をお示しく

ださい。 

○渡部貴聴水産漁港課長 外国人特定技能人材受

入支援事業補助金についてでございますけれど

も、これまで実施してきていたのは、外国人技能

実習生に対する企業等に対しては支援等を行って

きていたのですけれども、近年、急速に受入人口

が増加しております特定技能という在留資格に対

して補助するものでございます。 

具体的には、特定技能の外国人材を雇用する企

業、団体、個人等に対しまして、受入れに係る経

費の一部、３万円を支援する事業となってござい

ます。 

○深津晴江委員 １人３万円ということで、割れ

ばいいのでしょうが、人数の見込みでの積算だと

思うのですが、見込み状況があるかどうかをお伺

いしたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今回、積算根拠とし

て、70名という人数で本事業を構築してございま

す。 

70名の根拠ですけれども、聞き取り、それから

前年度実績によるものですが、非常に難しくて、

特定技能人材につきましては上限がないので、各

社、欲しければ幾らでもという言い方は失礼です

けれども、何人でも雇用することができます。 

一方で、近年なかなか募集をしても来ないこと

もございますので、人数につきましては、一応聞

き取りを行って70名ということではしているので

すけれども、実際にはちょっと下ぶれ、逆に上ぶ

れする可能性もございますが、その辺りは臨機応

変に対応してまいりたいというふうに思っていま

す。 

○深津晴江委員 70名ということで、変化する可

能性もあることは理解したいと思いますので、ぜ

ひ人材不足の一つに外国人を受け入れるための補

助金を活用していただければと思います。 

次に、87ページの、さけ・ます等遊漁環境対策

事業について、新規事業としまして259万4,000円

の予算が算出されておりますが、概要についてお

伺いしたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 さけ・ます等遊漁環境

対策事業についてございますけれども、コロナ禍
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による釣りブーム、それから資源動向によりオ

ホーツク東部地区、斜里から網走ですけれども、

こちらが他の地区と比べて、サケの資源が減った

といっても多いというふうに言われておりまし

て、近年遊漁者が非常に増加しております。釣り

場周辺では、遊漁船やミニボートの航行、迷惑駐

車、ごみやふん尿の問題、場所取り、砂浜の長期

不法占用、密漁など様々な問題が発生してござい

ます。 

これらの課題に対しまして当市では、令和４年

８月に網走の港湾地区の安全な利用の確保に関す

る条例というものを制定しまして、港湾地区のミ

ニボートについては、危険の観点から入れないよ

うに規制を行っております。また、近隣の斜里町

では、令和４年に斜里町海浜利用適正化検討委員

会という組織を設置しまして、遊漁による様々な

課題を整理しまして、令和５年度、今年度に斜里

海岸サケ・マス釣りローカルルールの暫定版とい

うものを設置して、遊漁者に対して周知を開始し

ております。 

この事業では、当市のさけ・ます等の遊漁に関

しましても、近隣の斜里町の取組を見習った中

で、当市の中で各種課題に向けた検討を行いまし

て、遊漁者が守るべきルールやマナーについて、

あくまでも法的なものと、それからお願いベース

になるものがあるのですけれども、それをまとめ

たローカルルールというものを作成して、啓発を

していくことによって、さけ・ます等遊漁により

影響を受けている市民、それから地域産業との改

善を図ることを目的とした事業でございます。 

○深津晴江委員 立入禁止条例が制定されたと思

うのですが、その後の状況、この前の秋の状況と

かは有効になっているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 令和４年８月に制定さ

れました「網走市網走港の安全な利用の確保に関

する条例」制定後、港湾課の管轄にはなりますけ

れども、パトロールを実施しているというふうに

報告を受けており、その後、ミニボート等の侵入

は一切ないというふうにお聞きしております。 

○深津晴江委員 ルールやマナーを守ってもらう

というところの一定の効果はあるものと理解して

いますので、来年度もぜひよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、新規事業ですので併せてお伺いし

たいのですが、沿岸環境観測機器整備事業補助金

と、網走湖水環境調査研究負担金についてお伺い

いたします。概要についてお示しください。 

○渡部貴聴水産漁港課長 沿岸環境観測機器整備

事業補助金についてでございますけれども、本事

業の目的は、温暖化が進む中で海洋環境を把握

し、データを蓄積するために、網走漁協が設置し

ます海洋観測ブイについて、北海道の地域づくり

総合交付金を活用して支援する事業となってござ

います。 

具体的には、網走の二ツ岩沖の水深30メートル

地点の水深５メートルと20メートルに、水温、塩

分、流向、流速を観測できるセンサーつきのブイ

を設置する事業で、得られたデータにつきまして

は、ウェブ上でリアルタイムに閲覧可能なシステ

ムとなってございます。 

続きまして、網走湖水環境調査研究負担金につ

いてでございますけれども、こちらは、近年増加

傾向にある大雨などによる栄養塩等の流入増や大

曲堰の運用による網走湖の塩分濃度の変化、降水

量による湖内植物プランクトンの組成の変化など

によると思われるワカサギ資源の減少やシジミの

産卵不振、それからアオコの原因となるプランク

トン種の変化、さらには水環境に起因する異種の

発生など、網走湖の水環境が非常に今不安定な状

況となってございます。 

この事業は、その網走湖の基礎生産等に関する

調査を行うことによって、環境変化の状況把握を

して、その対策について検討する事業でございま

す。 

具体的には、網走市水産振興協議会という網走

漁協、西網走漁協、網走市で構成する協議会が中

心となりまして、網走漁協、西網走漁協、それか

ら北見管内さけ・ます増殖事業協会、大空町、網

走市が、それぞれ費用を40万円ずつ負担いたしま

して、北海道の地域づくり総合交付金を活用しま

して、網走湖に関する調査を実施することとなっ

ております。 

なお、この調査に関する調査デザインについて

は、地域独立行政法人エネルギー・環境・地質研

究所という研究所ですけれども、こちら古くから

網走湖の環境調査を実施している方がいらっしゃ

いますので、その方の助言、サポート等受けなが

ら、実際にはここに委託も、取りまとめ等しなが

ら行う調査事業となってございます。 

○深津晴江委員 それぞれ把握していく、環境の
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状況を見ていくということは、とても大事なこと

だと思いますので、多分これ、調査して終わりに

はならないかと思います。問題がないことが確認

できればいいかなと思うのですが、もし何か課題

があった場合には、早急だったり、年度の計画で

上げていただければと思いますので、ぜひしっか

りと結果を見ていただければというふうに思いま

す。 

続きまして、89ページの起業・事業展開等支援

事業補助金についてです。 

新規としまして802万円が計上されていますの

で、この事業の概要についてと、あと、今まで多

分いろいろな事業があった中を統合したかなとい

うふうに思うので、その事業の実績についてお示

しください。 

○中村幸平商工労働課長 起業・事業展開等支援

事業補助金の概要、またそれに関係しますこれま

での事業の経過などについて御説明させていただ

きます。 

本事業につきましては、市内で新たに事業を展

開しようとする個人、法人に対しまして、店舗開

業、営業開始に関する経費の一部を助成すること

によりまして、地域経済の活性化とそれに伴いま

す雇用の創出を促すことを目的とするものでござ

います。 

これまで、商店街空き店舗・空き地活用事業補

助金、４条商店街、縦のバス通りを中心としたと

ころを対象とした支援メニュー、市内全域を対象

としました新規の企業者に対する企業家支援事業

の補助金、また天都山エリア、天空の里エリアを

対象として、そこでの出店について支援をする三

つの出店関連のメニューがございました。それら

を統合して、令和６年度から再編して中身を見直

そうとするものでございます。 

これまでの商店街空き店舗・空き地活用事業補

助金の令和５年度の実績につきましてですが、令

和５年度につきましては、新規の開業といたしま

して３件、またそれ以前に１年間の家賃補助とい

うものがございまして、その部分の継続の家賃分

の支援をしている事業者が４件、こちらが空き店

舗・空き地活用事業の令和５年度の実績でござい

ます。 

また、起業家支援事業補助金、こちらには天空

の里、天都山エリアでの出店を含んでおります

が、合計で３件の出店の事業の利用があるところ

でございます。 

今回、新たに統合して行います部分につきまし

て、エリアといいますか、区域の見直しをまず一

つ目に置いております。これまでは商店街空き店

舗エリアとそれ以外というような形で様々御意見

を頂く機会もございました。 

今回、新たに整理しているところにつきまして

は、網走市の都市計画区域内というところで、市

街地の概ねのエリア、また呼人地区が含まれてい

るところですけれども、これまで呼人地区の一部

は都市計画エリア、国定公園の関係ですとか都市

計画エリアからちょっと入っていない部分もある

のですけれども、これまで天空の里支援メニュー

の対象となっていた部分もございますので、その

エリアを含めた一帯を一つ目のエリアとしており

ます。 

また、それとそれ以外の、いわゆる郊外地区の

部分という二つのエリア分けがまずあるところで

ございます。 

その都市計画区域を中心とした中心エリアでの

網走市内で、新たに初めて事業展開されようとす

る方につきましては、店舗の取得や改修に関する

経費、また、それに伴います事業周知、事業の開

業に関する周知の部分の対象経費としまして、補

助率２分の１、上限額100万円の支援がございま

す。あわせて、開業後２年間、月額で５万円、家

賃の２分の１を上限とする形での家賃補助という

ものを、このエリアのほうで初めて事業を展開さ

れる方については対象としようとするものでござ

います。 

もう１点、今申し上げましたエリア以外の郊外

地区も含め、また既に事業を市内で展開されてい

る方、あるいは支店を開設しようとするような

方、そういった方につきましては、エリアを問わ

ず、店舗取得、改修に関する経費の２分の１、こ

ちら上限額50万円という形での支援ということ

で、現在のところを考えているところでございま

す。 

なお、いずれも施工に関する業者については、

市内業者に限るものといたしまして、土地の取得

に関するところは除外させていただくことで考え

ております。 

○深津晴江委員 昨年、一般質問させていただい

たところを展開して拡大していただいたのかなと

いうふうに思いまして、大変感謝しております。
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ぜひ活用して、さらに市民というか、市の活性化

が図れればいいなというふうに考えております。 

次に、オホーツク屋台村補助金と、あばしりオ

ホーツク流氷まつり補助金についてお伺いしま

す。 

網走の冬のお祭りとして、アイスブレイク

ミュージックフェスタも併せて、あえて一緒に質

問したいと思います。 

なぜかといいますと、担当の課が違うというよ

うなことは聞いておりますが、市民としましては

冬のお祭りということで、別々に捉えている市民

は多分少ないのではないかなというふうに思いま

すので、主催など違うかもしれませんが、まず、

今年のお祭り、流氷まつりの全体的な評価につい

て、どのように捉えているか課題を含めて、あれ

ばお示しください。 

○井上博登観光課長 あばしりオホーツク流氷ま

つりの今年の評価、課題ですが、ここ数年は雪不

足で、雪像製作を見送った年があるだけではな

く、ほかの用地から祭り会場へ大量の雪の搬出入

が求められるなど、雪を活用した製作物での集客

を維持することが難しくなってきているところで

す。 

昨年は、エコーセンター周辺を会場としました

が、様々な制約があり、今後も開催を続けていく

には課題が多くあったところです。 

 そのような中、当市における一大観光コンテン

ツであります流氷の海氷面積も減少していること

から、昨年度から環境の保全、流氷の保全へ再考

を促す流氷トラスト運動をスローガンに据えた雪

に頼らないメインコンテンツの造成に挑戦してい

るところです。 

本年度、新たに、焚き火・薪割りフェス、ＤＪ

フェス、ポケモンとの連携事業を造成いたしまし

た。若年層への訴求を可能にしただけではなく、

滞在時間の増加にも大きく役だったと思っており

ます。 

また、来訪者の滞在時間が増加した際に、現状

の飲食ブースは不足しているという評価もしてお

りますので、今後は温まるグルメを増やすなど、

飲食ブースの増加及び会場内スペースのさらなる

利活用も考えていきたいと思います。 

本会場は、昨年よりも30％以上の来場者増とな

りまして大いに賑わった一方、委員をおっしゃっ

ていました音楽フェスに関しましては、少し伸び

悩みをしましたが、Ａｉｒ－Ｇでの連日の放送や

各アーティストによるＳＮＳの投稿などによっ

て、従来ターゲットとしていないユーザーへの観

光誘客促進が図られたことから、当市の認知拡大

といった部分では、一定の評価をしているところ

です。 

流氷まつりに関しては、以上です。 

○中村幸平商工労働課長 オホーツク屋台村の実

績、事業概要について御説明させていただきま

す。 

流氷シーズン、観光シーズン、流氷まつりの時

期と合わせまして観光に訪れております観光客の

方や市民の方を、商店街、飲食店街などで誘導し

交流する場をつくる。そうしたことを通じた地域

経済の活性化を目的として、オホーツク屋台村と

いう形で実施しているものでございます。 

実施主体につきましては、社交飲食業組合やぐ

るめ街活性化協議会、中央商店街振興組合などで

構成されます実行委員会が主体となりまして、実

施しているところでございます。 

今年度、２月に２日間開催したところではござ

いますが、入込み数としては2,300名程度、コロ

ナのときに、令和２年度、令和３年度はなかなか

こういった機会がなかった中、昨年再開をいたし

まして、２日間開催ではございますが、令和４年

度実施が2,200人、今年度の２月開催が2,300人と

いったところで実施しているところでございま

す。 

人の流れといたしましては、道の駅から歩かれ

てくる外国人の観光客が立ち寄られるケースもご

ざいますし、やはり屋台というか、今年はしちり

んを活用しましての屋台形式で、それぞれ御自分

のペースで、寒い中、肉を焼くのかビールを飲む

のか、そういったことを楽しんでいただいている

地域の密着型のイベントとして定着してきている

ものと捉えております。 

○深津晴江委員 それぞれ課題もありながらも進

めていただきたいのですが、網走市として全体的

に２日間、３日間をどうするのか、市民ももちろ

んですが観光客の皆さんにも、動線というので

しょうか、代表質問をさせていただきましたが、

動きやすいようなことを考えて盛り上げていただ

ければいいなというふうに思います。 

来年度、60周年を迎えますので、予算も1,050

万円計上されておりますので、ぜひ活用して盛り
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上げていただければというふうに思います。 

次に、新規事業で郊外地区乗り合いタクシー運

行実証実験事業がありますので、事業について御

説明をお願いいたします。 

○中村幸平商工労働課長 郊外地区乗り合いタク

シー運行実証実験事業について、事業の概要から

御説明させていただきます。 

高齢化の進展によりまして、地域の足として公

共交通を御利用されたいという方、そういったこ

との重要性が増す状況におきまして、郊外地区に

つきましては、路線バスやＪＲなど、そういった

移動手段のない地域が一定程度広がっている状況

にございます。 

病院や買物施設など、市街地に集積していると

ころですが、郊外地区では、自家用車を活用でき

ない方にとりまして、なかなか移動手段の選択肢

が乏しいといったような状況がございます。 

また一方で、郊外地区は、人口規模から見ます

と、路線バスのような定時の大量輸送方式がなか

なか馴染むものではないことも事実であると考え

ております。 

そこで、今回タクシーを活用した、予約型の乗

り合い型のタクシーの運行実証実験を行うことと

しまして、郊外地区の移動手段の在り方について

実証実験を通じて検討しようとするものでござい

ます。 

事業のイメージですが、こちらにつきまして

は、タクシーを活用するところではございます

が、郊外地区を五つの路線といいますか、五つの

コースに分けることを今の段階では想定しており

ます。東部地区を三つのエリア、西部地区を二つ

のエリア、ルートといいますか、そこを設定いた

しまして、前日までの事前予約方式で翌日移動運

行を行うと。 

運行時間につきましては、朝の病院の通院の時

間帯を想定いたしまして、朝の８時半から９時ぐ

らいに市内の病院何か所かを回るような形、予約

に応じて、当然、発車時刻は多少ずれてくるのか

なというところはあるのですけれども、そういっ

た往路、それと帰りの部分につきましては、14時

半から15時ぐらいに同じく市内の、今度は病院施

設から買物ですとかその他の施設、公共施設です

とか、そういったところの乗る場所を設定いたし

まして、そこから御自宅のほうに戻られるという

ような動き方の時間帯を想定しているものでござ

います。 

その上で、各ルートにつきましては、週２回ず

つ、例えば月・金、月・木、水・金ですとか。こ

れにつきましては、現在、患者送迎バスが週１

回、各エリアを回っているところがございますの

で、この郊外型の乗り合いタクシーを配置するこ

とで、移動機会が週１回だったところが３回にな

る。当然、路線バスを御利用されることができる

ルートのところはもちろんあるのですけれども、

そういったところの移動機会を増やすことを想定

しているところでございます。 

時期につきましては、地域の方に御説明をした

上で、利用登録などを行っていただく利用の説明

など、また地域の乗降場所をどこに設定するかと

いうところもございますので、そういったところ

の説明や登録作業などは、一定程度の時間が必要

と考えております。 

そこで、今の段階では、令和６年９月から令和

７年１月、５か月程度の実証実験期間として想定

しているところでございます。 

なお、運賃設定のところですけれども、当然ハ

イヤーを通常で運行した場合、患者送迎バスの平

均の運行距離が42キロ程度となります。当然幹線

のみならず、中のエリアも入っていくので、１路

線42キロ程度というふうに伺っております。 

これをハイヤー料金に換算しますと、片道、１

乗車といいますか１行程、約１万2,000円程度の

料金がまず運行の経費としてかかる部分がありま

す。そこで、利用者負担につきましては、路線バ

スの東藻琴線があるのですけれども、稲富から網

走バスターミナルまで、こちらが 1,030円。ま

た、常呂線のほうでは、東能取から同じくバス

ターミナルまで、こちらも1,000円となっており

ます。こちらなども参考にいたしまして、１乗車

について利用者の負担額を今の段階では1,000円

とさせていただくのがよいのでないかなというこ

とで、これについて今後検討していきたいなと考

えているところでございます。 

○深津晴江委員 ぜひ、実証実験で郊外の方、車

をお持ちでない方もいらっしゃって、確かに家族

がいればいいのですが、お困りの方もいらっしゃ

いますので、ぜひこの実験を通して、少しでも生

活できやすいようにお願いしたいというふうに思

います。 

終わります。 
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○井戸達也委員長 それでは、次の方。 

里見委員。 

○里見哲也委員 重複するところは割愛して、三

つほどお伺いします。 

予算資料22ページの観光デジタルプロモーショ

ンについてお伺いします。 

予算が、前年当初からプラス500万円の2,000万

円と結構大きな金額になっていますけれども、ま

ちなかの商店等で聞くと「宿泊以外のほうに売上

増という実感があまりないのだよな」というお話

もあったりします。費用対効果というのでしょう

かね、これをやることによって、どのような効果

が出ているかという状況を把握されていらっしゃ

るか伺います。 

○田端光雄観光商工部参事 本事業では、令和５

年度に引き続き、デジタル技術を活用して、動画

広告、ＳＮＳ広告の配信を通じて観光プロモー

ションを行うものでございます。 

事業の内訳ですが、国内向けのプロモーション

に1,132万円、前年比で365万円の減、海外向けの

プロモーションに868万円、こちら新規となりま

す。合計2,000万円を計上いたしまして、増額し

た分は事業を再構築して、一定程度広告配信を

行った国内向けプロモーションは、ターゲットを

より絞り込み、新年度から実施予定の海外向けプ

ロモーションに関する費用を計上したものでござ

います。また、本事業の実施には、事業費の半分

を国のデジタル田園都市国家構想交付金の活用を

予定してございます。 

費用対効果についてですが、動画配信の効果測

定として、来訪計測というマーケティング手法を

行っております。 

既に実施いたしました夏の広告事業では、配信

後の３か月間で発生いたしました効果として574

名の来訪が計測できました。こちらに、平成28年

度に実施いたしました観光消費額の単価を掛け合

わせますと1,258万3,802円の消費が発生したこと

が想定されます。ワースという指標、広告の費用

対効果ですが、３か月間という期間内だけでも

658万4,407円の広告費に対し、既に191％の消費

が発生していることについては、当市のデジタル

推進参与や広告代理店とも意見交換したところ、

プロモーションの効果としてはマーケティングの

一般的な知見から成功しているものであることを

確認してございます。 

また、売上の部分ですが、具体的な売上数値と

しては、網走市観光協会ＤＭＯと連携して実施し

ております、網走の魅力発見キャンペーンという

アンケートがございます。そちらのアンケートの

項目として、航空券などの交通費、宿泊施設で支

払った宿泊代、飲食代を除いた、網走市内での実

際の観光消費額を調査してございます。調査をス

タートいたしました令和２年度は１万2,345円で

ございましたが、今年度、秋までの集計の速報値

ですが１万 4,755円で、４年間で約 2,400円、

120％の伸びがございます。 

また、デジタルプロモーションを始めた昨年と

の比較では1,600円、112％ほど伸びている状況で

ございます。こちらは、物価上昇率と比較しても

しっかり消費が伸びているというふうに捉えてご

ざいます。 

○里見哲也委員 外国人のお話がありました。今

年、オホーツク屋台村、私もちょっとお手伝いさ

せていただきましたが、そこでフランス人の方が

ワタラに泊まって、ちょっとアテンドで連れて

いったりしたのですけれども、みんなやっぱり

ネットで確認して、宿も、それからイベントも、

確認してくるということですから、デジタルプロ

モーションは、外人含め非常に効果があるのだろ

うなというふうに思っています。 

これがまた、例えば商店街も含めて、網走市全

体の消費につながっているのかは、今御説明いた

だいたことで理解いたしました。 

ところで、イベントのようなものは、流氷まつ

りもそうでしたけれども、去年でいうと、ボート

競技の大会ですね、高校総体のときなんかも、

キャパオーバーで市内に泊まり切れずに、ほかの

まちで泊まった方をバスでピストン輸送したとい

うようなこともあるかと思うのですが、これは原

課が違うのかもしれないですけれども、このイベ

ント時の案内で、キャパという宿泊施設ですね、

調整とか、そういうことは考えていらっしゃるの

でしょうか。できるかどうかも含めてお聞きしま

す。 

○田端光雄観光商工部参事 ただいま委員からお

話がございました、昨年の高校総体開催時や、ほ

かにも網走マラソン開催時、流氷観光のピーク時

においては、市内宿泊施設の予約が難しい状況で

あることは把握してございます。 

宿泊利用は、飲食や買物など経済波及効果をダ
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イレクトに得ることができるため、なるべく多く

の観光客の方に市内宿泊を御利用していただきた

いというふうに考えております。 

一方で、このように限られた、いわゆる特定日

でのキャパオーバーについては、コントロールが

非常に難しく、周辺地域への流出が結果として起

きてしまいますけれども、一方で、周辺地域とは

広域観光の取組を行っておりますので、特にこう

いったピーク時、近隣エリアと相互で、お互いの

宿泊施設の不足をカバーし合うことについては、

双方においてメリットはあるものというふうに認

識をしてございます。 

また、いわゆる特定日、ハイピーク期日だけで

はなくて、その前後のショルダー期に来訪いただ

けるように、当市が関与する旅行商品の造成です

とか、ショルダー期や平日にお越しいただくメ

リットを生み出していけるような方策を観光協会

や観光事業者と検討を行っていきたいというふう

に考えております。 

また、こういった取組が通年ベースでの採算性

を高め、宿泊事業者の休業期間の縮小ですとか、

新規の出店のきっかけづくりにつながって、結果

としてキャパシティーが増えていくというふうに

考えていければなというふうに考えております。 

○里見哲也委員 広域観光ですか、連携して、こ

れすごくいいことですよね、お互いさまと。ぜ

ひ、デジタルプロモーション、集客と消費の増加

につながるように頑張っていただきたいと思いま

す。 

次に、商業の活性化の話を今したけれども、先

ほども起業・事業展開と支援事業補助金の話あり

ましたが、ちょっと確認したいのですけれども、

エリアが都市計画区域内、今までよりもずっと広

がったということになると思うのですが、窓口で

すね、もちろん市のほうでは担当原課で相談の受

入れの窓口になると思うのですが、今までは、割

と中央商店街振興組合とか、そういったところも

窓口の機能があったと思うのですが、これだけ広

がると相談するとき、どこの窓口というような戸

惑いもあると思うのですが、その辺りの状況はど

うでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 事業の周知といいます

か、事業に関する支援に関する情報をどのように

届けていくかという部分についてのお尋ねかと存

じます。 

まず、補助金を出すのが市ということになりま

すので、最終的な窓口といいますか、最終的な

ゴールのところについては、市のところに集約さ

れてくる部分があると思っております。 

一方で、事業展開を考えられる方、その方々が

どのような情報収集をされるのか、そういった取

得方法については、非常に多岐にわたる、この時

代という点でいいますと様々になってくる部分は

あるかと思っております。 

これまで空き店舗の部分について、特に商店街

振興組合を中心に、商店街の情報としていろいろ

な声かけをされて、それが相談につながっている

ケースもあったものと承知しております。 

当然、今後につきましては、創業の支援機関で

あります商工会議所、また金融機関なども、当然

創業、事業展開をしていく上では資金調達という

点でも様々な相談に窓口というか、金融機関を訪

ねられる方もいらっしゃると思っております。 

そういった関係団体など、しっかりと情報共有

を図りながら、様々なルートで情報が届くよう

に、最終的に支援を利用していただくというのが

目的ではなく、事業を積極的にチャレンジしてい

ただくというところにつながっていくことが望ま

しいものと考えております。 

○里見哲也委員 チャレンジを支援するという、

そういうまちというイメージ、いいなというふう

に思いますが、先ほど、深津委員からの質問の中

でも、支援の期間が従来１年であったものを来年

度から２年にしていくというお話がありました。

期間が長くなるからということでもないのです

が、フォローアップといいますか、支援はする、

そしてその後状況はどうですかというような、や

はり期間が長くなると途中でめげたりする人もい

るかもしれません。フォローアップについてはど

うお考えですか。 

○中村幸平商工労働課長 開業、事業展開された

方に対するフォローアップという点、この部分に

ついては、まず今回、家賃補助という形の部分を

従来１年間としていたところ、金額上限につきま

しては、これまで２分の１、上限10万円としてい

たところ、今後は２分の１、上限５万円を２年間

という形でフォローする、支援の期間を長くする

ことで、関わりを持って事業の展開が軌道に乗る

という一定の期間までしっかりとサポートできる

ような形を想定しております。 
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また、なぜ上限額を下げたかというところにも

併せて御説明させていただきますと、これまで補

助メニューを利用された実績の中で、家賃の相場

といいますか、家賃実績というのが、月額10万円

程度が上限であるというところがございます。で

すので、２分の１、５万円となったところ、上限

を下げたところでも支援の額自体は変わらず、一

方で支援期間について、これまでの１年から２年

に伸ばすことで接するといいますか、関わる機会

を伸ばしていくことができるものと考えておりま

す。 

また、支援終了後、当然どの事業者も事業継続

を頑張っていただきたいというところで、どのよ

うにフォローアップというか、関わりを持ってい

くかにつきましては、様々な団体、また業態に

よって異なる部分はございますが、積極的となる

かどうかはあるのですけれども、しっかりとその

行方も見守りながら、地域の中で経済活動が発展

していくような形でフォロー、関わりを持てるよ

うにしていきたいと考えております。 

○里見哲也委員 取組のＰＲですけれども、起業

を支援する網走みたいな、そういったオール網走

で、どんどんチャレンジしてくださいよと。でき

たらほかのまちからも来たらいいですねというこ

とを考えると、ＰＲについては、市のホームペー

ジなんかも入り口としては強力にプッシュしてい

ただくと、何か探す人にとって、網走よさそうだ

ぞと。先ほどデジタルプロモーションのお話もあ

りましたけれども、非常にコンテンツが充実して

いるということになると、皆さんにとって入りや

すい入り口になるのかなと思いますので、ホーム

ページのＰＲあたり、結局、受け皿をせっかく広

げても、利用されなければ経済的な効果は出ない

わけですから、ぜひ受け皿、入り口を強力にプッ

シュしてほしいのですが、ホームページあたりに

ついてどうお考えですか。 

○中村幸平商工労働課長 支援メニューをきちん

と利用したい方に届けていく、そういった側面に

ついては、商工労働課のほうは基本的に常に考え

ているところでございます。 

市全体としましては、様々なイベントであった

り、記録であったり、そういったものを各部署が

所管しながら、市のホームページなどを通じて紹

介している部分はあります。 

今、委員がおっしゃられたように、魅力的な見

せ方といいますか、発信の仕方については、やは

り情報をきちんと伝える、あるいは興味を持って

いただくという点では、非常に重要なテーマだと

考えております。 

そこにつきましては、行事、イベント等は、所

管の部署が多岐にわたりますことから、それぞれ

の活動実績など、それぞれの形で整理している状

況にはあると思いますので、公開のイメージ、

ホームページの管理などは、担当の部署と協議し

ながらよりよいＰＲの方法などについて考えてい

きたいと考えております。 

○里見哲也委員 先日、市のホームページがリ

ニューアルされて、私も時々見ています。 

今、市のホームページは、観光協会とリンク、

連動しているのか、その中で飲食業なんかも、写

真もそうですけれども、たくさんのところを非常

にまめにピックアップしていただいていて、網走

に来られる観光客の方にとっては、やっぱりホー

ムページが、おいしそうに見えるかとかも含め

て、効果があるのだろうと思うのですね。 

ちょっと関連して、中心市街地の活性化につい

て、23ページに、中心市街地活性化対策支援事業

があります。 

これについては、結構幅広だとは思うのですけ

れども、コワーキングスペースを一つの核として

いるのかなというふうに思う中で、地域おこし協

力隊の方も本当にいろいろ御努力いただいている

ので感謝していますが、ここでいろいろなイベン

トをやって、先ほど言ったオホーツク屋台村なん

かでもそうですけれども、ここの「ナシタ」辺り

で、いろいろなイベントをやったものを、例えば

動画でユーチューブ配信みたいなアーカイブとっ

て、このまちはこんなことをやっているのだとい

うのが、後からでも見られるような仕組みをつく

るとすると、誰かがその役を担わなければいけな

いことにはなりますが、ＰＲという部分の中で、

動画を市のホームページにリンクさせるとか、あ

るいはまちなか網走にリンクするにしても、そう

いった技術協力といった相談といったものも連携

を広めていくと、中心市街地の活性化にもつな

がっていくのではないか、あるいは観光客の誘致

にもつながっていくのではないか、そういったこ

とを考えるのですが、デジタルの使い方につい

て、ちょっと所見をお伺いします。 

○中村幸平商工労働課長 様々な行事、イベン
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ト、これらについての情報発信について、現在デ

ジタル化は非常に進んでいるところであります。

当然、自分もそうですが、ＳＮＳを見る機会は増

えておりますし、それらを活用した情報発信を皆

さんされているところであります。 

まちなか網走、コワーキングスペースを活用し

たセミナーなどを実際に開催するときにも、現場

での顔合わせての集会形式、プラス、ハイブリッ

ド式でのオンラインでの配信、ユーチューブ配信

などをやっての自治体の開催方式が増えてきてい

る状況にあります。 

そういった結果といいますか、そういった情報

のストックが今後出てくる、またそういったもの

を今後の情報発信に使っていくというところは非

常に魅力発信といいますか、それらを活用した情

報発信が丁寧にできると、より注目をしてもらえ

る、先ほど委員がおっしゃられたように、観光客

などにとってもきっかけの一つになってくるので

はないかと思っております。 

それが、市のホームページもそうですし、まち

づくり会社、あるいは各団体などが管理するホー

ムページやＳＮＳ、そういったところでの情報発

信などについて、様々な検討を前向きに進めてま

いりたいと思います。 

○里見哲也委員 特に観光客というか、外の方か

らすると、市のホームページは、やはり商工会議

所や観光協会も見るとは思うのですけれども、や

はり代表的なホームページなので、ぜひ、いろい

ろな協力についてお力をいただければいいかなと

期待します。 

以上で終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、昼食のため、暫時休

憩といたします。 

再開は、午後１時とします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑者、挙手を願います。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 私のほうからは、２項目ほどお

伺いいたします。 

まず、予算説明書の79ページ、シルバー人材セ

ンター運営補助金についてお伺いいたします。 

予算については同額で推移していますので、こ

の補助金は、実際、いつ頃から始まった制度で

しょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩といたします。 

午後１時01分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時04分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

澤谷委員の質疑に対する答弁から。 

観光商工部参事。 

○野口公希観光商工部参事 シルバー人材セン

ターの補助金がいつから始まったかという御質問

ですけれども、すみません、今手元に補助金の開

始がいつかというのは持ち合わせておらず、この

場ではお答えできませんが、1990年に網走市のシ

ルバー人材センターが設立されたということで承

知しております。 

○澤谷淳子委員 その回答で、もう十分です。 

要するに、大変長く愛されているシルバー人材

センターだということで、シルバー人材センター

を利用したいというお客さんの部分でも大変人気

がありますので、かなり古くからやられているの

だろうなと思いました。 

実際、人材センターに登録するシルバー世代の

方は、今現在は何人ぐらいになっているのでしょ

うか。 

○野口公希観光商工部参事 今現在のシルバー人

材センターへの登録の人数についてですが、直近

の令和６年２月末日では279名というふうになっ

ております。 

○澤谷淳子委員 279名ということですけれど

も、このうち女性は登録しているのでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 女性の数ですけれど

も、279名のうち77名が女性ということで承知し

ております。 

○澤谷淳子委員 77名も女性が登録しているので

すね。わかりました。 

今現在、先ほど言った草刈りのシーズンとか

は、もう本当に何日も待つぐらい人気があるので

すけれども、ある程度ほかの草刈り以外の仕事

で、女性も活躍できる仕事も含まれているのです

よね。 

○野口公希観光商工部参事 令和４年度のシル

バー人材センターが受注した件数についてですが

1,631件でありまして、その内訳としましては、
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一番多いのが軽作業という分類になっておりま

す。軽作業とは、除草とか清掃を指しておりまし

て、これが約1,600件のうち1,100件が軽作業と

なっております。その他にも、大工や木の剪定で

ありますとか、事務的な業務、施設管理、あとは

家事の援助、育児援助というものがございまし

て、今ちょっと手元にはどの仕事を男性の方がど

の程度、女性の方がどの程度やったかは持ち合わ

せておりませんが、このような業態になっており

ますので、女性が働ける場もあるのかなと思って

おります。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

それで、こちらのセンターの予算がずっと同じ

ような金額で推移しているので、ひょっとした

ら、そういう仕事を受けた方たちの報酬を上げた

いから、ちょっとこの予算も増やしてというよう

なことの相談は、今までなかったのかなと思いま

した。 

○野口公希観光商工部参事 具体的に、それぞれ

の会員の方のお給料といいますか、分配金を上げ

たいので補助金をというお話は、直接は伺ってお

りません。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

それでは、次に、予算説明書の85ページ、ヒグ

マ生息実態調査事業。 

こちらは、去年もまた同じ金額の100万円とい

うことで調査費用が計上されているのですけれど

も、調査の結果はどのような実態になっていたで

しょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 ヒグマ生息実態調査事業の

調査結果ということでございますけれども、本事

業につきましては、平成30年から公益財団法人知

床財団に委託をしているものとなっておりまし

て、平成30年から直近の令和４年までの５年間の

調査結果により、以下のことが明らかになってい

るということで報告を受けております。 

まず、ヒグマが網走に侵入する経路としては、

藻琴山方面から濤沸湖付近へ至るルート、それか

ら藻琴山方向から天都山方向に至るルートが考え

られるという１点。 

それから２点目が、網走東部で繁殖をしている

可能性が高い親子熊が複数確認されているという

ことや、あと冬眠穴も見つかっているということ

で、網走東部はヒグマが通年で生息している定着

状態であるというふうに報告があります。 

それと三つ目ですけれども、網走市栄の音根内

の川沿いについては例年、特にヒグマの撮影回数

が多くなっておりまして、周辺に一定数のヒグマ

が定着している可能性があるということでの報告

になっております。 

○澤谷淳子委員 よく、向陽のところも目撃情報

はあるのですが、年々減っているなという感覚は

あったのですけれども、実際に熊の出没の情報は

増えているような傾向なのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 ヒグマの目撃情報について

のお尋ねでございますけれども、ヒグマの目撃情

報は、平成28年から増加傾向になってございまし

て、平成28年が33件、それから平成29年が52件、

それから平成30年が44件、令和元年が18件、令和

２年が６件、令和３年が17件、この辺減っている

のですけれども、こちらコロナ禍ということで、

外出だとか観光客の方がいらっしゃらなかったの

で目撃情報が非常に少ないかなというふうに分析

はさせていただいておりますが、その後の令和４

年には、また21件、そして令和５年は、現時点で

28件という目撃情報の件数となってございます。 

○澤谷淳子委員 そうですね、コロナ禍があった

ので、目撃する人も、あまり外出てなかったの

で、そういうことだったのですね。 

そうすると、こちら聞いていいのか、よく目撃

情報があったら、学校の登下校なんか、集団下校

とかもやっていたように記憶するのですけれど

も、今後増えるようなことがあったら、また親が

近所で帰るときとかに見守ったりということを

やっていたのですけれども、それをまたやるよう

な感じなのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 ヒグマの目撃情報が学校の

周辺、児童に影響があるような場所であった場合

は、やはり学校教育のほうとも連携しまして、 

周知するとともに、児童の安全のために学校教育

のほうもパトロールをしますし、集団で登下校し

たりとか、親御さんの見送りも行っているという

ふうに認識しております。 

○澤谷淳子委員 それでは、私の質問は以上で

す。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

古田委員。 

○古田純也委員 私のほうから、予算説明書81

ページ、農業次世代人材投資事業についてお尋ね
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いたします。 

対象者、新規青年就農者に対する支援というふ

うになっておりますが、具体的に新規青年就農者

という人は、どういう人を見込んでいるのか、お

伺いいたします。 

○江口優一農林水産部参事 今回の農業次世代人

材投資事業につきましては、対象者としまして

は、就農開始時に49歳以下の認定新規就農者に対

しての事業というふうになっております。 

○古田純也委員 49歳以下の新規就農者に対する

支援ということで、昨年の実績評価をお伺いいた

します。 

○江口優一農林水産部参事 この事業につきまし

ては、国の補助金という形になっておりますが、

令和４年度、令和３年度につきましては、ゼロ件

ということでなっております。 

○古田純也委員 就農に対する支援ですけれど

も、なかなか実績がないということで、原課とし

て周知方法とかＰＲの方法は、何か工夫されてい

るのでしょうか。 

○江口優一農林水産部参事 新規就農を希望され

る方とかが、市役所ですとか農協とかに相談が

あった場合につきましては、こういう事業があり

ますよというふうな案内はさせていただいており

ます。 

○古田純也委員 ちなみに、例えば北海道農業に

憧れて、来られた農大生が卒業後に、ぜひ就農し

てみたいというような形で申し出た場合、投資額

は幾らぐらい、この支援では頂けるでしょう。 

○江口優一農林水産部参事 この事業、もし国の

ほうで認定になりましたら、１か月当たり12万

5,000円、これが12か月で、１年間で150万円。 

今回、市のほうでは２人分というふうに見込み

まして、いるという前提で300万円の予算を計上

しております。 

○古田純也委員 ２人分を見込んでいるのですけ

れども、なかなか応募がないということで理解い

たしました。 

今後も担い手不足がありますので、ぜひ大きく

周知、ＰＲして、評価につなげていただきたいと

思います。 

同じく81ページの農業者サポート事業補助金に

ついて。 

何人かの委員からも同じ質問というか内容があ

りましたが、今回、新規事業という形で取り組ま

れていますが、今までいろいろな要望が結構あっ

たからこそこの事業につながったと思いますが、

今まであった要望はどのように押さえているかお

尋ねいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 農業者サポート事業補助

金、創設とか新規で事業を起こした理由というか

農業者の要望ということでございますけれども、

農業者のほうから、先ほど説明させていただきま

したけれども、農業のＤＸ、こういうドローンと

か買うときに何か支援がないかなとか、あと一番

多いのが鳥獣害の防止に対して支援がないかなと

か、そういった要望を受けていたものとか、あ

と、農業振興計画のアンケートを実施させていた

だいておりまして、そういった中でもそういった

問題点、課題、農業者の悩みとか、そういったも

のを把握しておりますので、そういった要望の中

からこういう事業を構築させていただいたものと

なっております。 

○古田純也委員 要望があって、早速事業に取り

組まれたということで評価いたします。 

ちなみに、上限が先ほど30万円という部分があ

りましたけれども、年間に計算すると30件ぐらい

というふうに計算しました。一度受けると、次の

年に受けられないとか、一回切りとか、何かそう

いう条件はあるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 複数回受けられるのかどう

かというお話ですけれども、まだ要綱等はきちっ

と定めてはおりませんけれども、私どもで今考え

ているのは、令和６年から令和10年、この５年間

を第１期として150名規模の農業者の方に活用い

ただきたいというふうに考えておりまして、この

期間については、５年間で１世帯当たり１回とい

うことで検討してございます。 

○古田純也委員 10年間で150名の方が受けられ

るということで理解いたしました。 

最後の質問になります。 

89ページ、新規事業、起業・事業展開等支援事

業補助金について。 

先ほども午前中、何人かの委員の方から質問あ

りましたが、２年間、家賃補助も伸びて、地域経

済の活性化につながるという大変期待する事業で

ありますが、周知・ＰＲの関係もフォローアップ

もホームページ作成について行うという話でした

が、実際、集客につながる動線をつくるのが官民

連携で継続して起業家を支援する特策だと思いま
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すが、集客につながる何かフォロー、何かイメー

ジしているものがありましたらお伺いいたしま

す。 

○中村幸平商工労働課長 起業・事業展開等支援

事業補助金の関係で、事業者の集客といいます

か、事業展開した後にどのようにお客様にその事

業を知っていただくかといったような内容の御質

問かと思います。 

今回、開業に当たりましての支援の対象経費の

中に、改修、取得、また家賃補助を加えまして、

事業当初、事業展開に関しての周知に関する経

費、様々な自分のところの事業をどのようにやっ

ていますよといったところの周知に関する経費に

つきましても対象の経費に含めているところでご

ざいます。 

どのような形でお客様にお届けするか、そう

いったところも事業者の一定の努力の部分ではあ

るかと思いますが、そこについての、経費の一部

ではございますが、支援する形を今回メニューの

中に盛り込んでおりますので、そういったところ

を御活用いただく中で、それぞれの事業者に努力

をしていただき、御活用いただきたいと考えてお

ります。 

○古田純也委員 ぜひ応援していただいて、地域

活性化、特にアプト４、４条通り商店街は、だん

だんシャッター街と言われておりますが、元気な

網走をつくるためにも、新庁舎移転もありますの

で、活性化につなげていただきたいと思います。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

石垣委員。 

○石垣直樹委員 それでは、私から質問をさせて

いただきます。被っている部分もあるので、省略

して進めさせていただきます。 

まず初めに、市営美岬牧場管理運営事業です

が、こちら令和５年度、949万円から令和６年

度、1,484万円に増額されておりますが、事業内

容をお示しください。 

○佐藤岳郎農林課長 美岬牧場の管理運営事業に

ついてでございますけれども、美岬牧場につきま

しては、預託するための指定管理者がいないとい

うことで、現在、草地の更新を行うと。草地とし

て適正に管理しているという状況になってござい

ます。 

予算の増額の理由についてでございますけれど

も、預託を行っていた際に使用していた管理小

屋、あと作業付近の管理小屋だったりとか、あと

周辺の牧柵が残っていて、草地の管理の支障に

なっているということで、老朽化も進んでいると

いうこともあって、これを解体する費用を見込ん

でおりまして、その分の699万円が増額となって

いるものでございます。 

また、近年エゾシカによる牧草の被害が多く発

生しておりまして、特に今行っている簡易草地更

新を行った牧区では、非常に生えてくる草が嗜好

性がよいということで、当初見込んでいた収量よ

りもなかなか伸びないということもありまして、

今回、害獣の忌避剤という、臭いを発して寄せつ

けないようにするというものを購入して対策を行

うということで、こちらの費用、そんなに大きく

はないのですけれども、23万8,000円を計上させ

ていただいているものとなってございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。草地は、草の地

ということで認識しますけれども、大変素晴らし

い場所ですが、管理する人もいなくて小屋も壊さ

れるということでございます。 

グーグルマップでも評価がついていて、いい評

価がついているのですけれども、あそこの場所の

今後の活用方法など、もし検討されているのであ

ればお示しください。 

○佐藤岳郎農林課長 今現在、草地で管理をして

います。 

あそこは農地となっておりまして、農地として

適切に管理をしていく必要があるということで、

今後も草地をきちんと施肥もして、肥料もまい

て、それで収穫もしてということで行っていきた

いというふうに考えているところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

次の質問に移ります。 

中小企業デジタル化推進事業補助金、89ページ

についてお伺いいたします。 

昨年度も実施されておりますが、本年度の事業

内容をお示しください。 

○中村幸平商工労働課長 中小企業デジタル化推

進事業補助金の今年度の事業概要について御説明

申し上げます。 

本事業につきましては、網走商工会議所が市内

事業者のデジタル化推進に関する相談窓口を設け

市内事業者のデジタル化を推進する、そういった

ところの支援としての補助金のメニューでござい



 

－ 151 － 

ます。 

今年度の事業といたしましては、ワンストップ

機能といたしまして、会議所のほうに相談窓口と

して担当職員の配置、またデジタル化推進セミ

ナーということでデジタル化に関する意識啓発と

いうところからの取組になりますが、ＡＩを活用

したインスタグラム運用に学ぶ内容のデジタル化

推進セミナー、またデジタル化の人材育成に関す

るゼミナールといたしまして、生成ＡＩを活用し

た関連したセミナー、またＤＸの導入のセミナー

やそれに関する導入事例の発表会が、今後も予定

されているところでございます。 

また、個別の相談会といたしまして、デジタル

関連のＩＴ相談活用の相談室というものが設けら

れておりまして、市内の事業者の相談を受け付け

るといった体制の事業に取り組んでいるところで

ございます。 

○石垣直樹委員 なかなか盛りだくさんの事業か

と思いますが、期待しております。 

市内の企業のＤＸ化が地域の経済をさらによく

していくものだと思っておりますので、今度とも

力強い事業をお願いいたします。 

同じく、中小企業伴走型ＤＸ推進支援事業補助

金について、本年度の内容をお示しください。 

○中村幸平商工労働課長 中小企業伴走型ＤＸ推

進支援事業補助金について御説明申し上げます。 

こちらにつきましては、先ほどのデジタル化推

進事業補助金から一歩進んだ形で、より事業者に

伴走する形で専門のＩＴ推進人材、デジタル化の

推進人材事業者の方がそれぞれの市内事業者のと

ころに実際に寄り添う形でデジタル化に関する相

談、あるいは実践といったところに取り組む事業

となっております。 

伴走型のワンストップ相談支援窓口といたしま

して、専門家が網走のほうに定期的に来る形で駐

在する。それに伴いまして、市内の事業者に定期

的にサポート、モニタリングしながら、デジタル

化の取組をしていくといった取組をしておりま

す。 

また、実際に現在のところは、ワンストップ相

談の中から６事業者に対してデジタルツールの導

入に至ったのが２社、経営課題のヒアリングのと

ころで様々な相談を受けているのが４社といった

ところの実績があるところでございます。 

現在、デジタルツールの導入に至っております

２社につきましては、さらに導入支援といたしま

して、実践に沿った形で専門人材のサポートが

入っているところでございます。 

また、併せて、先進事例の研究に関する講演会

といった形で、市内事業者全体のＤＸに関する理

解を深めていく、そういった取組を進めていると

ころでございます。 

○石垣直樹委員 寄り添った支援かと思います

が、相談内容で何か多いものとかございますか。 

○中村幸平商工労働課長 相談内容といたしまし

て、多いものではないのですけれども、実際エク

セルの管理をすることによって、圧倒的に事務が

簡単に整理されるのだといったところから始まる

ものもあれば、このケースについては、システム

導入で大きな形で生産性といいますか、事業効率

を上げていくといったところを長期的に見ていく

のがいいのではないか、そういったような取組を

各事業者等しているというふうに伺っておりま

す。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

ＤＸ推進、ＤＸ化、結局のところシステムを入

れて終わってしまうという点が多いかと思うので

すが、そのシステムを開発する会社が恐らく札幌

圏、東京圏と大都市部になると思うのですけれど

も、現在、市内でそういったことが対応できる事

業所はあるのでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 デジタル化を推進する

立場のそういった技量といいますか技術を持った

事業者が、現在のところ市内には、力が足りない

わけではないと思っておりますが、まだまだその

支援に回る側という点では、先進の首都圏といっ

たところから実践のアドバイザーなどを派遣して

いただく形で進めて、最終的に地域の中でもそう

いった人材、あるいはそういった立場の事業者が

出てくることを期待するところであります。 

○石垣直樹委員 私も期待しております。 

次の質問に移ります。 

89ページ、中心市街地コワーキングスペース利

用促進事業補助金についてお伺いいたします。 

ナシタの利用者は徐々に増えてきているかと思

います。私も二度ほどセミナーに参加させていた

だきまして、本当にいい時間と勉強にもなりまし

たし、いいものだなと、すばらしい取組だと思い

ました。 

令和６年度は、引き続き様々な仕掛けを行って
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いくかと思いますが、何かあればお示しくださ

い。 

○中村幸平商工労働課長 中心市街地コワーキン

グスペース利活用促進事業補助金、コワーキング

スペースの利用促進に関する補助金の内容でござ

います。 

コワーキングスペース「ナシタ」が令和４年10

月に運営を開始いたしまして、いろいろなセミ

ナー、あるいは交流スペースとしての機能を発揮

しながら、地域の中でも大分使われる機会が増え

てきたと認識しているところでございます。 

令和５年度につきましては、利用促進に関する

セミナーといたしまして、地域柄、「商店街をＤ

Ｘ、何から始めるデジタルマーケティング」と

いったテーマのセミナーであったり、企業化支援

セミナーの会場としてコワーキングスペースを活

用する。また、市民の集客ＰＲの利用というとこ

ろで、イベントやショップ・イン・ショップなど

の開催、またマルシェの開催などといったところ

で利用があったところでございます。 

令和６年度につきましても、基本的には利用を

どのように上げ、そして周知を図り、そして地域

に根差した交流スペースとして活用されていくよ

うになっていくか、そういったところの期待があ

るところでございます。同じく、利用促進に関す

る部分のセミナーや市民向けのＰＲイベントな

ど、そういったところが中心となってくるところ

でございます。 

昨日ではありますが、日体大のブドウを活用し

たワインの発表会などの催し物といいますか、イ

ベントの会場としても活用されておりますし、今

後もそういった様々な形で利用されることを期待

しているところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。個人的にも楽し

みにしております。 

続きまして、デジタル観光プロモーション事業

についてお伺いいたします。 

先ほど質疑もありましたので、絡めて観光全般

に関してお伺いいたします。コロナ禍も過ぎまし

て、観光客も戻りつつあります。網走は古くから

監獄博物館ですとか流氷館、またはおーろらなど

の三本柱で観光が成り立っておりました。またそ

のほかにも、自然の景観などもございますが、最

近ではＤＭＯやコネクトリップなどのアクティブ

ツーリズムが活発となってきております。 

ここに、さらなるコンテンツをつくるなどの取

組を続けていかなければならないと思いますが、

そこで、最近話題の現代最強のマーケターと言わ

れる森岡毅さんは御存知でしょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 委員御案内の森岡氏

につきましては、ＵＳＪの事業再生や西武園ゆう

えんちの再生など、数々の取組を手掛ける敏腕

マーケターということで承知はしております。 

○石垣直樹委員 おっしゃるとおり、すばらしい

方が日本にはおられまして、この方が、とある対

談で地方創生の地方自治体のコンテンツも今後つ

くっていきたいというようなお話をされておりま

した。 

ちなみにこの方は、株式会社刀という観光プロ

モーションの会社をつくっているのですが、こう

いったプロの方々、日本のトップランナーの方々

にコンテンツ作成など、観光についてアドバイス

を頂くとか、一緒に何かつくっていく、そういっ

た考えはあるのでしょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 そういった実力のあ

るマーケター等の方からアドバイスを受けながら

コンテンツを開発していくという点につきまして

は、我々も観光協会も含めて、国や北海道観光振

興機構のいろいろなセミナーとか、そういったと

ころでコンテンツ開発等について勉強していると

ころでございます。 

その中で、例えばＤＭＯでスイスとか世界的に

活躍される方のお話を伺ったりとか、そういった

場面もございますので、森岡さんのお話を必ずし

も我々が聞けるということは現時点でわかりませ

んが、そういったセミナー等に積極的に参加し

て、我々のスキルも向上していきたいというふう

に考えております。 

○石垣直樹委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

次に、郊外地区乗り合いタクシー運行実証実験

事業について伺おうと思ったのですけれども、質

疑がございましたので、これに関して、既存にあ

るものの仕組みを構築することで新たな活用を生

み出した事業かと思っていますので、非常に評価

しております。 

続きまして、レイクサイドパーク・のとろ管理

運営事業でございます。 

こちらが、予算が500万円増額となっておりま

すが、内容についてお示しください。 
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○渡部貴聴水産漁港課長 レイクサイドパーク・

のとろ管理運営事業の事業費増額についてでござ

いますけれども、まず、この事業はレイクサイド

パーク・のとろの管理運営を行う事業ですが、本

施設は指定管理者制度によって管理運営を行って

おります。 

今回の予算増額につきましては、指定管理者制

度が、令和６年度から見直しとなりますので、そ

れに伴ったものでございます。具体的には、今

回、芝の管理費、これは指定管理者から芝生組合

に委託をしているものでございますけれども、こ

ちらが大幅に増額したことが主な原因となってご

ざいます。 

○石垣直樹委員 承知いたしました。 

レイクサイドパーク・のとろに関しては、昨

年、農水の事業で、木育と食育の事業に参加させ

ていただきましたが、非常にいい場所だなという

ふうに再認識させていただきました。 

御高齢の方は、お弁当を持って、あそこで一日

パークゴルフをして過ごすというような人気があ

る施設かと思っておりますが、何か、より施設が

快適になるというか、よりよくなるような取組で

すとか、利用者からのお声とか何かございます

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 レイクサイドパーク・

のとろの評価、どうもありがとうございます。 

施設につきましては、指定管理者がパークゴル

フ場、それからキャンプ場の利用者に対しまし

て、恒常的にアンケート調査を実施してございま

す。それによりますと、利用者の７割以上の方が

満足されたという回答を頂いております。 

併せまして、そちらのアンケートで、従前、

キャンプ場ではペット同伴の禁止、それから焚き

火も禁止にしておりましたが、利用者の声を受け

まして、令和３年度からペットの同伴、これは小

型、大型犬はちょっと無理ですけれども、一部

ペットの同伴や焚き火の禁止を解除して、現在は

使えるようになってございます。 

これからも、このようなアンケートを使いなが

ら、利用者からのニーズを踏まえまして、より快

適に過ごしやすい施設となりますようにして、指

定管理者と協議、検討してまいりたいというふう

に思ってございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。よろしくお願い

いたします。 

続きまして、89ページの中心市街地活性化対策

支援事業についてお伺いいたします。 

本事業は、空き店舗を活用したコミュニティの

場の設営、イベントの実施、ＦＭあばしりを活用

した情報発信及び地域おこし協力隊の活動に対す

る補助で、主に地域おこし協力隊という会計年度

任用職員に対する賃金がほとんどかと思います

が、この認識でよろしかったでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 中心市街地活性化対策

支援事業の予算の内訳でございます。 

事業といたしましては、商店街の活性化研修に

関する支援として20万円、市街地の交通量調査に

関する負担金といたしまして20万円、中心市街地

の情報発信といたしましてＦＭを活用いたしまし

た地域の情報発信という形で10万円、またコミュ

ニティの場として、まちなか交流プラザという部

分の開設、こちらにつきましてはＴＭＯ事業委員

会と言います商工会議所の組織が開設の運営主体

となっておりますが、そちらに対する支援といた

しまして159万6,000円、またコワーキングスペー

スの利活用に関する取組や地域の魅力発信に関す

る活動に対して、地域おこし協力隊を配置する２

名分の人件費といたしまして880万9,000円となっ

ているところでございます。 

委員御指摘のとおり、全体の中の８割程度が地

域おこし協力隊の人件費となっております。 

○石垣直樹委員 予算特別委員会の１日目の質疑

で明らかになりましたが、１名の隊員が地元に帰

られるそうですが、結局は定住定着につながらな

かったということだと思いますが、その要因は何

かございますか。 

○中村幸平商工労働課長 地域おこし協力隊の方

が今年３月をもちまして任期が満了する方がい

らっしゃいます。この方につきましては、20代前

半の方で、もともと関東圏、神奈川県のほうから

東京農業大学に御友人がいらっしゃるなどといっ

た経緯もありまして、こちらに興味があるという

中で、一つの働きながらいろいろなことを体験し

てみたいという要素もありながら、網走の協力隊

に応募をして、実際に活動をされてきたところで

ございます。 

活動の中では、地域と関わりながら青年会議所

などの活動にも参加されるなど、非常に地域の

方々と密接に関わりを持って活動もされてきたと

伺っているところでございます。 
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また、そういった方々から様々なお誘いをいた

だいて、お仕事の場を網走や網走近郊のほうに定

めるというような御相談などもあったというふう

に聞いておりますが、御本人の年齢的な部分の要

素も多分にあるかと思いますが、地元、御家族が

いるエリアに戻るというような判断をされたとい

うところで、そこに様々な選択肢として、網走の

魅力をもう少しどのように伝えていけたらいいの

かなというところが今後の課題かなと考えており

ます。 

○石垣直樹委員 わかりました。非常に残念な結

果となってしまいましたが、最終的には本人の判

断というところで仕方ないのかなと思いますが、

地域おこし協力隊という制度ですけれども、始

まってから定住・定着を図るために、そこでおこ

し協力隊で活動しながら、何か起業等できれば本

当にすばらしいのですけれども、なかなかそうは

いっていない現状があるかと思います。 

1998年に中心市街地活性化法ができたのを機

に、全国各地ではタウンマネージャーが登場し始

めております。 

総務経済委員会で視察に行く都城市では、全国

からタウンマネージャーを募集して、28名の方の

応募があったそうです。結果、大手ゼネコンで駅

前再開発を行っていた方が今就任されていて、地

主と店主のマッチングを行っているそうです。 

そういった立場に、地域おこし協力隊に来てい

ただくのは本当に面白いかと思いますが、こう

いった地域おこし協力隊に仕掛け人となるような

タウンマネージャーのような方を募集するという

ようなお考えとかは、ないのでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 地域のタウンマネー

ジャー、様々なところの接点をつないでいく魅力

的な立場の方で、経験値の高い方がそこに携わ

り、また地域のことをよく理解されている方がそ

ういった立場にお就きになるというのが非常に有

効な部分ではないかなと考えております。 

幸いにして、網走市の商店街にもベテランの経

験値の豊富な方々もたくさんいらっしゃいますこ

とから、そういった機能、役割については、そう

した経験のある方に一定程度の役割を担っていた

だくということも十分期待できる部分ではないか

と思いますが、今、委員がおっしゃられたような

タウンマネージャーという形が協力隊の配置に沿

うといいますか、そういったアイデアも一つの考

え方として受け止めさせていただきたいと思いま

す。 

○石垣直樹委員 様々な角度から検討をよろしく

お願いいたします。 

以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

 村椿委員。 

○村椿敏章委員 私からも、幾つか質問をさせて

いただきたいと思います。 

まず最初は、予算資料の15ページの路線バス対

策事業１億406万円、昨年が4,121万3,000円でし

たから、約6,000万円以上増えている状況ですけ

れども、その理由について伺いたいと思います。 

○中村幸平商工労働課長 路線バス対策事業、生

活交通路線維持対策事業に関するお尋ねかと存じ

ます。 

本年の予算額１億406万円の予算額を計上して

いるところでございます。昨年の当初につきまし

ては、4,121万3,000円の当初予算でございまし

た。こちらにつきまして、12月に補正予算を計上

いたしまして、合計１億167万8,000円でございま

す。 

こちらにつきましては、市内の路線バス、これ

まで市町村間をまたがる郊外路線につきまして

は、国の補助、道の補助、様々な乗車料、輸送料

に応じた補助がこれまであったところですが、

年々輸送実績が減る中で国の補助がなくなり、ま

た道の補助の対象からも外れ、それに対する支援

額が増えてきている部分が一つございます。 

また、コロナ禍を境にいたしまして、バス事業

者の収益部門であります都市間バス、また観光貸

切りの部分といったところの収益が非常に伸び悩

む時期が続きました。 

これに伴いまして、当初、市内路線のバスにつ

きましては、市からの運行に関する支援というも

のがない形で運営をしていただいていたところで

すけれども、事業者として、その部分が経営の安

定性を欠くというところで、これ以上のバス事業

の維持について一定程度の公共の支援が必要とい

う判断で、事業費の補正予算を増額させていただ

いたところでございます。 

その予算額を前提といたしまして、今年度の当

初予算の計上となっております。 

○村椿敏章委員 昨年の実績というか、その辺で

これだけ増えたというふうに受け取るのと、ま
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た、路線バスを何としても維持していきたいとい

うところが伝わるところではあると思うのです

が、やはり市民の足を確保しておかなければなら

ない。これは住民の移動権を保障するものであり

ますから、路線バスをなくすわけにはいかないと

思っております。 

現在の運行状況、また利用状況、この間、路線

バスの便数も減らしてきたと思うのですが、また

３月に減らすというような話もありまして、どう

いう状況なのか。また、定期券を使う学生の利用

人数ですか、この辺について、わかれば伺いたい

と思います。 

○中村幸平商工労働課長 バスの利用状況につき

ましてのお尋ねでございます。 

網走バスを取りまとめている資料を確認させて

いただきましたところ、コロナ禍前、平成31年で

は75万人程度の年間の乗客数、利用者数であった

中、通勤通学の方が28万人強、全体の中でいいま

すと３割強の部分が通勤通学の利用という。こち

らにつきましては、乗降調査や定期券などの販売

売上などの結果から、網走バスのほうで取りまと

めをしているところでございます。 

これが令和２年、令和３年、令和４年と、便

数、ダイヤの見直しですとか、そういった部分も

ありましたことから、直接比較ができる部分があ

りますが、令和５年度の実績、バス年度でいいま

すと令和４年10月１日から令和５年９月30日まで

を一つの年度とするところですが、ここにつきま

して51万4,280人の御利用、通勤通学につきまし

ては18万2,000人、18万3,000人弱の御利用という

状況と伺っております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

現在51万4,200人のうち、通勤通学などで使う

のが18万人。それ以外で使われている方といった

ら33万人くらいになるのかなと思います。 

それで、昨年も路線バスに6,000万円の補正を

つけるといったときに、若干提案した内容に移り

たいと思うのですが、要は、バス会社に直接補塡

するのではなく、利用者を増やすということも考

えられないのかなというのが私の観点なのです

が、前回は高齢者のパスということも言っていた

のですけれども、そうではなくて、高齢者パスと

なると、また出ていく部分が違うということもあ

るので、これを利用するとしたら、助成券という

形で、要望する市民に助成券を出して、それに

よってバスを利用する人を増やして、バス会社を

応援していくというところにつながらないのかな

と考えたわけです。 

今の51万4,200人でいくと、例えば１人当たり

200円の助成をすれば、１億円なのですね。それ

で、さっき言った38万円ですから、そこまでいか

ないにしても、7,000万円くらいでいけるのでは

ないのかなと思うのですけれども、そういうふう

に助成券という形で市民に還元しながら応援して

いくということは考えられないのか、伺いたいと

思います。 

○中村幸平商工労働課長 利用促進に関する御提

案、御指摘かと思います。 

まず、バスの利用状況といいますか、バスの利

用者に、公共交通の計画をたてたときなどにもバ

スの利用状況はどの程度でしょうかというアン

ケート調査をした際には、やはりバスの利用者は

通勤通学の方が主であり、アンケートの結果でい

うと１割、８割から９割程度の方はバス自体を使

わない方が大半でございます。 

バスの利用促進という点で、希望される方に利

用助成という形でのそういった支援の形がどうか

という御提案ですが、そこについての考え方につ

きましては、所得のことであったり、どういった

対象の方を支援の対象としていくのかといったと

ころについては、非常に難しい検討になってくる

かと考えております。 

現在、市のほうでは、福祉の関係で高齢者向け

の生活支援助成券という形での支援制度があるほ

か、免許の返納の際には、バスの交通助成に利用

できる券などの発行もあるところでございますの

で、まずはそういったところの利用状況で、実際

にバスの利用を促していくことが一つ一つ進んで

いくところのステップかなと考えているところで

ございます。 

○村椿敏章委員 それで、私が思うのは、要は、

市民から見ると、昨年の6,000万円を補正で出す

といったときに、直接バス会社を支援するのです

という話をしたときに、何で市民に対して助成券

というような形で出せたりしないのかなと。また

は高齢者は歩くのが大変で、でもバスに乗れな

い、お金が足りない、そういう人もいる中で、市

の税金をバス会社だけにお金を渡して、市民に還

元できないのはおかしいのではないかという声が

かなり多かったのですね。 
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あと、今言われたように、１割しか乗らないと

いうところも、やはり金額が高いとかそういうの

もあると思うのですよ。今のバス料金は、１回

乗ったら幾らぐらいかかりますかね。 

○中村幸平商工労働課長 バスの初乗り運賃です

が、180円と考えております。 

○村椿敏章委員 最初は180円ね。それから、区

間が過ぎれば300円とかね、それぐらいになるの

ではないかなと私は思ったのです。300円のうち

200円を補助できれば、100円で乗れるというよう

な形になるわけですね。非常に乗りやすくなるの

かなと思います。 

または、今の180円ですか、最初の基本料金と

いうか最初の初乗りのところの180円だけ、市が

負担しますよということも可能なのではないのか

なと思うのですけれども、それができないという

ことなのでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 利用助成のお話といい

ますか、公共交通全体の考え方ですが、様々な移

動手段がある中で、バスは比較的安価な金額で、

路線の部分であったり、移動の距離もまかなえて

いる、大量輸送も含めてですね、そういった機能

を持っているものと思っております。 

タクシー事業者、またＪＲなども含めて、その

他の移動手段、どこバスなどは利便性を上げて、

その代わりに若干利用料金がタクシーに寄るけれ

ども、タクシーの事業活動に支障がない程度に料

金設定などをしている部分でございますので、そ

ういった全体のバランスも考慮していく必要があ

ると考えております。 

○村椿敏章委員 今のタクシーの部分は、どこバ

スのところだと思うのです。要は、近くまできて

くれるタクシーのようにね。でも、路線バスの場

合は、そこに行かなければならないわけですか

ら、タクシーの料金と比較してとか、そういうこ

とはしなくてもいいのではないかなと。 

やはり交通権を守るというところでいえば、今

の路線バスを支えていくというふうになれば、ほ

かのものとを比較してとかというわけではなく

て、もっと乗る人を増やす、そういう仕組みづく

りが必要なのかなと思うのですが、その観点で

いったらどうでしょうかね。 

○中村幸平商工労働課長 利用者の視点も一つあ

りますが、まずバスの事業者が、事業継続がまず

なされることが、そういった議論をしていく上で

も大前提になっていく部分かとは考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 やはりバスの運転している人

も、乗客が少ないと非常に寂しいと思うのです

よ。やりがいが感じられないと思う。だったら、

乗る人が増えて、そしてありがとうございます

と。こんな安く乗せていただいてありがとうござ

いますという声も出てくると思うのですよね。 

それが、今の状況でいえば、１回300円ほどか

かるわけですから、例えばエコーセンターに行く

とか、買物に行くとかといったときに、往復で

600円かかってしまうのですね。であれば、それ

が200円で行って帰ってこられるのだったら、バ

スを利用しようかなと、そういうふうにもなるよ

うな気がするのですけれども、要は、乗客を増や

すというところをやっぱり考えなければいけない

のではないですか。 

それが、先ほど言った１割しかいないというと

ころは、今が高いから１割しかいないのではない

かというふうに考えられないですか。 

○中村幸平商工労働課長 利用者を増やす取組は

様々な手法について検討していく必要があると考

えております。 

○村椿敏章委員 これはバスだけではなくて、Ｊ

Ｒも同じだと思うのですよ。ＪＲもやっぱり高く

て乗れないというのがあると思うのですよね。で

すから、ＪＲを支えていきたいと考えたら、市民

みんなでＪＲをなくしたくないということで、網

走市は、市民に助成券を出すからＪＲを利用して

いろいろなところを観光してみましょうとか、そ

ういうこともできるのではないのかなと、その先

駆けとして、今回の路線バスについて、ぜひ検討

してもらえればなと思います。 

この金額１億4,000万円、これはどのようにし

て支出していく予定なのでしょうか。毎月とか、

１か月幾らずつとか、そういう支出の仕方を考え

ているのでしょうか。それとも一括して渡すとい

うことになるのでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 基本的に補助金の支出

でございますので、実績に応じた形での支出を前

提とするところでございます。 

運行状況などというものの収益の金額が確定し

て、初めて補助金の額が確定するものでございま

すので、当然、全額の先渡し、そういったことは

あり得ないという部分でございます。 
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○村椿敏章委員 わかりました。 

これは１年間の予算ですから、今の段階でいえ

ば、助成券は考えられないということかもしれま

せんが、やはり途中というか、この予算をつけた

けれども、人を増やすということも考えたいのだ

と。助成券というのも、市は検討というか、そう

いう意見があると。委員からこんな話があるか

ら、ちょっとそういうことが可能かどうか話合い

をバス会社としてみる必要があると思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 利用促進、乗員を増や

す取組について、様々な意見、網走バスのほうで

も非常に様々な形で周知を図りながら努力されて

いる中でございます。その事業体制をしっかりと

サポートすることが公共交通の維持につながって

いくものと考えておりますので、引き続き検討し

てまいりたいと思います。 

○村椿敏章委員 やっぱり運転手の声、聞いてほ

しいのですよ。運転手の人たちがやっぱり運転し

ていてよかったなと思えるよう、そういうまちを

つくってほしいなと思います。ぜひ話合いを続け

てください。お願いします。 

○井戸達也委員長 村椿委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

再開は２時15分といたします。 

午後２時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

村椿委員。 

○村椿敏章委員 それでは、予算資料の19ペー

ジ、市営美岬牧場の管理運営事業について。 

先ほど石垣委員も質問していたのですが、内容

はわかりました。ただ、あそこに牛が放牧されて

いるというのが過去にはあって、かなり絵になっ

たのです。それをするのも結構大変だったという

のはあると思うのですけれども、今後あそこの牧

場に放牧など、小さい面積でも構わないのです

が、そういうことを想定しているかどうか伺いた

いと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 美岬牧場の預託を再開しな

いのかというようなお話かと思いますけれども、

美岬牧場は幾つか問題がありまして、まず指定管

理がなくなったときに、管理人を抱えて通年雇用

ではないのですね、牧場ですから。そういう通年

雇用ではない雇用をして、冬場の雇用も考えてと

いうふうにやっていただけるという指定管理の方

がなかなか見つからないという問題。 

それから美岬牧場、電気が来ていなかったりと

か、あと、水の枯渇の問題ですね。あと、今簡易

措置更新という形でお金をかけないでなるべくい

い草を取ろうということでやらせていただいてお

りますけれども、底地が借地ということもありま

すので、あまり設備投資もかけられないといった

幾つかの問題があるというふうに考えておりまし

て、預託の再開はなかなか難しいのかなというふ

うに考えてございます。 

○村椿敏章委員 トイレが、あそこも太陽光パネ

ルを入れて運営していますが、電気は太陽光パネ

ルを入れれば可能かなと。問題は、水かもしれま

せんが、水も何とかなっていたのではないのか

な、なんて私は思います。あとは指定管理者に受

けてもらえるかどうかというところですね、そう

いう方がいないか、引き続き探してもらえればな

と思います。 

次の質問に移ります。 

鳥獣害防止対策事業についてですが、先ほど深

津委員も質問ありましたけれども、鹿の頭数が国

有林の中で狩猟ができないというところで増えて

いると思うのですが、どのような状況か伺いま

す。 

○佐藤岳郎農林課長 鳥獣害の防止ということ

で、エゾシカの被害ですね。先ほどから被害のほ

うが増えているということで、先ほどもお話させ

ていただきましたけれども、主な要因としては、

平成30年11月20日発生の森林管理署の誤射による

死亡事故というものがあって、それから国有林に

銃猟規制がかかっているということになってござ

いますけれども、それと併せて、先ほどお話もさ

せていただきました令和２年から被害のほうも増

加に転じていると。 

それから、エゾシカの捕獲頭数のお話もちょっ

とさせていただきますと、捕獲頭数については、

猟友会に委託している頭数だけをお話させていた

だきますと、平成30年、289頭、それから元年が

252頭、これがまた令和２年に459頭、それから令

和３年に440頭、令和４年も443頭、そして令和５

年ですけれども、まだ暫定ですけれども465頭と
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いう形で非常に急激な捕獲をするというのは、そ

れだけ捕まるということですから、いるというこ

とですから、そういったところでの状況というふ

うになってございます。 

○村椿敏章委員 増えているという状況ですね。

あと問題は、猟友会の会員をどう増やすかという

ところになると思うのですけれども、今も免許を

取得するところに助成もしていると思うのです

が、さらに助成を増やすとか、そういう考えとか

はないですかね。 

○佐藤岳郎農林課長 狩猟免許を取得の助成を増

やすというお話かと思いますけれども、狩猟免許

のほうは、そんなに多額の費用がかかるというも

のではなくて、そこに多く費用をかけて狩猟免許

を取っていただくということも大事かもれません

けれども、やはりその後に、例えば猟友会に入っ

ていただくとか、そして狩猟を行っていただく、

もしくは我々の有害駆除に協力をいただくとかと

いう人を増やしていくということが大事になって

くるというふうに考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

あと、市のほうでつけている囲いわな、箱わ

な、くくりわななどもあると思うのですが、そち

らのほうについて、どれぐらいかかっているのか

を伺いたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 農林課のほうで、うちの職

員が直営で実施している囲いわな、そのほか、箱

わな、くくりわなという３種類のわなでエゾシカ

の捕獲を行っていまして、囲いわなは、平成26年

に設置したものとなっておりますけれども、その

年に捕れてはいないのですけれども、その後の平

成27年から囲いわなについては１頭、平成28年も

１頭、そして平成29年は５頭、平成30年２頭、令

和元年が３頭、令和２年が７頭、令和３年８頭、

令和４年が４頭と、囲いわなにつきましてはこう

いった推移で、令和２年から非常に多く捕れてい

るということもあります。 

同様に、箱わなとくくりわなを入れた合計につ

いては、令和元年から比較しますと、令和元年が

合わせて６頭しか捕れていないのですけれども、

令和２年は20頭、令和３年24頭、令和４年は14頭

ということで、直営でも箱わな、くくりわなを入

れて３か年、令和２年から４年の平均だと19.3頭

という捕獲をしておりまして、うちの職員も外に

出て行って、しっかりとエゾシカの捕獲、個体調

整を行っているということで、頑張っているとい

うことでちょっとお話をさせていただきたいと思

います。 

○村椿敏章委員 頑張っていますよね、そう思い

ます。 

やっぱりわなの経験が大事ですから、そこを市

民にも広く、わなについて鹿を捕ってみたいなと

いう人たちがいれば、そこに説明しに行くとか、

そういうことも今後やっていったらいいのではな

いのかなと思いますけれども、興味のあるところ

にわなのかけ方とか、狩猟の免許を取って、こう

いうことで鹿が捕れるよという狩猟へのアプロー

チになるような、そういうことをぜひ市のほうも

やってみたらどうかなと思うのですが、いかがで

すか。 

○佐藤岳郎農林課長 くくりわな、大変技術が高

度で、鹿の行く行動の先にきちっと読んで仕掛け

ないと、幾ら置いても勝手にかかるわけではない

のですよね。そういった技術は、やはり猟友会と

市のほうもいろいろお話し合いをして教えていた

だいたりとか、そういうので学んで、うちの職員

も猟友会に入っている人間もいますし、狩猟免許

も毎年のように担当の人間は取っています。これ

は強制ではなくて任意で取っておりますので、そ

ういった意味でも今後ともこういうことを続けて

いきたいと思っていますし、それがまた誰かに周

知というか教えられるという場面があるのであれ

ば、そういったことも行っていきたいなというふ

うに考えています。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

次に、こまば木のひろば管理事業433万円、若

干増えているのですけれども、この間、エゾモモ

ンガとかがいて、そこに訪れる人がたくさん増え

ている状況だと思いますが、今回増える理由は何

なのか伺いたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 こまば木のひろば管理事業

の増額理由ということでございますけれども、こ

まば木のひろばにつきましては、市民に非常に愛

されている保安林ということで管理をさせていた

だいておりますけれども、拡充の理由につきまし

ては、近年、園路のほうとかシラカバの倒木が非

常に多くて、シラカバは、最初生えてくるときは

非常に白くてきれいなのですが、倒れやすいとい

う木で、非常に我々も危惧しておりまして、今年

度、森林組合のほうと園路の中をそういう危険木
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がないかということで、全部パトロールしまし

て、危ないという危険な木から伐採していくとい

うことで増額をさせていただいておりまして、こ

の費用が60万円ほど増額という理由になってござ

います。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

その木を、保安林ですから、そこに倒したまま

置いておくというパターンもあるでしょうし、ま

たは、危ないから撤去するというところもあると

は思うのですが、切った木をまた利用するという

のも一つの手かなと思います。 

あそこを利用する方から、歩く人がたまに疲れ

たから休みたいと、ベンチを設置してもらえない

かという話があるのです。１か所はベンチがある

のですけれども、そこはもう下のほうがコンク

リートか何かで固定されていて動かすわけにはい

かないのではないかなと思うので、シラカバを利

用してベンチなどをセットするとか、そういうこ

とも検討してもらえたらどうかなと思うのです

が、いかがですか。 

○佐藤岳郎農林課長 切った木を利用するという

ことで、保安林ですから、なるべくそういった自

然に近いようなものを活用するというのはいいこ

となのかもしれませんけれども、我々がいろいろ

と、こまば木のひろばを管理していて苦労してい

る点といたしましては、やはりいろいろな考え方

の人がいるのですね。木を切って置いておいた

ら、それは邪魔くさいという人もいます。そし

て、木を切ること自体も駄目だという方もいらっ

しゃいます。 

様々な考え方の人がいまして、そういう方に対

応していくということもありますし、やはり切っ

たものそこにぽんと置いておくのはなかなか、景

観の面からも、そういった方々からいろいろな御

意見を頂くということになりますので、そこは

ちょっと慎重に考えなければならないかなという

ふうに考えております。 

○村椿敏章委員 いろいろな意見を持っている方

がいるというところですね。 

市がこまば木のひろばをどう管理するかという

方針がなかなか市民に見えないのではないのかな

と思うのですが、例えば、ほかのところではある

かもしれませんけれども、こういう木の広場の管

理条例とか、そういうのをつくって、決まり事を

つくってしまえば、市民もそれに納得してくれる

のではないのかなと思うのですがいかがでしょう

か。 

○佐藤岳郎農林課長 こまば木のひろばに管理条

例とか管理の決め事をつくってはいかがかという

ような話だと思いますけれども、こまば木のひろ

ばは、公園法で定められた公園とまた違って、や

はり山なのですよね。なので、そこをまちのそば

で散策をいただくということが市民に親しまれて

いるということになりますので、あまりいろいろ

な縛りをかけて、これは駄目、これはいいよとい

うのを決めてしまうと、それがまた条例を改正し

なければならないとか、そういったことにもつな

がりますし、いろいろなハレーションが起きてく

ることにもなってくると思いますので、やはり皆

様方、仲良くこういう公共の場を使っていただき

たいなということで考えております。 

○村椿敏章委員 そのハレーションが起きるとい

うこともあるかもしれませんが、ぜひ検討しても

らえたらなと。 

決まり事をつくれば、これは駄目だと、こっち

はいいとか、今そういう声を様々聞かなければな

らないという状況になっているのでしょうけれど

も、市の方針としてはこうなのだと、また学者と

も話をして、植物学者の人とか、そういう人たち

農大の人にも頼んだりして、学者の方に頼んだり

して、あそこにはこんな貴重な植物があるのだよ

というのも含めて、だから条例をつくって皆さん

にこのような管理の仕方を網走市はしているので

すという方針をつくったらいいのかなと思ったの

です。ぜひ検討してもらえたらなと思うのですが

いかがでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 何か決まり事をつくると、

私どもも非常に管理も楽になるのかなと思います

けれども、条例をつくるにしても、いろいろな意

見を聞いてつくらなければならないわけですか

ら、非常にこれは困難を極めると思うのですね。

だからつくるに当たっていろいろな意見を聞くの

も大事かもしれませんけれども、それをそこまで

縛らないで、皆さんの道徳というか良心に委ね

て、ここの施設を管理していきたいなというふう

に当課としては考えてございます。 

○村椿敏章委員 そうですね、マナーとかそうい

うところでやれたらなというのもわかるのですけ

れども、これは、サケ釣りを禁止したではないで

すか、港でね。あれと同じように、決まり事をつ
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くってくれたら、自分たちも守れるのにというの

もあるのですよ。それを破る人がいるから、決ま

り事がない中で何もされていないものだから勝手

に破る人がいると。だから、そんなに難しくつく

るものではなくて、簡単なものでもいいと思うの

で、ぜひ検討してもらえたらなと思います。 

次の質問に移ります。 

流氷まつりの補助金です。 

1,050万円、60周年ということ、59回から60回

だね。そういうことで増やしていると思うのです

が、今年、８個ほどの市民雪像で非常に寂しかっ

た。来年は増やす考えがあると思いますけれど

も、どのような計画なのか伺います。 

○井上博登観光課長 流氷まつりの雪像の数につ

いての取組ですが、ここ数年は雪不足で雪像製作

を見送った年があるだけではなく、大量の雪の搬

出入が必要だというところで、非常に雪を活用し

た製作物での集客は難しくなってきております。 

先ほどもちょっとお話ししましたけれども、そ

のような中で、我々としましては、環境の保全、

流氷の保全の再考を促す流氷トラスト運動をス

ローガンに据えた雪に頼らないコンテンツの造成

に取り組んでいます。 

コロナをきっかけに、雪像の製作団体や協力団

体が減少しているのも事実であります。新規協力

企業や協力団体との連携によりまして、本年度、

新たに焚き火・薪割りフェスやＤＪブース、ポケ

モンとの連携事業を造成しました。新たな関係団

体の獲得のみならず、若年層への訴求を可能に

し、滞在時間の増加に大きく役立ったというふう

に思っております。 

○村椿敏章委員 雪が少なくなっているというと

ころが大きいのかと思いますが、市が60回目を迎

えるわけだから、50回目でしたか、50基目指すと

かとやりましたよね。あのときは、もう火のよう

になって皆さん頑張ったと思うのですよね。 

今度60回だから、60基やるよというぐらいの気

持ちでやらないと、新たな人たちも集まってこな

いと思うのですよ。市がやっぱり市民に、今年は

流氷まつりを盛り上げるのだというそんな気持ち

を出していくことも必要なのかな。 

もし雪が降らなかったときには、そのときは雪

を持っていきますとか、そういうことも検討し、

それもできなかったら、ごめんなさいでもいいの

ではないのかなと思うのです。 

または、４条通りに雪像を作るとか、そこには

なかなかできなくても、別のところで作れるよう

な場所を提供していくとか、今子供たちがエコー

センターの前で雪像を作ったりしていますよね。

ああいう場所を増やすことによって、雪像づくり

の技術とかそういうのも子供たちに引き継がれて

いくことになるでしょうから、ぜひ、流氷まつり

の実行委員会としても、市としても、そういうこ

とを考えていっていただけたらなと思います。 

また、市民から、毎年同じような企画でやって

いるから人もなかなか集まらないのではないか

と。網走の４条に輓馬の馬券売場がありますね。

帯広の輓馬の馬券売場なのですが、その輓馬を運

営している人から、輓馬をそういうお祭りに持っ

ていって、そりを引かせてお祭りを盛り上げると

いうことをいろいろなところでやっているような

のです。 

網走でもそういうことができないかなという話

もあったみたいですけれども、その点についてど

ういうふうな対応をしていたのか伺いたいと思い

ます。 

○井上博登観光課長 祭りの運営に関しまして

は、基本的には実行委員会の中で、皆さんで協議

の上で事業を実施しているところです。 

委員おっしゃるとおり、雪像も非常にすてきな

雪像もたくさんございますので、それを完全に否

定するものではもちろんありませんので、一定の

雪像がありながら、それに代わるものとして、何

か面白いものというところで、今年、焚き火フェ

スですとか、ポケモンとのコラボを実施したとい

うところでございます。 

○村椿敏章委員 新たな取組をしているというと

ころについても評価したいところでありますが、

市民の声をぜひ聞く場もつくりながら、市民が流

氷まつりを盛り上げていくと。 

お祭りは、やはり市民が参加していないと、勝

手にやっているのだろう、観光客だけでしょうと

いっていたら、市民はまちづくりに参加しなく

なってしまいます。そうではなくて、参加を促す

ようなことをどんどんやってもらえたらなと。特

に市の職員の方にも参加していただいて、強制的

ではなくて、３日、４日で作れるものを一緒に作

ろうよという程度でやれたらいいなと思います。 

次の質問に移ります。 

次は、地域ＤＭＯ推進支援事業になります。 
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今年は、前年並みの予算ですけれども、この事

業内容はどのようなものなのか伺います。 

○田端光雄観光商工部参事 予算の内訳ですが、

ＤＭＯを推進するためなどの人件費に係る経費と

して1,430万円、ＤＭＯが主体となって実施する

観光プロモーションに係る負担金といたしまして

690万円、こちらの内訳は、国内で250万円、海外

で440万円でございます。 

それと、これまで市が北海道観光振興機構、北

見市などと連携して実施しておりました広域観光

周遊促進事業を新年度からはＤＭＯが北海道観光

振興機構や東北海道の各地域と連携して実施する

ことといたしまして、その負担金として80万円、

アドベンチャートラベル推進に係る費用として

320万円、新規の取組といたしまして、宿泊事業

者ですとか他のＤＭＯで活用して成果を上げてい

るＣＲＭ顧客関係管理という取組に係る経費とし

て60万円、そのほか、本事業では、私たち観光課

の広域観光推進係とＤＭＯで使用する網走駅事務

室の経費として190万8,000円を計上してございま

す。 

○村椿敏章委員 今のが令和６年度の予定という

ことですね。また、この間、３年、４年続けて

やってきていると思うのですが、ＤＭＯのほうで

プロモーションを企画したりとかしていると思う

のですが、企画した件数が何件ほどあって、それ

が実施に移った件数がどれほどあるのか、伺いた

いと思います。 

○田端光雄観光商工部参事 ＤＭＯのプロモー

ションにつきましては、ＤＭＯ設立当初はマンパ

ワーの問題等もございまして、私どもの観光課広

域観光推進係とともに歩み寄りながらいろいろ実

施をしておりましたが、令和５年度予算から、Ｄ

ＭＯの委員会組織ですとか理事会を経て、企画立

案したプロモーション内容で我々が提案を受け

て、そちらに対して予算措置をするという形に移

行しております。 

直近の実績ではございますが、国内向けプロ

モーションとして５本、海外向けプロモーション

として２本、直接的なプロモーションは合計７本

を令和５年度に実施しております。 

○村椿敏章委員 人材もかなりそろってきたとい

うところでは、頼もしいかなと思います。ぜひ、

引き続き頑張ってもらえたらなと思います。 

次に、大曲湖畔園地の管理運営事業。 

大曲湖畔園地、今年は1,235万2,000円ですか

ら、130万円ほど増えているような状況ですが、

何か新たなことをするのかどうか、伺いたいと思

います。 

○井上博登観光課長 大曲湖畔園地管理運営事業

の予算増の部分についてですけれども、基本的に

は、これまでの取組を前提とした中で、機械が一

部修繕が必要なものというものが出てきておりま

して、草刈りを行っていますロータリーモアデッ

キの修繕ですとか、あとは園地内の利用で使って

おりますトラクターが故障してきておりまして、

小型の中古のトラクターの更新に係る費用で一部

増額となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。そういう故障も

当然ありますからね。 

新たなところは特に考えていないですが、今ま

でも、花というのですかね、コスモスとかヒマワ

リ、キカラシなど、観光に非常に役立っているな

と。天都山から見る姿もなかなかいいものですよ

ね。どこバスも今行けるようになったのですか

ね。48番とかという番号があったような気がする

のですけれども、そういう面では車がなくても行

けるような仕組みになってきたのかなと思いま

す。 

ここも、ぜひ市民の声を聞いていただきたいな

と思います。こんな活用の方法があるのではない

かとかいうのがあってもいいのではないかなと思

います。やっぱり市民を巻き込むのもいいかな

と。 

私は、あれだけ広いところなので、網走でも 

町場に近くてあれだけ広いところはないですよ

ね。本当にないと思います。例えば今どきではな

いですが、たこ揚げ大会をやってみるとか、何か

子供たちを呼んで、または網走川のそばにありま

すから、あそこの国道側のほうから網走川に魚釣

りしている人たちが何人かというか、必ず春先に

なったらあそこでカレイ釣りをしている人たちが

いるわけですよ。あれを国道側からではなくて、

湖畔園地側から釣りができますよというような発

想もできないことはないのではないのかなと、そ

んなアイデアを市民から聞いていただけたらなと

思います。 

次の質問に移ります。 

起業・事業展開支援事業補助金、深津委員、里

見委員も質問されていましたが、里見委員が言っ
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ていたように、周知をどのようにしていくかとい

うところです。 

これは４条通りのときに、北見の事業者の方が

網走に来てお店を開きたい、４条のところで開き

たいのだけれども区域から離れていた。だから、

諦めてこられなかったという人がいたのですよ。

区域をそのときに広めるべきではないかという話

をしていて、今、それが広がったというところで

は非常にいいとは思うのですけれども。 

そういう面でいったら、起業、それから事業が

展開できるというところを市が応援するわけです

から、まさにこれは移住になってくると思うので

すよね。網走に住む人が増える。 

先ほどインターネットで広めていきたいという

ところでいえば、例えば網走移住でやったら、こ

の起業・事業展開支援事業ありますよというのが

わかるようなものにするとか、子育てとかとやる

と、ここに移るとか、要は、移住に関連して言葉

を選んでおいて、そこを検索すると、移住に行く

ようなそんな方法を取るべきなのではないのかな

と思う。 

今の網走のホームページの移住のところを見て

みても、移住したから網走でこんなサービスがあ

りますというのがあんまり見えない、つながって

いないというのが現状です。網走は自然がこんな

感じですとかはあるのですけれども、子育て支援

どうしていますとかというところにはなかなか行

きづらいのかなと思うのですが、いかがですか。 

 移住というか、要は、起業・事業展開というと

ころで、どう広めていくかというところで、移住

と一緒に絡めてホームページで見せていったらど

うですかという話です。 

○中村幸平商工労働課長 起業・事業展開等支援

事業補助金、網走市内の中で事業を起こそうとす

る方に対する支援ということで、当然、網走市外

からの、もともとの事業者の方、あるいは移住も

含めて、お店をこちらで構えて、網走でチャレン

ジしてみたいといったような方にも御利用いただ

くことができるものと捉えております。 

ですので、そういったところについては、検索

の方法、どのように周知していくか、様々な媒

体、検索手法は先ほど別の質問の際に申し上げま

したが、それぞれの事業を実施しようとする、

チャレンジする方がどのような情報の取得手段が

あるのかというところがございますので、検索方

法、網走市のホームページなどを活用した、当然

検索というか見せ方も一つあると思いますし、

様々な関係団体に情報提供を広く行いながら、

様々な機会を通じてそういったところのフック、

引っかかりをつくっていくような形が取れればな

と考えております。 

○村椿敏章委員 そうですよね、当然考えていま

すよね。ぜひ、そうしていただけたらなと思いま

す。 

もう一つ、人材確保養成事業、何人か質問して

いるのですが、若者技能者の部分でいえば、今年

度の実績と、それから来年度の計画、また事業の

対象人数は何人ほどを対象としているのか、伺い

ます。 

○野口公希観光商工部参事 若者技能者人材育

成・地元定着支援事業についてですが、こちらの

事業、今年度につきましては、資格取得と職場環

境の改善の二つの事業がございました。 

今年度の現時点の実績ですけれども、資格取得

につきましては19件で、合格14名の方の資格が取

得されております。また、環境改善につきまして

は、ハード面ということで１件ございます。 

また来年度につきましては、これらの二つの事

業は継続しつつ、新たに採用活動支援、また採用

情報発信支援というものを行う予定としておりま

す。令和６年度から新たに行う事業につきまして

は、事業者が行う採用面接の旅費を２分の１、上

限５万円の範囲で支援するものでありますとか、

採用活動、求人広告の掲載でありますとか、ホー

ムページの掲載につきましても２分の１、上限５

万円の範囲で支援するものでございます。 

今年度の見込みですけれども、こちらの四つの

事業からなりますので、まず資格取得につきまし

ては20件程度、職場の改善につきましては、ハー

ドとソフトと両方ありますけれども、ハードにつ

きましては４件、ソフトについては２件、採用活

動支援事業、採用に至った場合の面接にかかった

旅費につきましては20件程度、情報発信につきま

しては10件程度を見込んでおります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

技能者がとにかく少ない状況ですから、広く発

信していただきたいと思いますが、今までも周知

の方法、様々やってきたと思うのですが、今年は

どのような周知、事業者のほうにどんどん発信し

ていくような形になるのでしょうかね。 
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○野口公希観光商工部参事 委員御指摘のとお

り、各種建築技能の事業者が集まる協議会の場に

おいて情報発信しております。 

○村椿敏章委員 わかりました。よろしくお願い

いたします。 

もう一つ、就業定着事業ですか。今年度の実績

と来年度の計画、事業の対象人数について伺いま

す。 

○野口公希観光商工部参事 若者就業定着推進事

業につきまして、まず今年度の実績ですが、そも

そもこの事業についてですが、今年度において

は、30歳未満の方に対して新たに市内事業者に就

職した場合５万円の奨励金を給付するものでござ

います。その上で、今年度の実績ですが、対象者

63名、315万円の支給となっております。 

令和６年度につきましては、人手不足対策とい

う観点から、これまで30歳未満の方を対象にして

いたものを40歳未満に拡大する予定としておりま

す。令和６年度につきましては、５万円の支給の

100万円ということを見込んでおります。 

○村椿敏章委員 ５万円を８万円に上げるという

ことですか。違うの。もう一度お願いします。 

○野口公希観光商工部参事 ５万円の支給は変わ

らず、対象年齢を30歳未満から40歳未満に拡大す

るものです。 

○村椿敏章委員 増やしてくれるのかなと思った

のです。ごめんなさい。５万円のままということ

ですね。了解しました。 

ただ40歳未満までということは、非常にいいの

かなと思います。 

ぜひ、網走に働ける人、若者が来られるような

仕組みを、さらに補助金の額を上げたりして、呼

び込んでいただけたらなと思います。 

質問を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩といたしま

す。再開は、午後３時５分といたします。 

午後２時56分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時05分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

質疑を続行します。 

質疑者、挙手願います。 

永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、予算説明書の81ペー

ジ、もち麦栽培促進事業についてお伺いいたしま

す。 

昨年の100万円から80万円に減額となっており

ますけれども、まずその理由をお伺いいたしま

す。 

○佐藤岳郎農林課長 予算の減額の理由について

でございますけれども、昨年度、令和５年度の予

算編成のときに検討していた内容といたしまして

は、まず、試験栽培を行うということを今行って

いるところですけれども、それを市内のある程度

小規模な４地区で実施する予定というふうに検討

しておりましたが、検討の中でもう少し中規模ぐ

らいの面積で試験栽培を行うということで、１戸

の農家にその試験を行っていただいたところでご

ざいまして、令和５年度、12万5,000円を４地区

でやるということで、一つが試験栽培の経費を50

万円で見ておりました。それが今年については、

中規模を２地区で行いたいということで検討した

ものですから、それが20万円の２地区ということ

で40万円、ここが10万円減になっています。 

もう一つが、その試験栽培したものを成分分析

をかけるのですけれども、今まで食味ですとかそ

ういった食感的な分析を行っていたのですけれど

も、今年度から実需はそこをあまり大きく求めて

ないということもありましたので、中の機能性の

成分ですとか、そういったものの分析を行うとい

うことで、別の会社に委託することにしまして、

それでこちらも10万円減となって、合わせて20万

円が減となっている内容となってございます。 

○永本浩子委員 だんだん規模も少し小さくな

り、分析のほうもということで、減少になったと

いうことかと思います。 

もち麦に関しては、私も大変期待をしていた事

業だったのですけれども、様々な問題が起きてき

て、なかなか難しいところに差しかかっているの

かなと思っておりますけれども、そういった課題

解決に対する進捗状況はどうなっているのでしょ

うか。 

○佐藤岳郎農林課長 もち麦栽培、私ども機能性

が優れているということもありますし、生産者に

とっても非常に新たな設備投資も要らないとい

う、同じ麦を使っていますから、それを収穫し

て、当然麦稈のサイロも使えるというような有効

活用が図られるということで、非常に期待をして

おりまして、今後もこの実需とＪＡ、それから市
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も含めて協議を進めていくということが必要だと

思っていますし、つい先日、実需のほうからも４

月中にもう一度協議をしたいよということで連絡

もありまして、いろいろな、実需は実需で、外国

産の輸入の麦の価格が上がっているとか、量がな

かなか入ってこないとか、そういった問題も抱え

ているということもありますので、そこをうまく

今後根気強く話をして、何とかマッチングして栽

培が再開されるということを検討していきたいと

いうふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 私も、大変機能性も高く、そし

てまた最初作っていただいていた農家等にお聞き

しても、春まきにも秋まきにもほぼ影響なく作れ

るということで、網走にとってもブランド化がで

きれば非常にいいのではないかなということで期

待していたところですけれども、今ちょっと微妙

な状況はありますけれども、今後もまだ期待は捨

てずにしていていいということでよろしいでしょ

うか。 

○佐藤岳郎農林課長 先ほども話しましたが、や

はりこういう問題は、問題と言ってはあれですけ

れども、根気強くやっていかなければならない場

面もあるというふうに考えておりますので、引き

続き、実需のほうは諦めていないということで聞

いておりますので、あとは条件がいろいろと整う

というところもあるのかなというふうには考えて

ございます。 

○永本浩子委員 ちょっと協議の場も持てるよう

なお話も聞けましたので、少し希望をまたつなげ

させていただきました。 

それでは続きまして、ヒグマ生息実態調査事

業、先ほど、澤谷委員のほうからも質問があった

ところですけれども、昨年は、全国的にヒグマに

襲われたというニュースが相次ぎまして、不安に

なったことも多かったかと思いますけれども、網

走におきましては、人的被害という報道は聞いた

ことはない状況ですが、畑に対する被害も含め

て、網走市の被害状況はどのようなものだったの

かお伺いいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 ヒグマの人的被害、それか

ら農業被害の関係ということでございますけれど

も、幸いにして、当市においては、ヒグマによる

人的被害というものは聞いてございません。 

また、農業被害についても、やはりエゾシカの

被害が非常に大きくて、比較するというものでは

ないかもしれませんけれども、ヒグマは直接的な

農業被害というよりも農作業の支障になるとか、

そういったことも考えられますので、そういった

部分、やはり人的被害が起こらないような対策

も、こういう生息実態調査を行うことによって、

さらに進めていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○永本浩子委員 まだそういった具体的な被害が

ない状況ではありますけれども、大事な取組だと

思っております。 

また、最近は、冬眠しない熊が確認されている

という報道もありましたけれども、この実態調査

の中では、そのような実態は確認されているので

しょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この実態調査の中で、網走

市の中で、要するに越冬しているというような情

報は確認されておりますけれども、冬眠しない熊

は目撃されておりません。 

ただし、ちょっと遡りますけれども、令和２年

には１月にヒグマの足跡が目撃されて、私も確認

に行ったのですけれども、間違いなくヒグマの足

跡があったということもありますので、今後の気

候変動だったりとか、餌の状況によっては冬眠し

ない熊がいてもおかしくないのかなということ

で、気をつけていかなければならないなというふ

うに考えてございます。 

○永本浩子委員 １月に足跡があったということ

は、冬眠していない可能性もあるかと思います。 

また、釧路市では、ヒグマの被害が相次いだた

めに、この２月からですけれども、春期管理捕獲

というものがスタートしたとの報道もありまし

た。ヒグマが人里に出没するのを防ぐとともに、

ヒグマの捕獲に当たる人材を育成するためという

ことで、昨年から道内の19市町村で行われて、20

頭が捕獲されたということです。 

今後ヒグマの出没が、万が一増えてくるとした

ら、網走でもこういったことを行う考えはあるの

かどうかお伺いいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 春期捕獲の関係ですが、今

現状では、当市のほうでこれを行うという予定は

ありませんが、委員お示しのとおり、被害状況に

よっては今後検討も必要になってくるのかなとい

うふうにも考えておりますし、その面では、やは

り猟友会とも協議をしたりとか、協力したりとか

ということも大切になってくると思っております
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ので、協力をしながら考えていきたいというふう

に考えてございます。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういったところも、エ

ゾシカの被害は大変多くなっているという話を先

ほどからお聞きしましたけれども、ヒグマの場合

は、人命に及ぶということで大変重要な取組であ

るかと思いますので、しっかりとそういう研究等

も、検討等もしていただければと思っておりま

す。 

続きまして、さけ・ます等遊漁環境対策事業に

ついてお伺いいたします。 

先ほども質問がありまして、網走港船舶の安全

な利用の促進に関する条例が制定されてから、ミ

ニボート等の侵入が一切ないということをお聞き

して、本当によかったなと思っているところです

けれども、今度は、遊漁者が守るべきローカル

ルールを作成するということで、斜里町では既に

作成されていたものを参考にするというお話が先

ほどありましたけれども、この作成に当たって

は、どこかに委託するのか、それとも当市の中で

つくるのか、どういった形になるのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 さけ・ます等遊漁環境

対策事業に関わるローカルルールの設定に向けた

スキームについてですけれども、あくまでも今は

検討段階ではございますけれども、まず、遊漁環

境に関する検討対策ということで、関係者及び有

識者により検討委員会組織を設置いたします。そ

こで現状の課題の整理と対策の検討を行い、その

内容を市に対して答申を行うと。 

ローカルルールにつきましては、斜里町もそう

ですけれども、自治体として設定するようなこと

でございますけれども、それについては、どこか

に委託をするということではなく、自営でやろう

と思っています。 

ただし、本件に関わります調査、それから実際

の施行につきましても、一応今年の釣りシーズン

までにはローカルルールを設定したいのですけれ

ども、内容については、その時々の状況によって

変更、検証が必要だというふうに認識しておりま

す。ですので、そちらについては、併せて釣り人

に対してのアンケート調査等を実施することを考

えておりまして、そちらは委託を行うようなこと

を考えてございます。 

○永本浩子委員 そうしますと、新年度の予算と

しての259万4,000円の内訳の中には、そういった

調査費用とかアンケートの委託等、そういったも

のが入る形になるのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 御指摘のとおりでござ

います。今年の予算額259万4,000円のうち、現段

階で委託費としては100万円を予定してございま

す。 

○永本浩子委員 そういった形で、ローカルルー

ルがつくられたとして、啓発がやはり大事なポイ

ントになってくるかと思いますけれども、どのよ

うな方法で啓発をしようと考えていらっしゃるの

でしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 啓発につきましては、

当市のホームページ、それからＬＩＮＥ等も活用

いたしますけれども、併せまして、新聞、それか

ら釣り雑誌等による啓発、それと港湾の安全に関

する条例の際もそうだったのですけれども、道内

釣具店へパンフレットを作成して配布することを

予定しております。 

また、主な釣り場、それから駐車場の入り口に

看板等を設置しまして、そこからＱＲコード等を

つけて、ルールについて確認できるような仕組み

を現状では想定してございます。 

○永本浩子委員 網走港の条例のときもそうだっ

たのですけれども、市内の釣り人というよりは、

道南とか市外から来る釣り人のほうにかなりわ

かってもらいたいという部分があったかと思いま

すので、市内の方のみならず、広くそういったと

ころが啓発できる方法ということをぜひやってい

ただければと思います。 

続きまして、87ページの沿岸環境観測機器整備

事業補助金についてお伺いいたします。 

道の補助金を活用して行う事業ということでし

たけれども、私も今回のこの事業を目にして、

ちょっと調べてみたときに、オホーツク海沿岸の

表層には黒潮を起源とする宗谷暖流が流れている

ということですけれども、宗谷暖流はどういうも

のなのか、まずちょっと教えていただければと思

います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 宗谷暖流についてでご

ざいますけれども、宗谷暖流は、日本海を流れる

対馬暖流という暖流があるのですけれども、そち

らが北側に向かって流れてございます。それが宗

谷海峡を横断して、一部分流してオホーツク海に

入りまして、知床半島まで南下する海流がありま

すが、こちらが宗谷暖流と呼ばれてございます。 
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この暖流につきましては、暖流という温かい南

方系の流れなものですから、夏場に流れが強くな

り、冬に弱くなるというような傾向が見られてい

まして、併せまして、温暖化の影響によって、そ

の流れが強くなるというふうに言われてございま

す。 

○永本浩子委員 多分、温暖化によって、今まで

それほど問題にされていなかったこういった暖流

が、ちょっと問題になっているのではないかと思

いますけれども、これを観測することの意義とメ

リットをどのように捉えていらっしゃるのでしょ

うか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 主に今回の観測につい

ては、ホタテの種苗、それから、特にサケ、マス

の稚魚の放流、それから網への乗網状況などにつ

いて利用することが予想されておりますが、今ま

で当市でもさけ・ます資源対策で補助金を出して

ございますけれども、そちらの結果からサケ稚魚

を放流した際には、寒流系のプランクトンが多い

ほうが稚魚の成長がいいという結果が出てござい

ます。 

それで、今回このブイを入れることによって、

対馬暖流は、オホーツク海の海水と比べて塩分濃

度が高い傾向がありまして、一般的にオホーツク

海の塩分濃度が1,000分の31、31ＰＳＵという単

位で表わされますけれども、これに対しまして、

宗谷暖流が34ＰＳＵ、1,000分の34であります。

ですので、今回ブイを入れて、塩分濃度を見るこ

とによって、暖流の勢いが強いか弱いか、それに

よって、今、海域に寒流の影響が強いのか、もし

くは暖流の影響が強いのかということがわかりま

す。 

これがわかることによって、サケの放す、稚魚

の放流時期はあまり変えられないのですけれど

も、放したときの環境を今までよりも細かく評価

することによって、実際に海の状況によってサケ

の海域がどのように変わってくるのかという検証

が可能になってまいります。 

○永本浩子委員 いろいろと今教えていただきま

して、なかなか放流したサケが戻ってこないとい

うことも近年問題になっておりますので、その解

決の一つになればと思います。 

そして、観測主体は東京農大になるのでしょう

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今回のブイの設置につ

きましては、網走漁業協同組合が行います。ただ

データにつきましては、今のところ、農大で分析

ということはお聞きしておりません。一方で、サ

ケ、マスの関係になりますと、北海道総合研究機

構さけます水産試験場のほうと共同研究をかねて

から行っておりますので、そちらのほうにデータ

を提供して、解析等がされることが予想されてい

ます。 

○永本浩子委員 分析、解析が一番重要にもなっ

てくるかと思いますので、その辺も着実に進めら

れるようにお願いしたいと思います。 

また、観測機関はどうなっているのでしょう

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 オホーツク海につきま

しては、流氷が来ます。流氷が来ると、このよう

な係留系ブイというものはどうしても流出したり

するリスクが高いです。 

以前、東京農業大学に水産系の学科ができたと

きに、海氷に耐えられるというブイを入れたこと

があるのですけれども、それでも流れてしまいま

した。 

そのような過去の経緯もありまして、ブイにつ

きましては、基本的に海明けをした４月、それか

らしけの関係もありますので、おおよそ11月末ぐ

らい、網走漁協の調査船が上架する前までには、

上げるというふうに聞いております。 

○永本浩子委員 やはり網走の場合、流氷が来る

ということがかなり大きな部分を占めているかと

思います。 

この調査とそれに対する補助金ですけれども、

今後継続的に支援していくということでよろし

かったでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ブイにつきましては、

今年１基設置いたしますが、今後、網走漁協では

３年計画で３基、今年のも入れて３基設置する計

画となっておりますので、引き続き地域づくり交

付金を活用して、支援することを考えておりま

す。 

○永本浩子委員 当市にとっても１次産業漁業は

大変重要な産業ですので、しっかりとまた支援し

て、いい結果に結びつけばと思います。 

続きまして、網走湖シジミ種苗生産支援事業補

助金についてお伺いいたします。 

代表質問等の答弁の中でも、大曲堰による塩分

濃度の調整がうまくいったということで、資源量
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がかなり回復してきているということを聞いて、

ちょっとほっとしているところですけれども、た

だ、まだ大規模産卵は見られていないのではない

かというちょっと心配もあるところですけれど

も、どれぐらい回復しているのか、数値的にわか

れば教えていただきたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 網走湖のシジミ資源の

状況でございますけれども、2007年から2018年の

間、今お話されたように大規模な産卵が確認され

ておりませんでした。このようなこともあって、

皆さん御存じのように2003年、平成15年、１万

5,000トン資源量が湖にあったのですけれども、

それが2021年、令和３年には4,200トンまで減少

してございます。 

このようなことを受けまして、先ほどお話あり

ましたけれども、市としまして、平成30年に網走

湖ヤマトシジミ資源対策検討会というものを設置

して、様々な検討を行いまして、大曲堰を弾力的

に運用することについて、こちらは市と大空町で

要望を出して、2018年、平成30年から大曲堰を弾

力的に運用して、湖内の塩分濃度を高くするとい

う取組を行っていただきました。 

その結果、2019年と20年、平成31年と令和２年

にシジミの産卵が確認されております。確認され

た際には、過去と比較して１トン当たりにシジミ

種苗が何個いるかを数えるのですけれども、そん

なに大規模ではないという判断をされてはいたの

ですが、その後、今年度の調査、昨年もそうです

けれども、昨年から稚貝が少しずつ見えまして、

今年度、2023年の資源量調査の結果では、推定資

源量が１万1,200トン、対前年比で89％の増、推

定個体数につきましては83億個、これは対前年比

127％となっております。 

これどのような数字かといいますと、網走湖は

かつて資源量１万5,000トンぐらいいたときは、

年間700トンから800トンの漁獲ができていた頃で

す。その頃に匹敵するぐらいまで順調にいけば資

源が回復するのではないかと今言われておりま

す。今そのような状況となっています。 

○永本浩子委員 今、具体的な数をお聞きして、

本当にかなり戻っているのだなということで、中

規模はあったけれども、大規模産卵はまだないと

いう西漁組のお話をお聞きしていたので、非常に

安心いたしました。 

それでも、今後のためにも、種苗生産の技術の

確立は大切になってくるかと思います。私も、二

度ほど視察というか見に行かせていただきました

けれども、なかなか顕微鏡で見ても本当に小さい

もので、これを放流して本当に生きていけるのだ

ろうかという心配もありましたけれども、こちら

の種苗生産のほうの進捗状況はどのようになって

いるのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ヤマトシジミの網走湖

のシジミの種苗生産ですけれども、こちら網走湖

シジミ種苗生産支援事業補助金という形で、当市

でも支援をしてございます。令和５年から７年ま

での３年計画となっておりまして、西網走漁協と

しましては、目標は１ミリの種苗を１億粒という

生産を目指してございます。 

令和５年度の採卵は７月から行ったのですけれ

ども、採卵自体は１億以上、最終的に２億5,000

万粒という卵を取ることができました。しかしな

がら、中間の幼生の飼育がなかなか難しくて、最

終的に626万粒の生産となってございます。つま

り、非常にまだまだハードルが高い状況でござい

ます。 

一つの問題として、今年は、たまたま卵は取れ

たのですけれども、卵がまず取れない年がある。

それから、取れた卵についても原因不明でへい死

してしまうというようなこともございます。 

そのようなことから、この事業については令和

７年までなので、引き続き当然継続はしていきま

すし、水産試験場、それから水産指導所という機

関とともに技術的な支援、必要に応じたサポート

というものは今後継続していきます。 

併せまして、網走湖のシジミが減少したとき

に、当市で有識者による検討会を設置しておりま

すが、検討会につきましては、今後資源が増えて

も解散するということではなく、引き続き網走湖

の資源状況、それから種苗生産等、まだまだ課題

はありますので、継続的に開催していく予定と

なってございます。 

○永本浩子委員 自然相手のこういった技術の確

立は大変なことだと思いますけれども、しっかり

と支援をしながら、よい方向に持っていっていた

だければと思います。 

続きまして、91ページの教育旅行誘致促進事業

についてお伺いいたします。 

コロナ禍がありまして、道央、道南中心だった

修学旅行等も、そちらのほうがコロナの発生が多
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かったということで、道東へということで網走の

ほうにも修学旅行先がかなり移ってきておりまし

たけれども、コロナ前から推移についてお伺いい

たします。 

○田端光雄観光商工部参事 教育旅行のコロナに

関係する利用の推移ですが、ここ数年では新型コ

ロナウイルス感染症の発生に伴った動きがござい

ました。コロナ禍では密になりにくい地方部が選

ばれ、また、海外渡航の制限により、私立高校で

すとかが、これまで海外のほうに修学旅行に向

かっていた動きが、国内に回帰するというような

動きがございました。 

網走市内の観光施設３件でのお話ですが、利用

実績につきましては、コロナ前の令和元年度が

117校、8,882名、コロナ禍の令和２年度が190

校、１万369名、令和３年度が253校、1万3,183

名、今年度は速報値ですが、204校１万1,418名と

なってございます。 

コロナを境に、網走の修学旅行生が増えている

という状況にございますが、各施設でのヒアリン

グの中でお聞きしたのは、コロナで網走に来てく

れた学校も一部、従前目的地としていたところに

戻っているというようなお話があるというふうに

伺っております。 

○永本浩子委員 コロナを契機に増えてきたとい

うのは、この数字を見てわかるところですけれど

も、５類に移行してから、また元に戻りつつあっ

て、少しずつ減っていくのかなということも、

せっかく来てくれたところがちょっともったいな

いなという思いもありますけれども、多分、誘致

にも行っていただいているかと思いますが、網走

には監獄博物館もあり、流氷館も、教育旅行にも

適するようなそういった仕様にも変更され、モヨ

ロ貝塚とか郷土博物館、あと流氷ガラス館等もＳ

ＤＧｓにのっとり、また体験型もやれるというこ

とで、様々な売りがあるかと思うのですが、教育

旅行誘致の際の網走の売りは、どういったもので

今やっていらっしゃるのでしょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 網走の教育旅行の売

りにつきましては、旅行会社の教育旅行部門から

お聞きする情報とかお話、意見交換の中でお聞き

するのですが、網走は、何と言っても教育旅行の

強みになる全天候型、旅行の、例えば悪天候に

なったときに困らないような全天候型の観光施

設、委員御案内のとおり、あるほか、大曲湖畔園

地やコネクトリップなど、体験型観光の充実、ま

た１次産業の学びの場の提供が徐々に図れてきて

いる状況でございまして、目的地として選定され

る可能性がさらに出てきているというふうに伺っ

ております。 

今は旅行会社のお話ですが、今度は学校側のヒ

アリングを通して伺っている話では、道央圏で

は、いわゆるライトな体験がよく行われているら

しいのですけれども、それではなく、より北海道

の大自然をリアルに感じることができ、またＳＤ

Ｇｓなど含めた学び、それに連動した体験が求め

られているということを伺っておりますので、網

走を含めた当地域オホーツクエリアは、需要はあ

るものだというふうに考えております。 

○永本浩子委員 もうぜひぜひという思いでいっ

ぱいです。 

そしてまた、高大連携で、新年度は関東のほう

の高校もというお話でしたけれども、関西の高校

から子供たちが来てくれてということもあります

ので、そういったところも視野に入れながら、関

西方面もターゲットにというお考えはあるので

しょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 ターゲットに関しま

しては、道外の学校に関しますと、主に高校がプ

ロモーションの対象になってくるというふうに

思っています。 

昨今も、航空運賃や宿泊代の高騰が相まって、

加えて公立高校については、教職員の修学旅行旅

費に上限がございまして、なかなか誘致は簡単で

はないというふうに考えております。 

一方で、今、委員御案内のとおり、関西圏の私

立学校は結構クラス単位での修学旅行を実施した

りですとか、そういう柔軟な動きができるという

ふうに伺っておりまして、なおかつ北海道への修

学旅行の需要は高いというふうに、そういった情

報も伺っておりますので、より多くの学校が誘致

できるように観光協会とともに、関西方面も含め

たプロモーションを行っていきたいというふうに

考えております。 

○永本浩子委員 ぜひその辺のところ、またせっ

かくの事業、そこだけで終わらせずに、大きく影

響が広がるようにしていただきたいと思います。 

私も、網走の道の駅で、福岡の県立高校の環境

科学コースの生徒がたくさんいらしていて、

ちょっとお話を伺う機会があったのですけれど
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も、釧路湿原に修学旅行に来ていて、女満別空港

から帰るのに道の駅に寄って、お土産を今探して

いるという話だったのですね。 

そのときに、濤沸湖水鳥湿地センターの話もし

たら、大変興味があるということで、本当に全部

の学年というわけではなく、環境科学コースの生

徒ということで、ニーズも少なかったのかもしれ

ないのですけれども、角度を広く、ターゲットも

ちょっと見ていただきながら誘致に動いていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、93ページのオホーツク・シー・

トゥー・サミット開催事業についてお伺いいたし

ます。 

これまでの参加者の推移をお伺いいたします。 

○井上博登観光課長  オホーツク・シー・

トゥー・サミット開催事業、オホーツク・シー・

トゥー・サミットのこれまでの参加者数の推移で

すが、まず第１回目の2019年の参加者が122名、

第２回の2022年が119名、第３回の2023年が104名

となっています。 

参加者の内訳といたしましては、2019年は、道

外42名、道内80名、うち地元参加者が網走、小清

水含めまして36名、2022年については、道外43

名、道内76名、うち地元参加者が34名、2023年に

つきましては、道外21名、道内83名、うち地元参

加者が52名となっております。 

昨年のリピーターについてですけれども、道外

の方は６名、道内39名の計45名の方が二度以上出

ているというような推移になっております。 

○永本浩子委員 今の数値を見ますと、道外とい

うよりは、道内の方が圧倒的に多いのかな、また

地元もかなり多くて、皆さん、多分私はこういう

のは苦手ですけれども、参加した方はすごく楽し

かったという声も聞いておりまして、リピーター

も増えてくるのかなと思います。 

ただ、このオホーツク・シー・トゥー・サミッ

トを企画したときは、網走をスタート地点にする

ということで、その前の前泊を網走で宿泊しても

らえる可能性が高くなるのではないかということ

があったかと思いますけれども、この点に関して

はどのようにお考えでしょうか。 

○井上博登観光課長 宿泊数についてですけれど

も、シー・トゥー・サミットは、土曜日のお昼午

後から環境シンポジウムが開催されておりまし

て、そして、日曜日にメインのカヤックですとか

バイク、ハイクということで、アクティビティの

部分が日曜日に行われますので、遠方から来られ

る方に関しましては、かなりの方が２泊される

コースも十分考えられるのかなと思っています。 

皆さん各自で宿は手配されていますので、我々

のほうで集計は取れてはおりませんけれども、地

域属性等を鑑みて、今の２泊で皆さん泊まるとい

うふうに仮定した場合で、2019年でいきますと約

150泊、2022年で160泊、昨年でいくとちょっと減

りましたけれども、110泊程度の宿泊があったの

ではないかと考えております。 

○永本浩子委員 遠方の方はということで、150

泊、160泊、112泊と少しずつ減っているかもしれ

ませんけれども、この数字は、担当課としてはも

くろみどおりというか、どういう評価になってい

るのでしょうか。 

○井上博登観光課長 宿泊数についてですが、対

比として、網走マラソンとかの比較になります

と、若干数字は小さいのではないかというような

感想をお持ちの方もいらっしゃいますけれども、

こちらについては、我々としましては、まず参加

者やその御家族の方の来訪が一定程度あると思っ

ておりますので、そのほか、大会関係者の往来等

によりまして、一定の経済波及効果がまずあると

いう、そのほかに、オホーツク・シー・トゥー・

サミットが開催された違った波及効果としまし

て、コネクトリップでのカヤック体験ですとか、

サイクリング体験といった、そういったアドベン

チャーメニューが網走の地域でもかなり確立され

るきっかけになったものと思っておりますので、

そういったアドベンチャーツーリズムの促進が図

られたことの貢献は大きかったのではないかと考

えています。 

○永本浩子委員 今、そういった形でのアドベン

チャーツーリズムの確立に寄与したということ

で、同じく93ページのアドベンチャーオホーツク

事業について、続いてお伺いいたします。 

この事業ですけれども、代表質問の中でも

ちょっと言わせていただきましたコネクトリップ

が連携している、近隣の市町と連携している、美

幌峠からサイクリングで転げ落ちるという、そう

いうイベントの事業ということの捉え方でよろし

かったのでしょうか。 

○井上博登観光課長 アドベンチャーオホーツク
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事業についてですけれども、まず事業内容です

が、北見市、大空町、小清水町、美幌町、そのほ

か、網走開発建設部やオホーツク総合振興局、北

見サイクリング協会、網走サイクリング協会など

と連携しまして、サイクリングをはじめ、アウト

ドアなどのコンテンツを開発しまして、エリアの

魅力増進や交流人口の拡大、国内外からの誘客を

目的としまして、アドベンチャーオホーツク推進

協議会という協議会を構成しています。 

協議会の運営につきましては、２市３町がこの

協議会へ負担金を支出しまして、北見市が事務局

となって、現在協議会を運営しております。 

協議会の事業内容としましては、各市町のサイ

クリング拠点の整備ですとか、ガイドの育成、モ

ンベルフレンドエリアやジャパンエコトラックに

登録し、オホーツク地域のＰＲや体験コンテンツ

の紹介などを実施してきたほか、昨年にはサイク

リングイベント、オホサイ2023を開催するなど、

取り組んできたところです。 

○永本浩子委員 広域で協力し合いながら、こう

いったものをつくっていくことはとても大事な取

組だと思っております。 

そして、また北前船の交流機構の関係の方か

ら、観光庁からの補助金の紹介をいただいて応募

していただいたところですけれども、その応募の

結果は、わかったのでしょうか。 

○井上博登観光課長 国の補助事業の関係ですけ

れども、まず内容としましては、令和６年度にア

ドベンチャーオホーツク推進協議会を事業主体と

しまして、コネクトリップや帯広、釧路の地域と

も連携しまして、自転車やカヤックを搭載するこ

とができるアクティビティトレーラーを活用しま

して、いつ、どこでも、乗り降りが簡単にでき

て、かつ複数のアクティビティを組み込んだツ

アー事業というものを国の補助事業を活用して実

施に向けて取り組んでいこうと今しております。 

こちらにつきましては、先週の３月８日に、こ

の事業が国の補助の採択をされたという内定通知

をいただいたところでございますので、事業の詳

細につきましては、北見市の事務局含め今後詰め

ていくことになりますけれども、現在は総事業費

で1,500万円、うち補助額が1,250万円の事業予算

となっております。 

○永本浩子委員 無事採択されたということで、

大きな補助金を頂けるということも確認できまし

て、大変うれしく思っております。 

今後の展開次第では、国内のみならずインバウ

ンドにもかなりいい形で展開していけるのではな

いかと期待するところですけれども、その辺のと

ころの期待はどのように思っていらっしゃいます

か。 

○井上博登観光課長 インバウンドの誘客でござ

いますけれども、先ほど御説明させていただいた

事業も、対象が台湾、シンガポールを中心としま

したインバウンド客を対象としたツアー事業でご

ざいますので、こういった事業を機に海外から誘

客促進のほか、この地域のアドベンチャーコンテ

ンツが確立されていくことを期待しております。 

○永本浩子委員 もうしっかりと私も期待をしな

がら、見守っていきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 私のほうからも質問していきた

いと思いますが、さきの委員の質問が、四つほど

項目重複していて、その部分はカットしていきた

いと思います。 

まず初めに、農業の関係で、シロシストセン

チュウの緊急防除事業についてであります。 

今年は、991万円という予算であります。シロ

シストセンチュウの蔓延が発生してから、随分時

間がたって、多分10年ぐらいになるのではないか

と思うのですが、この間のシロシストセンチュウ

の事業の取組状況、それと今年の事業の内容につ

いて伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 ジャガイモシロシストセン

チュウ緊急防除事業の現在の状況と、それから令

和６年度の事業の予定ということでございますけ

れども、まず、ジャガイモシロシストセンチュウ

は、当市におきまして平成27年に確認されて、翌

年の補正から緊急防除事業の取組をしております

けれども、現状といたしましては、令和５年まで

に網走市内221圃場、913.3ヘクタールで確認され

たジャガイモシロシストセンチュウですが、これ

を緊急防除によって217圃場、900ヘクタールで検

出限界以下となって、令和５年度末ですが、令和

６年度の要防除面積については、４圃場12.7ヘク

タールとなっているところでございます。 

また、令和６年度の事業の予定ですけれども、
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残った４圃場、12.7ヘクタールの緊急防除を行う

という予定としております。 

○松浦敏司委員 221圃場で発生して913ヘクター

ル、そのうち217の圃場、900ヘクタールで限界以

下になったということで、残りの４圃場、12.7ヘ

クタールですか、今回はこの部分で事業をすると

いうことで確認していいですね。わかりました。 

もっと早くいくのかなというふうに思いました

けれども、やはりかなりシロシストセンチュウは

厄介なものなのだなと。 

ただ、ポテモンでしたか、防除に非常に役に立

つというようなこともあって、それが当初は薬剤

を注入ということもありましたけれども、やはり

それよりもこちらのほうがいいということで、こ

の間進められてきたというふうに思います。 

この状況が今順調に進んでいけば、防除しなく

てもいいよというふうになるのは、最終的には何

年になるのですか。 

○佐藤岳郎農林課長 何年で緊急防除が完了する

のかというお話になりますけれども、当市のほう

で今、ポテモンの植栽を行って防除を行っている

というところでございますけれども、緊急防除の

中で検出限界以下になっている率が非常に当市の

場合は高くなっておりまして、これは生産者の

方々の努力も大きいのかというふうに思っており

ます。 

また、この緊急防除の事業については、令和７

年度が一応一区切りで国の緊急防除は完了という

ことになっておりまして、今、我々のほうで押さ

えている中では、令和７年度で残っている圃場の

防除を完了したいというふうに計画しているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 ぜひそうあってほしいのですけ

れども、また新たなところが出れば、またそうい

うふうになるというようなことで、私は今心配し

ているのは、種芋のところでこのシロシストが発

生すると、これはまた大変厄介になるなというふ

うに思うのですが、今のところその辺は大丈夫だ

というふうに考えていいのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 種芋が足りるのかというよ

うな話ですけれども、全市的にＧｐに限らず、

ジャガイモシロシストセンチュウに限らず、ジャ

ガイモシロシストセンチュウ類の蔓延が非常に広

がっているということもありまして、一度そうい

うのが発生すると、種芋圃場は種芋を生産するこ

とができなくなるという決まりになっております

ので、やはりそういった部分、今どんどん減って

いきますけれども、こういう決まりも、例えば地

域の中で回していくという部分については、そこ

も生産していいよと、卒業してちゃんときちんと

生産していって、種芋を地域の中で供給させてい

くというようなルールも、北海道のほうを通じて

国のほうにも要請をしておりますので、そういっ

た部分で、今後の種芋不足を解消していければい

いのかなというふうには思っています。 

○松浦敏司委員 以前、種芋を生産している圃場

からすれば相当減っているのだろうなというふう

に思うのですが、今後とも、大事な大事なジャガ

イモですから、そういう意味では、種芋の確保

や、あるいはシロシストセンチュウも含めて、そ

の前にあった、いわゆる黄色シストセンチュウな

んていうふうに私たちは思っていたのですけれど

も、そういった、いわゆる以前からあるシストセ

ンチュウということで、ぜひジャガイモを順調に

生産できるように今後とも努力していってほしい

というふうに思います。 

次に、農業者サポート事業については、深津委

員が質問しておりますので、これは割愛します。 

次に、森林整備補助金ということで、これは拡

充で3,006万円ということで、500万円ほど増額に

なっております。今年の事業の内容について説明

をしてください。 

○佐藤岳郎農林課長 森林整備補助金についてで

ございます。 

森林整備補助金につきましては、いわゆる私有

林の造林に対する支援の事業の内容となっており

ますけれども、令和６年の事業といたしまして

は、人工造林が60ヘクタール、これが北海道の補

助金、市の上乗せ補助を含めて1,990万円、それ

から下刈りの事業費が150ヘクタールで市の補助

が230万円、それから除間伐事業が90ヘクタール

で市の補助が180万円、そして枝打ちの事業量40

ヘクタールで市の補助が40万円、その他、森林組

合に対する補助金などを含めて、この部分につい

ては、昨年同様の事業量を確保しております。 

これに加えて、令和６年度から間伐とか枝打ち

の事業に対して、期間ですとか面積要件が小さ

かったりとかで、国の公共造林等に当たらないよ

うな施業、間伐とか枝打ちとかのところで当たら

ないところに対して市の助成を行うということ
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で、比較的小さい規模の森林を所有している方だ

とか、そういう部分を補助していくということと

合わせて、通年を通して施業が行えるということ

になりますので、施業のほうの事業者のほうに

とってもメリットがあるということで、森林組合

のほうとも、予算に向けてもいろいろ協議をさせ

ていただいて、令和６年度から新規でこの部分を

追加させていただいているということになってご

ざいます。 

○松浦敏司委員 今お話を伺って、小規模のとこ

ろに対して支援するという点では、非常にいい事

業だなというふうに思います。 

それで、今伐期が進んで相当この数年の中で伐

採が行われたと私は認識していまして、植林も相

当進んでいるというふうにも思っておりますが、

今の状況の中で順調に進んでいるというふうに捉

えていいのか。それから、一般的には、その後植

林をするのですけれども、植林もしくは天然更新

もあるのですけれども、その辺の現状について伺

います。 

○佐藤岳郎農林課長 人工林の更新、伐採をした

後の植裁ということですけれども、伐採の後、人

工造林という植裁をするというやり方について

は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して、２年以内に人工造林を実施して更

新を図らなければならないということになってご

ざいます。 

もう一方で、委員お示しのとおり、天然更新と

いう方法もありまして、これは自然に工法を行っ

て更新をするというやり方で、こちらのほうは、

同じく５年以内に更新を完了するということに

なっておりまして、ただ、こちらのほうは、５年

で更新をした後に、更新がきちっと認められな

かった場合は、さらに２年間を経過するまでに天

然更新、または植裁によって行うということに

なっておりまして、切った後のタイムラグはその

場所によっていろいろあるとは思いますけれど

も、やはりそれは切って植えてというのが人工林

の基本と考えておりますので、今後ともこういっ

た補助を通じて、支援をしていきたいというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 天然更新というから、私は古い

人間だから、いわゆる自然に任せて、そのまま放

置するといったら言葉が悪いのですけれども、自

然に任せるということで、そうすると、広葉樹な

んかも、シラカバなんかが一番早く生えたりする

とは思うのですけれども、そういった形で、シラ

カバとか様々な広葉樹が中心となって、そこに木

が生えるだろうというようなことをイメージして

よろしいのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 人工林、いわゆるなりわい

として行うカラマツなどの針葉樹がやはり多く

なって、これは、要するに伐期齢の違いがあっ

て、40年ぐらいで伐期、木を切ることができると

いうのと、広葉樹については、七、八十年ほどか

かるということもありますので、それは早く切れ

るほうを選択する方が多いと、人工林の場合です

ね、そういうのもありますけれども、天然更新の

場合は、そういったすぐに切りたいという方では

なくて、置いておいて広葉樹が自然に生えてき

て、先ほど委員お話ししたとおり、広葉樹が自然

に返っていくような形でなるということを選ぶ所

有者の方もいらっしゃいます。 

○松浦敏司委員 自然ということですから、当然

成長が遅いしということですけれども、５年経過

をして、その段階でどなたが見て判断するのかわ

からないのですけれども、その状況の中で２年延

長するか、もしくは新たに植林をするかというよ

うなお話がさっきあったと思うのですが、判断は

森林組合などがするということなのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 基本的には、伐採届を受け

て、その森林調査簿等に記載しますので、我々の

ほうで管理をするということになりますけれど

も、先ほどちょっとお話が足りなかった部分もあ

るのですけれども、天然更新は５年たった後に天

然更新を促す作業を行うか、もしくは植栽を行う

ということになっているということですので、訂

正させてください。すみません。 

○松浦敏司委員 その促すのは、誰が判断して促

すのでしょうか。そこを伺いたいのです。 

○佐藤岳郎農林課長 天然更新の補助ということ

で、地表の処理、かき出しとか、植え込みとか、

芽かきというような作業を行うということで、

ちょっとごめんなさい、詳しくは僕もあまりわ

かっていないのですけれども、そういった作業を

行うというのは、所有者のほうで行うということ

になってございます。 

○松浦敏司委員 判断は。 

○佐藤岳郎農林課長 判断は、それも届出をも

らった人間が行うと、市のほうで行うということ
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になっています。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

本来、一番望ましいのは、やっぱり天然更新が

一番望ましいのだと思います。ただ、成長が遅い

ので、お金のことを考えると、どうしてもカラマ

ツになるのだろうというふうに思います。 

だから、そういう意味では、国も戦後、カラマ

ツの造林を相当強力に進める中で、今現在、北海

道の中でカラマツが非常に多いのも、そういう歴

史があるというふうに思っております。 

次に移ります。 

○井戸達也委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

再開は、午後４時15分といたします。 

午後４時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

松浦委員。 

○松浦敏司委員 次に移ります。 

木育推進事業についてであります。 

森林の多面的機能の啓発を図るため、市民を対

象に森林学習を行うというふうにありますが、事

業内容について説明をお願いします。 

○佐藤岳郎農林課長 木育推進事業の事業内容に

ついてでございますけれども、本事業につきまし

ては、木育の理念ともなっております子供をはじ

めとする全ての人が木と触れ合い、木に学び、木

と生きる取組を通じて、人の自然に対して思いや

りと優しさを育むことを目的として、平成19年度

より実施をしているものでございます。 

また、令和５年からは、春と秋の年２回の開催

ということで実施をさせていただいております。 

また、木育と食育を合わせたイベント、アウト

ドアキッチンが今年度も非常に好評であったとい

うことで、来年度、令和６年度も６月に実施を予

定しているということで予算を計上させていただ

いております。また年２回ということで、秋に

は、森林散策会と木製のカトラリーづくり、ス

プーンとかフォークとかナイフの食器のことです

けれども、こういったものを作るということを企

画しているところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。私も参加してみ

たいなと思っております。時間がうまい具合に合

うかというのがあるのですけれども。 

それで、子供から一般市民までというふうに

言っておりますので、この間、平成19年からやっ

ていて、令和５年から春と秋の２回やっていると

いうことなのですが、参加状況はどのくらい参加

しているのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この事業の実績ということ

でございますけれども、令和３年度については、

コロナの関係で実施ができなかったのですが、先

ほどちょっとお話をさせていただきました、令和

４年度から６月にアウトドアキッチン、食育と木

育の事業ということで実施させていただきまし

て、こちらのほうは、コロナの関係も若干ありま

したので、周知のほう等もちょっと絞らせてとい

うか、遠慮させていただいて実施したということ

もありますが15名で、うち子供の参加が９名とい

うことになっております。 

また、令和５年度の実施ですけれども、こちら

も、まず令和５年６月に実施いたしましたアウト

ドアキッチンについては、27名の参加がありまし

て、うち子供が12人と。そして、秋に開催いたし

ました森林散策と木工クラフトの体験を行うとい

う事業を実施したのですが、こちらのほうは７

名、うち子供が２名という実施の状況になってご

ざいます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、子供たちと一

緒に参加するという点では非常にいい取組だとい

うふうに思います。 

今後とも、ぜひ、よりもっと多くの市民が参加

できるような形で努力もしていってほしいと。特

に、木育と食と合わせた取組も非常にいいのでは

ないかというふうに思うところです。 

次に移ります。 

食料自給率に関わってであります。 

以前は、私の子供の頃は、食料自給率は75％以

上あったわけですけれども、今や38％ぎりぎりと

いう状況にまで落ち込んでいるということであり

ます。 

通常国会では、岸田政権は食料自給率向上への

国の責任を実質投げ捨てるような形で、新食料・

農業・農村基本法の制定を目指しております。 

この法案は、日本の食と農の在り方を方向づけ

るものでありますが、改定方向として、食料安全

保障の観点はありますが、食料自給率という言葉



 

－ 174 － 

が消えました。これでは国内農業を破壊し、輸入

食料に依存する国づくりをこれまで以上に進める

ということになってしまうのではないかと私は危

惧しています。 

いつになったら自民党の言う食料自給率50％が

来るのでしょうかね。このままでは、さらなる自

給率の低下が進むことになり、食料がなくなり、

飢え死にするというようなこともあり得る状況で

はないでしょうか。 

今、北海道の農業も危機的状況にあるというふ

うに考えています。化学肥料が高騰し、農業に関

係する資材も値上がりし続けています。昨年は、

猛暑で農作物がダメージを受けて、大幅な減収に

もなったと聞いています。 

そこで、網走の地域における畑作三品のうちの

一つ、てん菜の生産の状況について、ある意味深

刻だなというふうに考えています。てん菜の作付

が年々減少している状況にあるようです。 

先日、日本農業新聞の記事で、北海道農協畑

作・青果対策本部が２月15日に会合を開いて、

2024年産のてん菜の作付をめぐる情勢を確認した

と。直近の2023年度産実績を下回る４万8,000ヘ

クタール台で、比較可能な1986年以降で初めて５

万ヘクタールを割込む、過去最少となる可能性が

あるということです。 

原課として、てん菜の網走の生産の状況につい

て、どのように見ているのか伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 ビート、てん菜の生産の関

係でございますけれども、当市は、畑作三品の輪

作体系をもって行っているということでございま

すけれども、この面積、なかなか難しいのが、ど

こと比較をしたらいいのか、いつ、何年と比較し

たいのかということもあるのかなというのも思い

ます。 

そういった中で、直近５年で、令和元年と令和

５年の作付面積、それから生産量を比較してみた

ところ、作付面積では103ヘクタールの減、これ

は全体の面積でいいますと3.3％の減と。それか

ら生産量につきましては、３万2,687トンという

ことで、こちらは13.6％減少しているということ

になります。 

ただ、ここの年、作柄がどうだったかというこ

ともありますけれども、もう一つ、前年対比もし

てみたのですけれども、前年対比は、作付面積で

153ヘクタール減、率にしますと4.9％の減です

ね。生産量については、２万907トンの減という

ことで、率にいたしますと9.1％の減というよう

な状況になってございます。 

○松浦敏司委員 対象、どこをどう比較するかと

いう点で難しいということでありますが、いずれ

にしても、この部分を見ただけでも、やはり減っ

ているのは間違いないということですよね。 

いろいろな報道があるのですけれども、減少す

る上で、特にこの地域も含めてそうだと思うので

すが、砂糖の消費量が少ないとか何とかと言われ

ているのですが、日本は、砂糖は輸入しているの

ですよね。そういう中で、ビートについては、こ

こ数年減産の方向になる指導といいますか、とい

うことがあったのかなというふうに思うのです。 

この地域の輪作体系の維持に重要な作物がてん

菜。一方で、砂糖の消費が減少し、てん菜糖業の

在庫量が増大し、厳しい経営状況にあるととも

に、糖価調整制度の調整金収支についても累積赤

字が増大しているというふうに言われています。 

私は、ここにも問題があるのかなというふうに

思ったりしておりますが、国内の砂糖が余る状況

にあるのは、結局、先ほど言いましたけれども、

外国から大量輸入しているからだというふうに思

うのですよ。これまでの政府がいかに農家の皆さ

んのことをしっかり見ないできたかということが

言えるのではないかと思います。 

そこで伺いますが、このままの状況では、てん

菜の生産が低下する減少が止まらないというふう

になるのではないかと私は危惧するわけですが、

どのように原課としてお考えでしょう。 

○佐藤岳郎農林課長 先ほどお話がありました砂

糖の調整金の関係、こちらのほうについては、私

どもとしても需要の低下というものがあると。要

するに、人工甘味料ですとか、そういったものに

シフトしていっている部分が大きいと思いますけ

れども、なかなか本物の砂糖というものを消費し

なくなってきたということが影響して、全体の消

費が落ち込んだ。 

また、コロナによってお土産品ですとか、そう

いったところで使う砂糖も非常に少なくなって、

それが下がったまま、あまり戻っていないという

状況になっているということで認識しておりま

す。 

この調整金の制度についてですけれども、こち

らについては、輸入している粗糖に対して調整金
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というものをかけて、それを交付金の原資にする

というやり方を取っているわけですが、ここの

ギャップがあって赤字が膨らんでいる状況になっ

ているというふうに認識をしてございます。 

こちらについては、輸入するということで消費

者にとっては安い砂糖を輸入してきて価格を抑え

ているということもありますが、先ほど委員のほ

うからもお話しありましたけれども、国民みんな

が作物の適正な価格というものを理解して、高く

てもいいものを購入するだとか、そういったよう

な意識を持って行っていく、もしくは価格の転嫁

の考え方というのも考えていくということが必要

ではないかなというふうに考えてございます。 

○松浦敏司委員 今、調整金のお話がありまし

た。そもそも、調整金が輸入のものに税金をかけ

て、そこで上がった売上ではないのですけれど

も、その税金を農家のビートの維持のために使っ

ていくと。それは、私は駄目だとは言いませんけ

れども、やはり根本には、国がそこに頼るのでは

なく、直接支援をするというふうにすべきだとい

うふうに思います。 

先進国で、日本がいかに農家に直接支援してい

ないかが、最近のいろいろな新聞なんかを見ても

明らかなのですよね。先進国の中で日本が最低に

近い状況なのですよ。だから、そういう意味で

も、やはり今、とりわけ北海道の農業を守るとい

う点では、地上作物である麦類は絶対必要だし、

芋やビートも絶対必要だと。これを回転させて土

地を守っているということですから、その中の一

つのビートがあまり減り過ぎると、輪作体系に影

響を及ぼすという点で、非常に私は危惧している

わけです。 

これ以上議論しても前に進むようなものであり

ませんので、次に、今、てん菜の作付状況の中

で、聞いた話によると、現在、人手不足もあっ

て、てん菜の作付の方法が、直播が増えてきてい

るというふうに聞いておりまして、その辺の状況

について伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 ビートの直播が増えている

というお話についてでございますけれども、私ど

もで把握しているところでお話しさせていただき

ますと、ビートの直播率については、令和元年ま

では、10年近く３％台で推移してきてございま

す。それが、令和２年から5.5％、そして令和３

年は8.3％、令和４年は10.0％と上昇してきてお

りまして、令和５年は13.6％まで上昇してきてお

ります。 

これは、委員お示しのとおり、経費の圧縮です

とか、あと労働力の削減のために行われていると

いうふうに認識してございます。 

○松浦敏司委員 なるほど。 

以前はよく、春先、出面さんというふうに言い

ましたけれども、そういうのがなかなか確保でき

ないということなのだろうと思います。 

私が子供の頃、直播でした。その頃は、私たち

が手で機械を押して、そして種をまいていく。そ

うすると、大体１か所から三つぐらい苗が出てき

て、それを一定程度大きくなったら間引きという

ことで、家族そろってやるのですよね。腰が痛く

なって、結局、四つんばいになって朝から晩まで

やって、夜になったら顔が腫れ上がっているとい

うぐらい厳しい、きつい仕事でした。それは今、

機械がよくなったので、それはしなくていいとい

うふうにお話を聞いています。 

ただ、いずれにしても、いわゆるビートのポッ

トでやるのと、直播でやるのでいうと、成長の度

合いにも違いが出てくるのだと思うのです。その

辺は大丈夫なのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 委員お示しのとおり、直播

の場合、最初小さいですから、風害、風の影響を

受けて、せっかく生えてきた芽が飛んでいってし

まうということも報告は受けておりますけれど

も、それにしても、その後、追播を行うというこ

と、それもそんなに経費はかからないというふう

に聞いておりますので、そういうふうにやって

いったほうが経費的にも安いということで聞いて

ございます。 

○松浦敏司委員 そういう形でやらざるを得ない

わけですし、極端な減収になるわけではないので

あれば、それでやむを得ないことなのだろうなと

いうふうに思います。 

次に移ります。 

重複しているのがあったので、次に、濤沸湖の

シジミ人工種苗生産・放流事業補助金ということ

で83万円あります。今年の事業内容について説明

をお願いします。 

○渡部貴聴水産漁港課長 濤沸湖シジミ人工種苗

生産・放流事業補助金について、事業内容につい

て御説明いたします。 

濤沸湖では、平成25年より網走川のシジミの移
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植による漁業の再生の検討を開始し、移植放流に

よる漁業が営まれるまでになってございます。 

しかしながら、濤沸湖のシジミは、移植元であ

る網走川、網走湖のシジミの資源に依存しており

まして、先ほどからお話が出てますけれども、環

境変動により、一時期網走川、網走湖のシジミ資

源が非常に減少した状況にて、将来的に放流資源

の安定確保が必要であるという認識となりまし

た。 

そのような中で、濤沸湖の移植したシジミから

種苗生産と種苗放流する技術を確立することを目

的としたのが本事業でございます。事業実施主体

は、網走漁業協同組合となっています。 

この事業では、生産目標を採卵数6,000万粒、

着底種苗稚貝を1,200万粒ということで計画を立

てて実施してございました。 

今までの実績状況ですけれども、令和５年度

は、採卵は７月から採卵を行いまして、目標

6,000万粒に対しまして 5,500万粒と、目標の

91.6％達成してございます。育成期間は７月から

10月31日まで育成しまして、種苗生産目標1,200

万粒に対しまして1,100万粒ということで、令和

４年が211万粒でしたので、今年はかなり順調に

育ったというふうに聞いてございます。 

得られた種苗につきましては、先ほどお話しし

ましたけれども、本事業は、最終的には放流を目

標としていますので、現在、湖内の２か所で中間

育成を行っているというふうにお聞きしてござい

ます。 

○松浦敏司委員 そうすると、今のところ順調に

いっているということですけれども、これが、い

わゆる生産という点ではどんなふうに、もし今現

在生産されているということがあれば、その状況

も伺いたいのですが、生産されていないとすれ

ば、いつ頃生産という形で身を結ぶのか、その

辺、見通しを伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今お話ししました放流

した種苗は、今までも令和４年も育成しています

が、令和４年はあまり多く成長してございません

ので、今まで湖内にも作った種苗を放流している

のですが、なかなかそれが資源にまで結びついて

いる状況とはなってはございません。 

あわせまして、シジミについては、成長に非常

にばらつきがありまして、早いものは３年ぐらい

ですけれども、遅いものは８年、昔は８年と言わ

れたのですけれども、近年こういう種苗生産の試

験を始めまして、早いものは３年から５年ぐらい

で資源にもつながるということですので、今後も

種苗を放流して、継続的に調査を行っていきたい

というふうに思ってございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

あそこは、外海から満ち潮のときには相当な勢

いで海水も入ってきているというようなことで、

塩分濃度がどうなのかは、ちょっと私もわかりま

せんけれども、何とか資源としてうまくいくよう

に期待したいというふうに思います。 

次に移ります。 

レイクサイドパーク・のとろについてです。 

他の委員も質問しておりますが、予算の増額に

ついてはわかりました。 

昨年の夏は、猛暑ということもあって、私も２

回ほどパークゴルフがあって行ったのですけれど

も、相当傷みが酷かったと。当然、雨が降りませ

んから、そういう中でプレイもするというふうに

なると、どうしても傷んでしまうと。相当な傷み

だったということで、今年はそういう点で改善も

されるのだろうというふうに思うのですが。 

近年のパークゴルフの状況、高齢者の皆さんを

はじめ、一時は相当パークゴルフの愛好家の人た

ちが多かったのですが、高齢化によって相当減っ

ているというふうにも聞いていますが、利用状況

はどうなっているか、まず伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 レイクサイドパーク・

のとろのパークゴルフの利用人口の推移でござい

ますけれども、今手元にありますのは、平成29年

からの利用人口になってございます。平成29年が

１万3,319人、収入で325万円となってございま

す。平成30年が１万1,625人、284万4,000円。令

和元年、１万411人、255万円。令和２年、9,152

人、216万3,000円。令和３年、6,861人、168万

3,000円。令和４年、8,238人、200万3,000円、本

年度、令和５年につきましては7,503人、182万

6,000円でございます。 

令和３年の6,000人は、コロナ等の影響もあっ

て、一時期閉園していた状況もございますが、令

和５年につきましては、全てオープンした中でこ

れだけ人口が減っている状況となっておりまし

て、利用者は、高齢化、それから人口減少等も

あって、減ってきている状況となってございま

す。 
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○松浦敏司委員 私の知り合いに聞いても、やは

り、年で体がもう動かなくなって、今やっていな

いという人が結構いらっしゃいますので、そうい

うのもあるのだろうなというふうに思います。い

ずれにしても、ここ7,500人ぐらいまで落ち込ん

でいるということであります。 

以前も、この場で、あるいは決算でもお話しし

ていましたけれども、どうしても近隣のまちと比

べると、網走のシーズン券が高いということなの

ですね。昨年も取り上げたと思うのですけれど

も、今年は、見通しとしてはシーズン券が安くな

るというような見通しはあるのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 例年、この御質問を受

けて非常に私も答弁がつらい状況なのでございま

すけれども、今お話ししましたように、まず利用

者が非常に減ってきている状況でございます。 

先ほど、ほかの委員の方に御答弁させていただ

きましたように、資材高騰、それから人件費等の

増で、指定管理の委託料だけでいうと600万円以

上上昇している状況でございます。このように、

収入が減って支出が多い状況の中、併せまして市

内のパークゴルフ場と協議して値段を合わせてい

る等々を勘案いたしますと、今の状況ですぐに利

用料金を見直すというのはちょっと厳しいという

認識でございます。 

利用料金の改定を行えない代わりに、先ほど、

今年度は雨で芝生があまりよろしくなかったとい

うお話を受けたのですけれども、昨年はスプリン

クラーを何基か入れておりますので、それがない

ときよりは多分よくなっていると思います。 

あわせて、本年度も少しずつ老朽化した箇所を

修繕していき、少しでも利用者の皆様の満足度向

上を目指して、指定管理者とともに努力してまい

りたいというふうに思ってございます。 

○松浦敏司委員 これまでも言っていますけれど

も、指定管理者に努力を求めてシーズン券を安く

するというのは、これは無理な話。それは、いわ

ゆる事業を受けている段階で積算していませんか

らね、パークゴルフのシーズン券を安くするとい

うのは。そうすると、自分たちの請け負った仕事

の中で利益が減るようなことは、それは企業体と

しては無理ですよね。 

だから、どうするかといえば、要望するのであ

れば、この分シーズン券を安くするという点で、

この分プラスして委託しますのでよろしくという

のであれば、受けてくれると思うのです。そこが

ないのではないかと。その分、ぜひ、そういった

ことでの方向性で。 

特に御存じのようにパークゴルフをやる人たち

は、多くは現役を退いた年金生活者の人たちで

す。その人たちが、人によっては朝から晩まで弁

当を持っていくというぐらい。でもそれは、健康

維持のためには大変いいのですよね。80歳過ぎて

も非常に元気よくパークをやっている人を何人も

見ておりますので。そういう意味では、ぜひ、今

年は無理にしても、今後、原課としてしっかりと

その辺も高齢者の健康のことも考えて、あるいは

指定管理者のことも考えて、今後のシーズン券を

安くするための市の委託料をしっかり考えながら

要請してほしいと思うのですがいかがですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 委員御指摘のとおり、

レイクサイドパーク・のとろは、市の機関でござ

いますから、一方的に利益等々では評価できるも

のではないということは認識してございますが、

一方で、先ほどお話ししましたように、様々な面

でコストがかかってきているような状況でござい

ます。 

あわせまして、レイクサイドパークをはじめと

して、市内には、ほかにもパークゴルフ場がござ

いますので、その辺りのバランス、利用状況等も

総合的に考えながら、利用料というものを検討し

ていかなければならないというふうに考えてござ

います。 

○松浦敏司委員 いろいろあると思います。市内

のところと比べるというふうにありますけれど

も、やっぱり能取の場合は、車で行かなければな

らないということもありますよね。そんないろい

ろありますが、市長もここで議論を聞いているの

で、多分何とかしなければならないなというふう

に思っているかもしれません。来年に期待してお

きたいと思います。 

次に移ります。 

中小企業融資制度についてです。 

資料も頂きましたけれども、融資制度の実績を

見ると、一般資金の運転、そして設備にそれぞれ

分かれておりますが、資金の動きについて、原課

としてはどのように判断しているのか伺います。 

○中村幸平商工労働課長 中小企業向け、市の制

度融資の部分、一般資金の現状についての見解と

いうところでございます。 
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一般資金の運転資金につきまして、年度末の融

資残高、令和５年度の部分で申し上げます。件数

としまして141件、残高といたしまして８億7,300

万円、これが１月末時点の融資の残高となってお

ります。これを昨年の年度末、令和４年度末と比

較いたしますと、件数は３件減っております。金

額については2,000万円増となっております。 

ですが、平成31年、コロナ以前の時点では221

件の融資の件数、金額にいたしまして12億2,700

万円の融資残高という状況でございました。 

やはりコロナを一つ境にしまして、市の制度融

資の利用の流れが変わり、そこについての戻りと

いいますか、動きは戻ってきていないものと考え

ております。 

○松浦敏司委員 今、課長の答弁を聞いて、そう

かなと思いました。 

ただ、新規と借換えの部分を見ると21件下がっ

ていて、金額でいえば１億5,300万円下がってい

るということなのですが、この辺はどんなふうに

見ているのですか。 

○中村幸平商工労働課長 先ほど申し上げました

年度末の融資残高のうち、新規、借換えの件数の

部分、令和５年度１月末時点ですが、59件の借入

れ件数と、残高といたしまして５億円となってお

ります。これを昨年度、令和４年度末と比較いた

しましたところ、令和４年度末が80件ですので、

21件減っている状況。金額といたしましては、６

億5,300万円の融資残高から比較しますと、１億

5,300万円の融資残高が減っている状況となって

おります。 

これにつきまして、やはり新規の借換えの動き

も、コロナ以降、ここの部分がまず戻ってきてい

ないというところも非常に明確に出てきている部

分かなと思っております。 

○松浦敏司委員 そうだと思いますね。やっぱり

相当打撃を受けて、元気をなくしているといいま

すかね、運転資金を借りるだけの勇気が出ない状

況と。それから、いろいろあって簡単には、業績

が悪ければ融資を受けるにもなかなか難しい面も

ありますからね。そういう面も影響しているのか

なというふうに思うのです。 

それから、その時々の景気の具合というのは、

中小企業がどれだけ元気がいいかが一つの目安と

いうふうになったりもするのですよね。特に、い

わゆる設備投資、この設備投資が非常に重要な役

割を果たすといいますか、元気度を見る上で大事

だというふうにも言われております。 

ちょっと私、ど素人なので、私なりに考えるに

は、そんなふうに思っているわけですが、今回の

一般資金の中での設備投資を見ると、これは若干

新規、借換え、あるいは年度末の数を見ても、件

数も、金額も、極端に増えているわけではないけ

れども、若干伸びているというふうに思うのです

が、その辺どんなふうに原課としては考えていま

すか。 

○中村幸平商工労働課長 一般資金の設備資金の

部分についてでございます。 

今、委員がおっしゃられたとおりでございま

す。年度末の融資残高、令和５年度につきまして

は58件、２億3,700万円の設備資金に関する融資

の残高がございます。このうち、新規、借換えと

いたしまして、令和５年度中、14件、１億300万

円の新規での設備投資に関する借入れがあったと

いうところでございます。昨年の令和４年度と比

較いたしますと、年度末の件数で51件から58件と

７件増えている状況、金額も5,700万円の残高の

増がございます。 

新規での借入れだけで見ますと、令和２年、令

和３年は、コロナの中でやはり設備投資に関する

取組が、事業者の中でちょっと停滞といいます

か、控える傾向があったのかというところもある

と思います。令和２年が８件に対して4,400万

円、令和３年度が10件に対して5,800万円であり

ましたところ、昨年令和４年度につきましては、

12件、7,800万円。先ほども申し上げましたが、

令和５年度は14件、１億300万円ということで、

設備投資のほうが若干回復傾向にあると。 

これにつきましては、前向きに捉えております

し、こういった積極的な設備投資は、当然それぞ

れの機械、耐用年数ですとかタイミングもあると

いうのはもちろん承知しているところではござい

ますが、前向きに捉えているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 そういうことですよね。本当に

元気がなければ、壊れても買うに買えないという

のもありますから。 

それで、ちょっとわかるかどうかわかりません

が、設備投資、設備資金の中で、どういう業種の

人が借りているかは、この辺はわかりませんか。 

○中村幸平商工労働課長 設備資金の借入れ、業
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種別についてですけれども、資料として持ち合わ

せておりませんものですから、大変申し訳ござい

ません。 

○松浦敏司委員 そんな簡単にわかるものでもな

いと思うので、取りあえず聞いてみました。 

中小企業、先日も新聞に出ておりましたけれど

も、水産関係は、水産加工業者が倒産している

と。雄武町で１件と、それから網走市内でも１件

倒産したという記事があったように、やっぱりな

かなか厳しいと。それぞれ理由は、資材高騰とか

様々な高騰で資金繰りがよくなくて倒産したと記

事に書いてありましたように、今非常に大変だな

というふうに思います。 

それで、コロナの関係で、ゼロゼロ融資があっ

て、それも相当利用されているというふうに思う

のです。ゼロゼロ融資は、2022年の国の補正で

2,981億円計上されて、コロナ借換保証が開始さ

れました。 

コロナ借換保証は、５年の収益計算、それから

経営行動計画書の作成など、ちょっとゼロゼロ融

資から見るとハードルが高いというふうに言われ

ていますが、日本政策金融公庫の調査では、2023

年８月時点で民間ゼロゼロ融資を返済中、もしく

は完済した事業は約６割、残り４割のうちコロナ

借換保証の利用は１割にとどまっているというこ

とでありました。 

ゼロゼロ融資後の倒産も急増しているというふ

うに聞いていますが、原課として、今の景気が非

常に悪い状況にある中で、ゼロゼロ融資について

の網走市内における状況はどんなふうになるか、

わかる範囲でお知らせいただきたいと思います。 

○中村幸平商工労働課長 コロナ関連融資、いわ

ゆるゼロゼロ融資に関するお問合せでございま

す。 

網走市内におきましても、令和２年度、コロナ

の蔓延といいますか、感染拡大に伴ってセーフ

ティネット保証、いわゆる売上げの急激な減少な

ど、そういったセーフティネット保証を利用され

る方というのが、令和２年度、305件と、その前

後と比較いたしましても桁が抜けて多くなってい

る状況でございます。この段階でゼロゼロ融資を

御利用されているものと推察しております。 

一般的に、金融機関からの意見交換といいます

か、市内の金融機関との情報交換の中では、３年

据置きの事業者が多いという傾向も伺っておりま

す。そうした場合、昨年の７月から本年４月ぐら

いまでの間が返済開始の期間に当たるというとこ

ろでは、金融機関のほうも認識しており、その上

で、各事業者のほうの状況も注視しているという

ふうに伺っております。 

当然、先ほども委員がおっしゃられたように、

事業を断念される、継続ができない事業者は当然

いらっしゃると。それも事実かとは思いますが、

コロナ禍以前から財務体質になかなか懸念といい

ますか、懸案があるような事業者については、や

はり延命はできたものの、事業の継続する体力と

いう部分ではなかなか難しいというケースもある

であろうと、そういった御意見も伺っておりま

す。 

全体的に網走市内の中で、そういった差し迫っ

たような状況は、あまり把握していないというこ

とで伺っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

なかなか、まだわからない部分もあります。し

かし、中小零細業者は相当苦しい状況にあるとい

うことは間違いないですよね。そういう中で、イ

ンボイスも昨年10月から始まって、売上1,000万

円以下の非課税事業者、ここに消費税を払うとい

うようなことが起きるわけですから、それは食っ

ていけない状況になると。 

そんなこともいろいろあるという中で、中小零

細業者をしっかり守る上でも、中小企業向けの融

資制度を大いに利用していただくような努力を要

望して、私の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩といたしま

す。再開は、午後５時10分といたします。 

午後４時59分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

質疑を続行します。 

質疑者、挙手願います。 

 栗田委員。 

○栗田政男委員 それでは、早速、質疑に入りま

す。 

まず、路線バスの件が先ほど来、議論されてい

ましたが、ちょっと整理をして考えてほしいとい

うふうに思います。あのまんま終わってしまう

と、我が議会は何を考えているのだということに
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なってしまうので、しっかりこの辺も整理をした

いと思います。 

そもそもが、昨年の補正で6,000万円支援した

ということは、あの時点で、路線バスの経営内情

が赤字であるということで、それを維持するため

にはやむを得ないし、何としても市民の足を守ら

なくてはいけないという意味で支援をして、今年

度、私が企業から聞いた話とちょっと違うのです

が、できるならば、補正でも構わないから、でき

るだけ自社のほうで努力して、企業努力等いろい

ろな形でして、市の負担をなるべく少なくしたい

のだと、補助の負担をという意向だったのです

が、当然、昨年がそれだけ大幅な赤字が出たとい

うことであれば、今年も当初から予算組みをする

ということで、多分上がっているというふうに私

は理解しているのですが、それでよろしいかどう

か。 

○中村幸平商工労働課長 路線バス対策事業、生

活交通路線維持対策事業、いわゆる市内を含めた

路線バスの補助に関する予算の計上でございま

す。 

委員御指摘のとおり、昨年の12月に網走バスが

事業の運営に伴う市内の公共交通をどのように維

持していくかという観点から、予算の増額という

形で補正を組ませていただき、そしてその部分を

引き続き、予算としては確保をもちろんするので

すけれども、網走バス事業者とも協議をしなが

ら、事業者のほうでもダイヤの組換え、見直し、

３月末からダイヤの改正も行われるところではご

ざいますが、また人材確保と運行収益部門の改善

などを図り、何とか収益の改善、また経費の削減

に努めていくというお話を伺っているところでご

ざいますので、そういった部分も含めて、しっか

りと支援をして地域の足を守っていく、そういっ

た形での予算措置でございます。 

○栗田政男委員 そういう認識で私も考えていま

した。 

先ほどの議論は、増額した6,000万円をそれぞ

れ市民の皆さんに配って、それで利用促進をして

ほしいというのですが、そういうことであると、

それが企業側のほうに波及していって、その援助

というか支援につながるまで、えらくタイムラグ

が出るのですね。そんなことでは、到底支援した

ことにならないというふうに私は考えていて、原

課としてどう思いますか。 

○中村幸平商工労働課長 先ほど村椿委員の質問

に対しても同様の答弁をさせていただいたところ

ではございますが、まずバス事業者がしっかりと

運営ができるということ、そこをしっかりと支え

ていくという点で、直接的な運行体制を維持でき

る支援が必要だと考えているところでございま

す。 

○栗田政男委員 もちろんいろいろな支援策とい

うか、市民に対しても利用して、促進の方法は今

後必要になってくるでしょうし、そういう予算づ

けも場合によっては必要なときもあるでしょう

し、我が庁舎も中心部に移るので、できるならば

職員の皆さんもなるべく公共交通を使ってほしい

という、そういう支援もやり方も出てくるでしょ

うから、それを否定するものではないです。 

ただ、物事というのはしっかり整理して考えな

いと、緊急的に措置して、補正を組んでいるわけ

ですから。 

ゼロゼロ融資の話も先ほど来、議論されまし

た。その企業が借りている借りていないは別にし

ても、ほとんどの観光事業者は、多額のゼロゼロ

融資を受けています。ですから、当然支払いも発

生しているはず。経営内容はそんなに楽ではない

です。 

最近、Ｖ字回復といいながら観光のほうも動き

出していますが、動き出したからすぐにお金につ

ながっていくという話でもないですから、いろい

ろな部分では大変な思いをしているという実情が

あります。 

これも議論の中でしましたけれども、都市間の

ほうもやっと平常に動き出して、何とか維持でき

るというような状況になっているので、以前議論

の中で、都市間で利益が相当出るので、路線のほ

うに回すなんていう感覚の議論をした方もいらっ

しゃいましたが、私はそんなことは全く部門が別

なので、しっかりとその部門ごとに利益を出して

いくのが企業というものですから、そういう考え

方をやめてほしいというふうに、僕この場で言っ

たような気もするので。 

そういうことも含めながら、網走市の市民の足

をしっかり守ると。万が一、この事業者が撤退し

たときは、本当に市営バスか何か考えなくてはい

けないという事態になってしまうのです。それは

現実的には不可能なのですよ。そこをちゃんと理

解して、議論していかないと駄目だなというふう
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に感じました。 

これは整理の意味で聞いただけで、次に行きま

す。 

農業委員会費、なぜ聞くかというと、昨日から

もすごいのですね、満額回答のベースアップが、

ばんばん上がっているので、物価が上がっている

ので、当然そういうことにならないと生活がやっ

ぱり苦しくなってくるので、すごいのですが、

びっくりするぐらいの状況が今行われています。 

農業委員会費は条例で多分決まってつくられて

いるのでしょうから、ずっと固定されています

し、我々議員も、昔はそこに出向していましたの

で、それがなくなっても、その前からも同じ金額

があるような気がしたのですが、現状としてどう

ですか。見直しとか、そういう検討とかしたこと

があるかないか、原課のほうでお答えください。 

○高畑公朋農業委員会事務局次長 農業委員の委

員報酬につきましては、直近では平成30年に改正

を行いまして、それまで会長が月額４万4,000

円、委員が３万1,000円だったものを、会長、委

員それぞれ6,000円を加算し、現在は会長が月５

万円、委員が３万7,000円となっております。 

委員報酬につきましては、道内の各市の状況で

すとか、他の委員報酬等を勘案しまして、必要に

応じて今後検討をしていけたらなというふうには

考えております。 

○栗田政男委員 報酬の件は、平成30年ですか

ら、でもかなりたっていますよね。当然、時代も

変わりましたし、検討はしてほしいし、ただ、

やっぱり国の制度ですから、網走だけ特別してい

くという話にもならないでしょうから、その辺の

バランスはしっかり取っていただきたいと思いま

すが、随時検討はしてください、本当に。一生懸

命やっていらっしゃいます。 

たまたま当市の場合は、外部から１名、非農業

者が入っていますけれども、ほとんどが農業者

で、当市の農業者は豊かだから、そんなにお金の

こと言わないと思うのですが、これは言わないか

らしない、検討しないという話ではなくて、やっ

ぱり私たちがきちっと誠意を尽くして考えてあげ

る事案ではないかと思います。 

報酬だけではなくて、各視察に農業委員会が行

く場合に、経費が発生しますよね。そういう場合

も、我々議員もそうなのですが、前の予算額では

なかなか厳しくなってきているという現状が今あ

るのですが、その辺も含めてどうでしょうか。 

○高畑公朋農業委員会事務局次長 農業委員の視

察につきましては、農業委員の重要な研修の一つ

と考えておりますし、委員の見聞を広める意味に

おいても、必要なことと考えております。 

昨今の交通費や宿泊代が高騰している状況もあ

りますので、令和６年度予算につきましては、委

員９名と随行分で177万4,000円となっておりまし

て、昨年が委員８名分と随行ということだったの

ですけれども、昨年の当初予算と比較しまして30

万2,000円の増加というふうになっております。 

○栗田政男委員 しっかりと対応しているという

ことがわかりました。 

農業委員会は、私は１回しか参加というか、最

後ですから古都委員と２人で参加していたのです

が、本当に一生懸命視察をして、勉強になりま

す。我々議員の視察よりも、むしろ勉強になると

いったら、ちょっと語弊があるのかもしれないの

ですけれども、それくらいしっかりとやってい

らっしゃるという意味では、大変効果的だと思い

ますし、私たちも本当にそういう分野はあんまり

明るくないので、勉強になりました。今は行けな

いので残念ですが、そういう形で進めていただけ

ればなというふうに思います。 

農業委員会は終わります。 

それと、湖畔園地の管理事業なのですが、これ

以前、先輩の議員はずっとおっしゃっていまし

た。「いつまで多額の費用をかけて、方向性を決

めないでいるのだ」ということをおっしゃってい

て、僕が引き継ぐ立場なのですが、何か方向性と

いうのも見えそうですかね。どうでしょうか原課

は。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後５時21分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時22分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

 観光課長。 

○井上博登観光課長 大曲湖畔園地の利活用につ

いてですが、現在は、収穫体験圃場や日本体育大

学高等支援学校による体験圃場、緑肥作物による

花畑の造成を行っております。 

収穫体験農場では、観光客や修学旅行生、市内

保育園等の収穫体験受入れを実施しており、観光

客等からの認知度も上がっているところです。 
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緑肥作物による花畑につきましても、ヒマワリ

畑が、オホーツク網走マラソンのゴール地点に

なっていることや、メディア等でコスモス畑、ヒ

マワリ畑の両方が取り上げられていることもあ

り、一つの観光資源として確立されてきたところ

であります。 

大曲湖畔園地につきましては、平成28年８月に

園地内が冠水したことに加え、水防法の改正によ

り、洪水浸水想定区域と水浸の拡大により、今後

の整備には浸水を前提とした利活用をしなければ

ならなくなったことから、平成29年より現状の利

用形態や利活用を基本とした大曲湖畔園地管理方

針を策定したところでございます。 

今後もソフト面での活用を図っていくところで

はありますが、昨年には観光協会の事業としまし

て、収穫体験後にキッチンカーでお買物して、そ

のまま大自然をバックに、一休みをしてもらう

「畑deカフェ」を週末に実施しまして、198名の

利用がありました。 

そのほか、日体大高等支援学校が栽培しており

ますブドウについてもワインが製造されるまでに

至ってきておりまして、卒業生にワインをプレゼ

ントするというすばらしい取組も成果が生まれて

いるところでございます。 

今後も、東京農大の先生や観光、林業関係者等

で構成されます大曲湖畔園地整備利用推進協議会

において、有効な利活用について協議してまいり

たいと考えております。 

○栗田政男委員 こつこつと事業を進めていると

いうことは理解しました。 

予算もそんなにたくさんついているわけではな

いので、最近はね。機械も、人も、結構ダメージ

があるみたいなので、大変ではないかという気が

するのですが。 

一つのアイデアとして、僕はよく湧別町の

チューリップ公園を見るのですが、チューリップ

公園は２か月くらいなのですね。あともうほとん

ど畑で何にも活用しないのですよ。結構似ている

のですよ、湖畔園地と。 

ところが、通年活用しているのが、実は四日市

市に近い桑名市になるのかな、有名な「なばなの

里」は、夏場はすごい花畑です。冬はあっちも無

理ですから、植物は。イルミネーションが日本

一。それで通年で素晴らしい成果を上げていま

す。 

ナガシマリゾートグループというところが、遊

園地から、温泉から、あと三井のアウトレット

パークも、すばらしいものがあるのですが、人口

集積地ですから、一概に比べられないし、あれだ

けの投資をするなんていうのは当然この網走では

無理なのですが、ちょっと参考にネットに出てい

ますから、ナガシマリゾートグループの取組は必

要なのかなと。 

何にもないところも観光地になるという実例で

す。何にもなかったところ、河川敷の何にもな

かったところが、とんでもないお金を生む観光地

になるという実例ですから、参考のために申し上

げます。 

頑張ってやっていただきたいのと、できるなら

ばやっぱり方向性、観光と農園、いろいろな形で

日体大のほうも近いですから、いろいろな構想で

多分市長も考えられて、工場も造ってみたいし、

あの子たちが卒業したところに働ける場所もつく

りたいと思っていると思うのですよ。僕もそう

あってほしいし、そういう環境をつくりたいの

で、いろいろな知恵を絞り出して進めていければ

なというふうに思いますので、これ以上は言いま

せん。 

続いて、内水面の漁業もいろいろ、シジミのこ

とすごい心配していたのですが、回復の基調があ

るし、少し光が見えたかなという気がします。 

これは質疑というか、あれなのですが、去年ま

では非常に大変な状況ですね。生活すらこのまま

だと廃業しなくてはいけないような状況だったの

で、ただ、すぐに楽にはならないので、しっかり

と支援をしてほしいし、回復してある程度また安

定して、出るまでの間はそんな簡単にいかないと

思うので。どうですか、原課のほうで支援の体制

は、いろいろやっていらっしゃるものもあります

し、それを繰り返しに言ってもらっても困るのか

な。いいですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 網走湖のシジミの状況

と漁業者の経営状況についてでございますけれど

も、今、委員から御指摘がありましたように、網

走湖の水揚げ、2018年、890トン、金額で６億

7,000万円ございました。それが2023年今年度、

漁獲量380トン、金額３億4,000万円まで減少し

て、ほぼ半減でございます。非常に厳しい状況と

いうふうに認識してございます。 

このような中で、当市としては、先ほど来から
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御答弁させていただいておりますけれども、網走

湖シジミ資源安定化事業、網走湖シジミ種苗生産

支援事業、それから網走湖水質・資源調査事業補

助金などを実施して、今までサポートしてきてい

るような状況でございまして、当然でございます

けれども、これらの支援というものは、引き続き

実施していきたいというふうに存じております。 

あわせまして、先ほどの答弁でシジミの資源が

加入してきているというような状況なので、そこ

をもうちょっと補足させていただきますと、今推

定個体数が約80億以上いるというお話はしたので

すけれども、今一番多いのが10ミリから15ミリ、

それから15ミリから20ミリという、まだ漁獲対象

となるサイズにはいかないぐらいのサイズが多い

です。しかしながら、今研究機関等の見解では、

15から20ミリの一部が今年ぐらいから漁獲対象に

入ってくるのではないかということが言われてお

りますので、この辺り十分、市としましても見て

いきながら、当然ですけれども、また必要に応じ

て政策等、必要であれば検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

○栗田政男委員 繰り返すので、その辺はしつこ

くやりませんけれども、大変な状況なので、私は

何度も言っています。なくなったものを立ち上げ

るのは大変です。あるものを存続させることが

やっぱり地域はすごく大事なので、支援はしっか

りと最後の最後までしっかりやってほしいので

す。 

いろいろなやり方があると思いますし、可能性

は何ぼでも探せばありますから、所管だとか何と

かという話ではなくて、市全体で支えてあげない

と、網走の財産ですから。 

シジミは今全国的に減少しているのですね。本

当に取れなくなっているし、宍道湖なんかも、今

言った多分それ食べていると思いますよね、その

大きさ、どんどん。青森なんかは結構大きなシジ

ミですけれども、それも減少しているし、サプリ

メント等でやっぱり需要がすごいのですね、高級

品になってしまって。 

シジミは皆さんも知っているとおり、冷凍する

とすごく成分が変わって体にいいということに

なっていますから、冷凍したもののほうがいいと

いうことになっているので、そういうことからも

やっぱり健康食品、網走の財産としてはやっぱり

そんな簡単にほかの地域でまねできないものです

から、ぜひとも力を入れて、みんなで守っていき

たいなというふうに思います。 

これで、川合部長に前にお願いしたのですが、

一般質問のときに僕言ったのかな。やっぱりその

実情を知りたいから、現場サイドと漁師たちと話

す機会が欲しいなとお願いしたら、何とかします

と言ったのに、ちょっと答弁をお願いしたいので

すけれども。 

○川合正人農林水産部長 前に一般質問でそうい

うお話を頂きました。私のほうでは、漁業者のほ

うと話をして、必要であれば、そういう機会を設

けさせていただきたいというお話をさせていただ

いたと思います。 

その後、網走漁協ともお話をしまして、「そう

いう話があるのだけれどもどうでしょうか」とい

う話をしたのですけれども、「今はまだそういう

話をするところではない」というふうにお話を頂

いたので、伝えていなかったのは申し訳なかった

のですが、一応そういうことでお話し合いのほう

はまだしなくていいというふうに言われておりま

した。 

○栗田政男委員 最後に部長としての答弁をいた

だきまして、ありがとうございます。 

それでいきますと、残ったのは、いよいよふる

さと納税関連かな、になろうかと思いますが、こ

れも、まだ今日は誰も議論していないと思うので

すが、実はあれですよね、飲料水といっていいの

かな、お酒関係の事業者が断念したということで

減額補正を今回されまして、本当に残念なのです

ね。時期も悪いといえば悪いのですけれども、ぜ

ひとも、再挑戦に向けての火は消さないでほしい

と思いますし、違った形でもしっかりやってほし

いなというふうに思うのですが。 

まずはここに出ている「おいしいまち網走」Ｐ

Ｒ事業、これ10億円になるのでしょうかね、10億

8,800万円。これについてどういう予定なのか教

えてください。 

○中村幸平商工労働課長 「おいしいまち網走」

ＰＲ事業に関しまして御説明申し上げます。 

網走市のほうに、ふるさと寄附という形で寄附

を頂いた際に、網走市の特産品を返礼品としてお

送りする形で地域のＰＲをしていくといった趣旨

の事業でございます。 

ふるさと寄附自体は、地域を応援するといった

趣旨で全国から寄附を頂く形に対するものでござ
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います。これまでの令和３年、令和４年までのと

ころは、22億円前後の寄附を全国から頂いている

ところでございます。大変ありがたいことでござ

います。 

また、令和５年度につきましては、先日、減額

補正のお話をさせていただいているところではご

ざいますが、寄附額といたしましては16億円を若

干下回る程度で年度を完了する見込みではござい

ますが、それでも15億円という形で非常に大きな

御厚意を寄せていただいているところに、改めて

感謝を申し上げたいと思います。 

寄附の「おいしいまち網走」ＰＲ事業の経費の

内訳について御説明申し上げます。 

内容といたしましては、寄附を頂いたものに対

する返礼品、これは総務省のルールで、金額とし

ては３割を上限とすることとされております。そ

の返礼品に、いわゆる品物代、これは市内の事業

者が提供といいますか、そういった返礼品を取り

扱って登録して選んでいただく、あるいはそう

いった形を用意する返礼品でございます。 

そのほか、その返礼品を実際にお送りする送料

の部分、また実際に寄附を集める際にはポータル

サイト、大手でいいますとふるさとチョイス、楽

天、さとふるなど、そういった寄附を募集する

ポータルサイトに掲載をして、多くの方に見てい

ただく必要がございます。その部分に関するサイ

トの掲載に関する手数料。 

また、そこに各市内の事業者とポータルサイト

の間を中間業務としてつなぐ中間の事業者、そこ

に関する委託料、また、寄附を実際にされるケー

ス、カード決済などといったところがあります。

それらの寄附に関する決済手数料、また寄附を頂

いた際は確定申告、あるいはオンラインワンス

トップという形で、寄附額2,000円を控除した残

りの部分が税額から控除されるという税制となっ

ておりますので、それらの申請の制度、オンライ

ンワンストップ特例という名称で通称呼ばれてお

りますが、そういった申請に関する書類の送受信

に関する郵送料など。そういったものと合わせ

て、事務関連の経費といたしまして、事務に携わ

る人件費の部分、そのほか広告、宣伝費というこ

とで、より網走をＰＲしていくための経費、トー

タルのところが今年度10億8,800万円という計上

となっております。 

なお、総務省のルール、令和５年度中に変わり

まして、昨年度までは一部対象と、経費に含めま

せんよと言われていた経費がありました。その関

係で、昨年が11億7,299万1,000円の当初予算で見

ておりました。これは全体としては50％を超える

経費ではございましたが、このうちの一部が経費

の対象とは見ないというところなので、残りの寄

附の積立金の部分と合わせまして、５割に収まる

範囲という数字であったところなのですが、今年

度については、その部分についても全て経費対象

となるというところでございまして、この「おい

しいまち網走」ＰＲ事業全体が網走市の寄附を受

け付けする関係で必要な経費総額でございます。 

○栗田政男委員 ふるさと納税を詳しくいただき

ました。わかりましたよ。よくわかった。 

つまり、22億円集めるためにはこれだけの経費

が必要だと、早い話が、ということだと思いま

す。経費を引いて、半分、その倍ですよね。10億

円ぐらいが予算づけを今回しました。いろいろ減

額補正する理由は聞きました。聞いていましたの

で、理解しています。それをなおかつ置いておい

て、今年はそういうトラブルもなく正常にいけ

ば、以前の数字に近いところまで予算づけできる

ということで22億円ということで予算づけしたと

いう理解でいいのか。 

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘のとおりで

ございます。  

昨年度ルール改正に対応する部分で、経費、返

礼品の割合を一定程度見直す、経費を削減しなけ

ればいけない。 

また、それに伴う中間事業者の統合、整備に

よって経費の削減などを行う。結果として、ポー

タルサイトへの掲載の一時停止の期間なども含

め、露出が減る機会もございました。そういった

要素を令和５年度中にクリアしているステージで

令和６年度がスタートできるという部分。 

また、地場産品生産性向上という別のふるさと

寄附の返礼品を提供するという事業者向けの設備

投資の補助金などの活用も令和５年度中に幾つか

ございました。 

それらが実績として稼働に見込まれてくるのが

令和６年度という部分でございますので、通年で

の稼働が見込まれた場合については、令和３年、

令和４年並みの金額が見込まれると考えていると

ころでございます。 

○栗田政男委員 もうちょっと端的に説明してい
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ただきたいと思います、わかっていますから。 

それで問題はね、僕は代表質問のときに言いま

したけれども、マンパワーが足りないのではない

かという気がしています。 

原課のほう行ってお話を聞いているときに、一

体担当者は何人でやっているのかといったとき

に、今現状、何人でやっていらっしゃいますか。 

○中村幸平商工労働課長 現在、商工労働課のほ

うで、ふるさと納税に関しての担当職員は、常勤

の職員が1.5名、会計年度の事務職員が２名と

なっております。 

○栗田政男委員 それで1.5人なのか、会計年度

だから補助的なことなのかなとなると、マンパ

ワーがすごい必要だと僕は思うのですね。例えば

商品開発するにしても、業者との打合せ、ポータ

ルサイトも結局ネットだけの話ではなくて、業者

ともしっかりと打合せをしなくてはいけないし、

今度はアマゾンなんかも参入してくるので、当然

アマゾンが参入すると一番、１位に上がる可能性

が高いので、そういう関係もつくっていかなくて

はいけないですよね。 

そういったときに、このマンパワーでどうやっ

て商品構成をしながら仕掛けをつくって、力を入

れると当市は言っているのだよ。言っているのだ

けれども、これ原課に言って、あなたが人数を増

やすということはできないでしょうけれども、

こっちに言っているのだが、答えてもらっても構

わないが、不可能だと思うのですよ。 

商売として考えてはまずいのかもしれないけれ

ども、僕はどうしても商売として考えてしまうの

で、投資対効果ですよね。やっぱりここは、マン

パワーは必要なのだよね。少なくても力を入れて

やるのであれば、ここを強化するということは

やっぱり人がいないと、やりたくてもできないの

ではないかと僕は気がするのですが、どうでしょ

うか。 

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘のお話の部

分、寄附の増額に向けてどれだけ力を入れていく

か、取組を進めていくかという部分でございま

す。 

先ほど委員のほうからもおっしゃられていまし

たように、この制度自体が寄附というところで、

稼ぐという趣旨と地域をＰＲする、事業者の点で

いうと販路の一つとして捉える部分等あるかと

思っております。 

またその中で、一方、経費率の設定が非常に大

きなハードルになっております。特に人件費の部

分は固定ですので、寄附額の増減にかかわらず、

配置した段階で一定程度の経費が当然大きくなっ

てくる部分です。 

その中で、網走市の寄附のこれまでの実績、こ

れまで網走市を選んでいただいている実績という

部分では見込みとして22億円程度が妥当な数字で

はないかなと。これはあくまでも実績からのとこ

ろで、目標値ですとかゴールですとか、そういっ

た設定の意味合いではございませんが、その中か

ら積算した中での経費の中で条件の中で増額に向

けた取組をしたいと考えております。 

○栗田政男委員 例えば市内の業者にお願いしま

す。多分関連して地場産品の製作補助で２億円つ

いているので、多分その辺も絡んでくるのだろう

と思います。 

そういったときに、いろいろな仕掛けをした

り、業者との打合せをしたり、とんでもなく忙し

い作業、おまけに総務省に報告はしなくてはいけ

ない、いろいろなものの決裁しなくてはいけな

い、税対策の書類は作らなくてはいけない、いろ

いろなことが出てくるのに、この人数で力を入れ

てやっていくといっても絶対無理なのですよ。 

だから、力を入れるということは、マンパワー

で、先行投資で、いろいろな形で工夫をして、人

員を増やして、プロジェクトをつくらないと、高

額な寄附を頂けることにはならないのですね。寄

附という言い方をしたら、善意だという言い方を

しているけれども、ある面で寄附される方は返礼

品が目的の部分も、はっきり言うとあるのです。

だから伸ばしているところはめちゃくちゃ伸ばし

ているわけですよ。 

その差は、10年たつとどうなりますか。これは

危機的ですよ。財源がどうのこうの言ってられな

い。今やらないでいつやるのだと、僕、何度も言

い続けているのだけれども、やるだけのことやっ

てできないのならしようがないけれども、やるこ

と何もやらないで、今の範囲の中でやりましょう

というようなことで、伸ばしていけるわけないで

はないですか。だから、これ本当に残念でしよう

がない。 

民間の力も必要ですし、いろいろなことでそれ

をコーディネートしてくれる人もいれば、網走の

間違いなくプラスになりますから。自主財源とし
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て、こんなすてきなものないのですよ。いろいろ

な活用ができて、網走をＰＲできるわけですよ。

みんな住んでいる人たちも助かるし、今もう本当

に稼ぐ稼がないという、その言い方をね、稼ぐと

いう言い方をするとやっぱりこの場ではふさわし

くないのでしませんけれども、上げる競争だと思

います。自治体間の僕は競争だと思います。 

その中で勝ち残っていくため、だから多分原課

のほうでも、例えば成績のいいところに電話して

聞くことはできないでしょう。どうですか。 

○中村幸平商工労働課長 それぞれの自治体が取

組を独自に進められている中で、当然、情報収集

に努めている部分はありますが、それぞれの考え

方の下やっている部分について、必ずしもオープ

ンになるわけではございませんので、把握し切れ

るところではないかと考えております。 

○栗田政男委員 原課をいじめているわけではな

いので、勘違いしないでください。 

だから、力を入れて取り組んでいきますという

ことは、市長も含めてやっぱりしっかり取り組ん

でほしいのですよね。今しかないですから。多分

総務省だって、どんどん規制は厳しくなるでしょ

う。 

最初、当初20年に始まったときよりは継続性は

出てきたのですよ。財源として確保しているとこ

ろはあるので、急に来年からやめますということ

には、多分総務省もできないような状況になって

しまっているので、規制は増えていくでしょうけ

れども。 

このふるさと寄附で、そもそもが、中央から地

方にお金を移譲するシステムですよね、もともと

の始まりが。そのシステムを活用しない手は、僕

はないと思うので、ぜひとも力を入れるのであれ

ば入れるなりの姿勢をしっかり当局も持ってほし

いなというふうに思います。 

本当に残念ですし、このまんまずっと指をくわ

えて見ていられると、とんでもない差が開きます

よ。そして、まちづくりにすごく影響します。そ

の実例がこの周りにいっぱいあるわけですよ。 

弟子屈町、あの山の中が今どういうことになっ

ていますか。川湯温泉が。皆さんも見に行ってく

ださい。とんでもないことが起きていますから。

それもある面では、ふるさとの原資を活用した事

業が身を結んでいます。 

いろいろなことが出てくるので、本当に残念だ

し。今日、以前ね、商工会議所の皆さんがいらっ

しゃれば、声を上げて言いたかった。コロナで止

まってしまっているのでこういう形なのですが、

本当にもったいないし、やればできることをやり

ましょうよ、みんなで、知恵で。少しずつでも上

げていかないと、あまりにも差がつき過ぎ、あま

りにも。 

やっぱり成果なのですよ。成果が出ないという

ことは、申し訳ないけれども、やっていないって

いうことなのですよ。成果主義に走るのが全てで

はないけれども、ぜひとも何とかお願いしたい

な。もうこれ以上は、僕、多分公には言わないよ

うにしますが、何とか強化するってことはいろい

ろなことができますから、まだ。 

勝算はあります。やらないのは、やらなければ

勝算のところには行き着けないので、ぜひとも取

り組んで、網走のためにしっかりとした取組を進

めていただきたいなというふうに思います。 

これだけ、本当にお願いしたい。もう強く言う

というよりもお願いしたい。 

以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

 立崎委員。 

○立崎聡一委員 重複して質問がありますので、

本当に聞きたいことだけ、２点だけですけれど

も。 

レイクサイドパーク・のとろ管理運営事業につ

いてです。 

事業内容と、それから今年の増額分についての

お話も、石垣委員が質問されたときに理解はしま

した。松浦委員のほうからも、年間パスポートの

金額についてのお話を頂きました。 

年間パスポート、要するに利用者を増やしてく

れという話ですけれども、実は、利用者の中で

コース設定がかなり厳しいという御指摘を受けま

して、これは一部の大会ですけれども、年金友の

会の大会、いつも何百人という方が参加する大会

なのですが、コース設定が難しいよというのは、

年度当初、オープンしたときに利用されたパーク

ゴルフの皆さんが、御高齢の方が多いので、ＳＮ

Ｓとかではなくて生の声でどんどん広がっていっ

て、実は「やはり難しい、だからあの大会は出な

い」、「あそこでやる大会は出ない」、「出たく

ない」というような声も、全部ではないでしょう

が、上がっているのですが、その辺についての認
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識をお伺いしたいなと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 レイクサイドパーク・

のとろのコースの関係ですが、レイクサイドパー

ク・のとろにつきましては、オープン当初から網

走にもあります日本パークゴルフ協会の網走支部

のほうといろいろ調整をしながらやってきてござ

います。 

そのような中で、現在、公益社団法人日本パー

クゴルフ協会が認定する公認コースの認定を受け

てございます。大会とかやるときに、こういうよ

うな認定がないということで受けているのですけ

れども、そのため５年に一度、パークゴルフ協会

の現地審査を受けて、審査員の指示によってコー

スの軽微な修繕、修正ですね、ＯＢ杭の間隔とか

安全面を考慮したスタートやカップの位置の変更

というものはございます。ただし、大規模なコー

ス変更は予算措置が必要なことから、利用者の

ニーズも多様なので、私どもは容易でないと認識

してございます。 

今お話のありました、コースが難しくなったと

いう話につきましては、令和３年にコースの認定

の際に、網走パークゴルフ協会からレイクサイド

パーク・のとろのコースの難易度がＣということ

で、非常に低いというような要望があった中で、

パークゴルフ協会のほうから要望書を受けて、軽

微な改修で、芝の刈り方とティーグラウンドの位

置の変更ですね。ティーグラウンドの位置につい

ては、安全上の位置の変更なので、今お話のあっ

たところ、多分ちょっと私の認識としては、芝の

刈り方でちょっと難しくするような話がありまし

て、その辺りのことなのかなというふうに思いま

した。 

この状況については、やはりほかの利用者の方

から難しすぎるという意見ももらっておりまし

て、ある程度の改善というものは指定管理者とと

もにした状況でありますけれども、今その利用者

の中で、減ってはきているのですけれども、私の

認識では二極化ですね、結局、大会でやっぱり勝

ちたいという本格的な方と、一方で、体力づく

り、楽しみたいというような方がいらっしゃるの

で、そのような方の意見の食い違いというものが

今生じているということは認識してございます。 

○立崎聡一委員 細かい御説明ありがとうござい

ます。 

 先ほど松浦委員の話を聞いていて、年間パス

ポートを利用するのにやっぱり金額が高いという

ことは、利用者が少ないと高くならざるを得ない

のだろうなという気もしたのですよ。 

そこら辺も含めて、もちろん競技としてやはり

腕を磨きたい、上の大会を目指したいという気持

ちもわかりますし、それから、私がお話しいただ

いた人は、やはりみんなでわいわい楽しくやりな

がら体力をつけたい。 

80歳以上のおじいちゃん、おばあちゃんが元気

に走り回っているとまではいかないにしても、

コースの中を歩いているので、それは大変申し訳

ないですけれども、昨年も猛暑の中歩いていて、

すごいなというふうに、逆にこっちが感心するく

らいだったので、その辺のことは今後いろいろ協

議しながら、どういうふうにしていったらいいの

か、一番いい形をやっぱりつくっていきたいなと

いうふうに思いますので、その辺また御相談に伺

いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

それからもう１点、昨日もお話ししたのですけ

れども、バスがなくなってから結構たちまして、

地域の人たちといろいろお話ししますと、当然、

採算性の合わないバスはやめなければいけない。

その代わりに、例えばスクールバスですとか、そ

れから患者輸送バスですとか、そういった代替

え、代替えという言い方が正しいかどうかわから

ないのですけれども、代わりになるものがある

と、やはりそれを利用するというか、ただ、だん

だん利用しづらくなってきた部分もある、それか

ら便利になってきた部分もあると思うのですよ。 

正直、車社会が、バスがもともとあった頃、僕

が小学生の頃ですから、もう40年も前の話ですけ

れども、そこと比べると随分と変わったのだな

と。 

ここへ来て、やっと、どこバスが市内では普及

されてきました。そして大変人気があり、呼んで

もなかなか来ないというぐらい人気が出てきてい

るのだなというふうに、私は実感しております

し、ちょっと利用したことはないのですけれど

も、お話は伺っております。 

郊外地区にも、ついにどこバスというわけでは

ないのですけれども、乗り合いタクシーというこ

とで、実証実験をされる。深津委員の質問で、事

業内容のほうを聞かせていただきました。 

５か所、５地区というのですか、西部と東部で
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分けてやると言っているのですけれども、各地区

によって置かれている環境は全く違うと思うので

すよ。そのときに、各地区の人たちと当然お話し

合いをして、各地区に一番合った状況で、用意ド

ンでスタートするとは思うのですが、ただ、その

中で今度、５か月間やるわけですから、いろいろ

なことを想定して、実際やってみるとやっぱり不

具合は出てくると思うのですが、その辺はいろい

ろと改善というのでしょうか、試しながらやって

いくという意識は当然あると思うのですが、一応

確認はさせてもらいたいと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 郊外地区乗り合いタク

シーの運行実証実験事業に関するお問合せです

が、まず、実証実験という点で、運行体系のイ

メージというものは一定程度、先ほど御説明差し

上げた内容のところであるところでございます。 

ただ、それ自体が実際の地域に合うものなのか

どうかはわからないので、実証実験を通して、地

域の中で使いやすい、使い勝手がよい形で持続可

能な交通体系が構築できないかと、そういった趣

旨で実施するものでございますので、委員御指摘

のとおり、実証実験を通して、様々な課題が出て

くることを期待しているところでございます。 

○立崎聡一委員 よろしくお願いしたいなと思う

し、もちろん僕らも協力しながら、地域の人たち

がいろいろ、ここはこうしたほうがいい、ああし

たほうがいい、もちろんできることとできないこ

とはあると思うので、でもその辺はやはりお互い

に議論し合って、西部地区にしろ、東部地区にし

ろ、距離感も全然違うと思うのですよね。 

例えば清浦なんていうところは、本当に極端に

遠いところですし、そんなこと言ったら本当に差

別になってしまうのかもしれないけれども、でも

距離感は絶対あるので、そういうところですと

か、あと、多分バス路線、昔のバス路線、覚えて

いる方がいると思うので、そこがやっぱり基本に

なって、運行経路とかは考えられていくのだろう

な。 

ただ、今人口集積率の割合でいくと、例えば集

団単位でのほうがいいですとか、いろいろお話を

これからまだしていかなければいけないと思いま

すけれども、その辺はいろいろ議論したいなとい

うふうに思います。 

それから、ライドシェアのこともありますの

で、前任の課長もかなり力を入れて頑張っていま

した。ただ、なかなか難しいのですよね、やっぱ

り。思いはわかるのですけれども、なかなか実践

するとなるとハードルはやはり高いので、高い

ハードルはくぐればいいと言った人もいますけれ

ども、なかなかそうもいかないので、今回実証実

験をせっかくやってくれるという話なので、これ

は一緒になって頑張っていきたいと思いますん

で、よろしくお願いしたいなということで、私の

質問を終わりたいと思います。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。再開は、午後６時10分といたします。 

午後６時00分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 それでは、次の質疑者、挙手願います。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 大分重複していますので、気に

なるところだけ確認させていただきます。 

まず、季節労働者生活資金貸付事業、100万円

という計上あるのですけれども、これまで実績は

ありますか。 

○野口公希観光商工部参事 御質問いただきまし

た季節労働者の貸付けについてですが、過去の実

績ですが、平成９年度に１件の申込み利用があっ

た以降は利用の実績はありません。 

○小田部照委員 だと思います。 

実は、季節労働者の方々、こんな事業があるこ

とすらほとんどの方はわかっていません。何十年

も使われていないような事業ということで、事業

内容を見直さなくてはいけないのだと思います。 

貸付、無担保、無金利で貸し付けているのか、

まず事業内容はどういうものなのか伺います。 

○野口公希観光商工部参事 事業内容ですけれど

も、市内に居住する季節労働者に対し貸付けを行

い、冬期間の離職期間における生活の安定を図る

ものとなっております。 

要件といたしましては、生計を維持している世

帯主でありますとか、扶養家族を有する者、１世

帯の貸付けの限度額は20万円以内となっておりま

す。 

現在、市のホームページのほうには、この事業

のことを掲載しているところでございます。 
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○小田部照委員 市のホームページには掲載して

いても、肝腎の季節労働者の方が見ていない、わ

かっていない事業だと思います。そして、27年前

から使われていない。そして、何ら改善、事業内

容、変更もされていない、金利等も、時代の流れ

も、27年もたっていれば、大きく時代は流れてい

ますので、これ事業をしっかり見直して、もう少

し利用しやすいように改善すべきだと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 利用されない、利用

の実績があまりないということにつきましては、

近年、低金利でありますとか、コロナ禍でいろい

ろな貸付事業があった中で、いろいろ制限がある

こちらの貸付事業よりもほかのものを選ばれたと

いうところが実情としてあるのかなというふうに

は考えております。 

ただ、一方で、北海道を中心に他の自治体の同

じような施策をやっている中で、やはりなくすべ

きではないかとか、いろいろな議論がされている

というところは確認が取れました。 

どのような形で変更すべきなのか、変更につい

ての議論をするべきなのかというところは、関係

者含めて検討してまいりたいと思います。 

○小田部照委員 コロナ禍とはいっても、ここ

五、六年利用実績がないわけではないので、もう

27年前から使われていないということで、周知の

ほうもほとんどしていない事業だと思います。

ホームページを探っていかないと見られないし、

季節労働者の方々がこんな事業があるということ

を、僕も正直あまり気にしてなかったので、気づ

かなかった事業の一つですけれども。 

今言ったように、必要なければ、必要のある形

に改善すべきだと思いますので、ぜひ一度ホーム

ページのみならず、広報あばしりでもいいので、

一度きちっと市民、季節労働者の方に周知して、

変な話、借りたいという人、実は知らなくて、い

るかもしれません、いろいろな諸事情あって。そ

ういう方がいるかもしれない。まずは周知の方法

をホームページ以外にもやっていただきたいと思

いますが、いかがですか。 

そして併せて、当市としてホタテ船だとかの方

も季節労働者に当たるのですよね。失業をもらう

方、建築の関係とかも、たくさんいるのですが、

担当課は、網走市に季節労働者は何名いるという

ことはしっかりと実体把握されておりますか。 

○野口公希観光商工部参事 御質問２点頂いたか

と思っております。 

まず、周知の方法ですけれども、季節労働者の

方にまず知っていただく。知っていただいた上

で、使うか使わないかは、御本人が判断する、ほ

かのものも含めてというところが原則になってく

ると思いますので、方法はまた検討させていただ

きますけれども、何かしらの形で周知、知ってい

ただくということができればなというふうには考

えております。 

２点目の季節労働者の人数把握についてですけ

れども、斜網地域通年雇用促進協議会という季節

労働者の方向けの事業をやっているところがござ

います。こちらのほうで把握している数といたし

ましては、令和４年度末で610人ということで、

網走市内で610人ということで把握しておりま

す。 

○小田部照委員 610人、一定数の方々がいるの

だなと思いました。この方々に、この事業がある

ということを知ってもらうということが、まず大

前提というか、当然のことですけれども、使う使

わないは別なのですが、使いやすく改善するな

り、中身をいろいろアンケートを取るなりいろい

ろして、これはもう27年も活用されていない事業

なので、事業として要るか要らないかも含めて検

討しなくてはならないと思います。 

そして、季節労働者の方々は、ハローワークに

失業の関係で行くと思うので、足を運ばなくては

いけない、受付とかいろいろあるので。そういう

ハローワークに御協力いただいて、そういう網走

市のチラシがありますよとか、これ必ず配ってく

ださいとか、ちょっとお願いして、１回この令和

６年度、まず知ってもらう、こういう事業があ

る。知ってもらわないから活用しないのかもしれ

ない。本当は活用したい、活用しやすいものであ

れば、という人もいるのかもしれないので、ぜひ

そういったことに留意しながら、令和６年度、活

用受付ぐらいあるような事業にしていただきたい

のですが、いかがでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 委員御指摘のとお

り、まず知っていただくということと、まずは周

知を図るということに尽きるのかなと思っており

ます。当然、制度がある以上は、必要な人には

使っていただきたいというところは根底にござい

ますので、いろいろな方法を含めて、今後いい在
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り方について考えてまいりたいと思っておりま

す。 

○小田部照委員 よろしくお願いします。 

次に、サンゴ草群生地再生保全事業、約300万

円、これ毎年計上して、サンゴ草の時期に合わせ

て、きれいに見えるように保全活動をしているわ

けなのですが、前から何度か質問させていただい

ております。 

サンゴ草まつりの時期も含め、この８月、９

月、相当数の観光客の方がサンゴ草を見に来られ

ています。実際、昨年質問したときには、シーズ

ンで10万人ぐらい来るような御答弁いただいてい

ました。すごい数の人が来るのだなと。僕も実際

ちょっと現場に何度か足運んで、芸能人ではない

けれども、何か写真を写したり、いろいろな人が

来られているのですよね。 

前も話したのですが、ここ10万人も訪れて、何

もお金の落ちる仕組みがないのですよね、稼ぐ仕

組みが。これもったいないなとずっと思ってい

て、質問もしてきているのですが、なかなか事業

化というか、されていかないというような状況な

のですよね。この辺、担当課としては、どのよう

に捉えているでしょうか。 

○井上博登観光課長 サンゴ草の現地で消費をし

てもらえるような仕組みづくりについてですが、

昨年も同様のお話をいただきまして、仕組みづく

りについては、長くサンゴ草の育成に御尽力をい

ただいております卯原内観光協会の事業として検

討していただくことがまずは大切ではないかと考

えまして、昨年の５月に、卯原内観光協会の方々

と飲食を提供する出店などについて一度意見交換

をさせていただきました。 

その中では、ぜひそうした取組ができればよい

と思うが、なかなか長期間にわたり人手を確保す

ることができないため、そういった対応が少し難

しいのだというようなお話を頂いたところです。 

卯原内観光協会では、対応が難しいというお話

でありましたけれども、それ以外の地域の方々

で、飲食の提供等を検討してくださるような方が

いらっしゃるようであれば、そういった方々や卯

原内観光協会とも意見交換をさせていただきまし

て、どういった方法が取れるのか考えてまいりた

いと思います。 

○小田部照委員 既に観光協会の方々としっかり

協議をしていただいているということで理解いた

しますが、正直、観光協会の方々はそれぞれ仕事

を持っていますので、忙しい時期ですので、マン

パワーはないので、なかなかやりたくても携われ

ないということなのですよね。 

実はこれ、試験的に現場の地元の漁師がホタテ

焼き、浜焼きをしたり、つぶ焼きをしたりして、

数日間試験的にやってみたという経緯はあるので

すけれども、漁師も忙しい時期なので、なかなか

手が空かないのでバイトを雇ったりだとかしなが

らやっていました。 

何か、例えば硫黄山とか行けば、駐車場に入る

だけで500円くらい取られるのですよね。そんな

に取る必要はないですが、10万人も来て、お金を

落としていかない仕組みはもったいないですよ

ね。何ぼかでもやっぱりお金を稼ぐ仕組み、もち

ろんそこに従業員がいて駐車場料金をもらえば、

また人件費もかかってしまうのだけれども、でも

どうせ保全して、トイレの維持管理まで観光協会

で受けているのですよね。来る利用者、観光客の

方は、もちろんトイレも利用していくわけです

よ。 

何かこう、うまくお金の稼ぐ仕組み、キッチン

カーとかはサンゴ草まつりには出店してくれてい

ますけれども、何かそういうことを許可していた

だいて民間が稼げればそれでいいのかな。 

何かお金を落として稼ぐ仕組みをつくりたいと

ずっと思っていて、漁師、観光協会の方ともいろ

いろ僕もお話しさせていただいていますので、ぜ

ひ何かやりたいという希望があれば、ぜひ支援し

て、何かお金を稼ぐ仕組みづくりをつくっていっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者。 

金兵委員。 

○金兵智則委員 なるべく端的にお伺いしていき

たいというふうには思ってはおります。 

まず、「おいしいまち網走」ＰＲ事業。 

先ほど栗田委員からもありました。私も、うち

の会派も、常にマンパワー、組織力の強化、ずっ

と言ってきています。 

おっしゃっていること、そのとおりだと思いま

すので、ぜひとも今一度、令和６年度の22億円も

わかりました。取りあえず、通年でやってみて、

また22億円に戻るのかどうかを見ていきたいなと
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いうふうに思いますけれども。 

ただ、基金積立金ですよね、初日でちょっとお

伺いしたのですけれども、たしか、来年度末時点

の見込みだったかな、基金残高18億円弱、17億円

ちょっとが残るというようなお話も頂いたのです

けれども、来年度の新年度予算には、ふるさと予

算から基金繰入金を17億1,000万円入れるのです

よね。だから、ほぼほぼなくなるのですよ、この

ままいくと。だからといって、基金がなくなった

からといって、基金を使っている事業をすぐすぱ

んとやめられるかといえば、そういうわけにもい

かないと。 

もしこの事業がなくなったときには、３年から

５年の期間の中で続けていくか、続けていかない

か、やめるのかということを考えていくと、財政

のほうでも言っていましたので、ここは今一つ22

億円が多分新たなスタートラインなのだと思うの

ですよね。もっと大きくしていくということを担

当課としては考えていかなければならないのだと

思うのです。 

網走市もふるさと基金に多く依存、依存という

言い方がどうかわからないですけれども、歳入の

中でも結構な割合も高くなってきていますので、

その辺しっかりと今後目標値として、22億円では

なく、基金残高も踏まえながらも、決めていかな

ければならないというふうに思いますがいかがで

しょうか。 

○中村幸平商工労働課長 ふるさと寄附基金の考

え方とお問合せでございます。 

先日、基金残高が17億9,000万円、単年での基

金繰入金が７億円から９億円程度という見立ての

中で、３年から５年程度の、まず基金を使い切っ

てしまうのではないかというところについて、今

年度22億円という寄附の目標値といいますか、予

算の見立てのところでございます。 

この中で、経費に関する部分は、先ほどの「お

いしいまち網走」ＰＲ事業の部分で10億8,800万

円、逆に申し上げますと、残りの部分11億1,200

万円が、今年度の基金の繰入金として、積立金で

すね、積立てをする見込み額になってございま

す。 

基金残高17億9,000万円と11億円で、想定され

る金額は28億円から29億円程度、７億円掛ける４

年程度、一定程度の目安にはなるのかなというと

ころで考えております。 

当然、寄附の金額がそれよりも増えるというこ

とで、様々な事業、取組ができるというところも

理解するところではございます。 

ただ、やはり寄附については、目標値というよ

りも御厚意を頂く中で、過去の実績をベースに、

予算の計上ということでさせていただいていると

ころでございます。 

○金兵智則委員 ふるさと納税、始まったときか

らその答弁、ずっと実はあるのですけれども、こ

こまで来てという言い方が正しいのかわからない

ですけれども、今の説明だと、継続事業は７億円

から９億円ということなので、４年くらいだよと

いう話はあるのですが、来年度でいえば、単発事

業も加わっているので17億円繰入れするのですよ

ね。そうしたら単発で、単発という言い方かどう

かわからないですが、ぽんと使うときということ

が今度できなくなるということもあるのですよ

ね、その考え方だとね。 

そういうことをもう少し踏まえながら、厚意の

実績も言っていることもわかりますけれども、隣

近所を見れば、すごい芝生が青いところがたくさ

んあるにもかかわらず、いろいろ手入れしている

のだと思いますよ、水をまいたり何だり。ただ、

天気次第ですからと言っていても全然進まないで

すよね。 

手入れをするようなシステムを入れるとかとい

うことをしていかないと、より芝生は青くなって

いかないのだと思うので、そこはしっかりと考え

ていただきたい。力の入れ方、担当課だけがとい

うのは、さっきの栗田委員も言っていましたの

で、僕もこれ以上は言わないですけれども、今一

つ考え方を変えていかなければいけない時期に来

ているのではないかなというふうに思います。 

続いて、バスについて伺います。 

4,000万円、どこバスですけれども、予算額が

4,000万円というふうになっておりますので、ど

こバスの台数など、来年度は今年度とは大きく変

更がない、なければないでいいです。あるのであ

れば、ちょっと説明していただければいいですけ

れども、お願いします。 

○中村幸平商工労働課長 デマンドバス運行事業

補助金4,000万円のところの部分、どこバスの運

行体制につきましては、令和５年度から本格運行

しているところでございまして、基本的に令和６

年度も、同系統、同体系での運行を予定しており
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ます。 

○金兵智則委員 では令和５年度、今年度と一緒

の体制だということなのだと思います。 

令和５年度の課題として、待ち時間が長くなっ

てしまったというふうにあったのですが、これは

改善に向かっているのか、向かっていないのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

○中村幸平商工労働課長 どこバスの課題に上げ

られる待ち時間が長いのではないかというところ

の御指摘ですが、今年度、利用者のほうが本格運

行に入りまして、順調にまず伸びているというと

ころが、乗り合いの発生ですとかそういった部分

もありまして、待ち時間の実際の伸びというとこ

ろにつながっている部分は実際あるかと思いま

す。年間で５万人を超す見込みの利用者がいると

ころでございまして、また観光の利用というとこ

ろ、流氷シーズン２月などは、ワンデーパスとい

いますかフリーパスの売上なども非常に伸びてい

るという形で御報告も頂いているところでござい

ます。 

待ち時間がそういった中で増えていくところに

対して、どのように改善していくか。当然、どこ

バスのシステム上、そういった乗り物であるとい

うことはまず一定程度御理解いただいた上で、ど

れだけ改善していくかというところにつきまして

は、運転手の交代のタイミングですとか、あるい

は待ち時間をＡＩシステムで運行の体系を図って

いるところでございますので、その乗り合わせの

設定など、様々な工夫をする中で効率のよい運行

に努めていく中で、待ち時間の課題解決に取り組

むこととしているということで伺っております。 

○金兵智則委員 詳しく御説明を頂いたのですけ

れども、待ち時間の改善は、今のところまだ図ら

れていないという意味の答弁だったのだというふ

うに思います。それはそれでわかりました。いろ

いろと工夫を考えてくれているということもわか

りました。 

そんな中ですけれども、今月末にまた路線バス

が減便をされます。どこバスの弱点は待ち時間の

長さもあるのかもしれないのですが、結局待ち時

間がどれだけかかるかわからないので、目的地に

何時に到着できるかが見えないのですよね、路線

バスと違って。路線バスは、時間で走っています

から、何時に到着できるというのはわかるのです

が、どこバスはわからないのですよね。時間に余

裕のある人であれば、問題ないのかもしれないの

ですけれども、大幅な減便は多くの影響を与えて

しまうのではないかなというふうに、僕は懸念を

しています。 

ただ、市の方向性としてですが、代表質問の答

弁で市長から、将来的にはどこバスへの転換とい

うような言葉もありましたので、そっちの体制が

強化されていくのかもしれないですが、人材不足

で減便していきますということで、言い方は悪い

かもしれないですけれども、なし崩し的な流れで

路線バスがなくなっていくという、どこバスへ転

換していくのではなく、なるべく路線バスも残せ

るところは今のところまだ残しつつ、市民説明を

しっかりしながら進めていくことをしなければ、

様々なゆがみが生じてしまうのではないかなとい

うふうに思っているのですが、担当課長として、

その辺どのように考えているかを伺います。 

○中村幸平商工労働課長 どこバスの利便性の部

分と、また定時定路線の路線バスとの違い、特性

というところがまず一つあるところではございま

す。ただ、もともと、どこバスの導入に当たって

は、人口減少、マイカー普及等により路線バス自

体の利用が朝夕の通勤通学以外の時間帯が大分

減ってきている中で、人材不足なども含め対応し

ていくことを想定していくシステムとして、オン

デマンド型のＡＩシステムを活用した形での導

入、そして本格運行に至っているというところが

事実でございます。 

当然こういったところをどのように充実させて

いくかというところはありますし、代表質問の答

弁の中で市長が、当然「転換も含めた可能性は将

来的に十分ある」というところは答えているとこ

ろではございますが、それを拙速に進めるのでは

なく、委員御指摘のとおり、丁寧な形で、どれだ

け影響を最小限に抑えながらうまく移行していく

か。その中で公共交通の最適化に取り組んでい

く。その上で、地域公共交通活性化協議会という

組織もありますので、そういった中できちんと議

論、協議をしていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 決して、どこバスへの転換を否

定しているわけでもないですし、しっかりとした

方向性を示していただけたのかなというふうに思

います。致し方ないところも多々あるのだと思い

ますが、きちんと説明をしながら、段階を踏んで

やっていってほしいというふうに思いますので、
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その辺は、担当課として取り組んでいただけたら

なというふうに思います。 

それで、市民の移動手段の確保と、大事な大事

な事業でありますけれども、１月末に網走市を

襲った暴風雪によって路線バスが通行できない

と、通行が確保できないということで、２週間ほ

ど経路を変更して走らせるというような状況にな

りました。 

ちなみにですけれども、このような長い期間バ

スが通常運行できなかったのは過去にあったのか

どうか、お伺いしたいというふうに思います。 

○中村幸平商工労働課長 １月の暴風雪、あと道

路の除雪、通行の安全管理ができないというとこ

ろで、バスの迂回運行が２週間程度あったかと

思っております。 

この件に関しまして、バス事業者のほうに、実

際過去にどの程度こういった影響が、長期化する

ようなケースがあったのかを伺ったところ、運行

担当の方から、「直近10年、これほど長期間の形

で運行に制限がかかるようなケースはなかった。

特に今回は長かったという印象を持っている」と

いうことで、伺っております。 

○金兵智則委員 自然相手ですので止められるも

のでもないですので、それがあれですけれども、

この２週間、経路を変更せざるを得なかった状況

の中で、担当課のところには、バスの運行に関し

て苦情や要望といったような連絡が特に入らない

ものなのですかね。お伺いしたいと思います。 

○中村幸平商工労働課長 迂回運行に関します市

民からの要望ですとか御意見、交通を所管してお

ります商工労働課のほうでは、直接の御意見など

は入っておりません。 

○金兵智則委員 多分バス会社に行くので入らな

いのかなというふうに思うのですけれども、公共

交通を担う担当課ですから、除雪の担当部署との

連絡であったり、バス会社との連絡を行っていた

のだというふうに思いますけれども、今回のこと

を担当課としてどのように捉えているのかお伺い

したいというふうに思います。 

○中村幸平商工労働課長 今回のように、荒天な

どの対応で通学路の確保、幹線道路など、バス路

線も含めて安全な移動経路を確保するため、担当

課といたしましても、市全体で除雪の優先順位や

順番をきちんと整理して実施しているものと考え

ているところではございます。 

その中で、安全性を確保しながら、早急な通常

の運行体制への回復がもちろん望まれるものであ

り、利用者の皆さんに不便が生じている部分が

あったということは、残念に感じております。 

○金兵智則委員 整理して行われていると思って

いる。確認は取ったのかどうか、今の答弁は

ちょっと微妙だなと思うところですけれども。 

２週間というのは、これまでなかったのですよ

ね。どんな状況であったのかを調べてもらった、

確認してもらったのですものね。 

にもかかわらず、このような状況に陥ったとい

うことは、市民の足を奪ってしまったと言っても

過言ではないわけですから、その辺についてはも

うちょっとしっかりと、担当課としても、除雪の

部署だけの責任では僕はないのかなというふうに

思います。 

ただ、来年度もこのような状況には陥るかもし

れません。可能性がないと言えません。天気の話

ですからね。 

除排雪の優先順位について、代表質問でも伺い

ましたけれども、担当課として、排雪まではいか

なくても、せめてバスが通れる状況の確保をきち

んと依頼するとともに、バス事業者、そして皆様

方担当課、除雪をする担当課と連絡体制はしっか

りと強化していくべきだというふうに考えますが

いかがですか。 

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘のとおり、

まず荒天後の運行状況などについて、事業者との

情報共有はこれまでも行っているところではおり

ますが、そこについて引き続き丁寧に情報共有を

していく。その後、除雪の状況やバスの運行ルー

トなど、必要に応じて除雪担当課のほうに情報提

供を行い、こういった状況にあるというところを

きちんと共有しながら平常の運行体制が維持され

るように努めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 責めるわけではないですけれど

も、結構大きな出来事だと思います。わざわざバ

スが乗れるところまで歩いていくと。バスに乗っ

ている時間より歩いている時間のほうが長くなる

のではないかというぐらいまで歩いている方もい

らっしゃったそうですからね。その辺は、来年度

以降ちゃんとなるように、しっかりとしていただ

きたいというふうに思います。 

次の質問に移ります。 

鉄道維持対策事業についてお伺いいたします。 
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ＪＲ北海道利用促進事業、ＪＲ北海道応援事

業、地域連携釧網本線利活用推進事業と、三つの

事業がありますけれども、予算額はここ数年全て

同額となっておりますけれども、事業内容に変化

があるのか、お伺いしたいというふうに思いま

す。 

○中村幸平商工労働課長 鉄道維持対策事業とい

たしまして、ＪＲに関連する取組、３事業につい

てのお問合せということで、まず三つの事業につ

きましては、予算同額ということで、令和６年

度、計上させていただいているところでございま

す。 

ＪＲの存続に関しましては、令和５年度を最終

年度とするアクションプランの実行、それに伴う

利用促進ですとか地域の存続、機運醸成、そう

いった趣旨で利用促進事業、応援事業など、また

釧網本線の観光路線としての利活用など、様々な

可能性を考える地域連携釧網本線利活用推進事

業、この３事業を継続して行ってきているところ

でございました。 

令和６年度につきましては、本日、新聞報道で

は一部出ている部分はありましたが、ＪＲとして

は、コロナの影響があり、アクションプランの中

できちんとした効果検証というか、そういった取

組ができていない中、一定程度の期間、もう一度

検証期間を設けたいという意向で、国のほうに検

証報告会の中で説明をして、それに対する国の方

向性が近日中に示されるのではないかというよう

な報道であったかと理解しているところでござい

ます。 

それを前提といたしまして、市のほうでどのよ

うな取組をしていくかというところですが、継続

した利用促進、機運醸成に関する応援事業の取

組、また沿線自治体と協力しながら取組を進めて

いくという形での３事業と考えているところでご

ざいます。 

○金兵智則委員 端的に説明していただいて構わ

ないですよ。変化があるのか、ないのか、聞いて

いるので、今の話だと、ないというふうな理解を

するのですけれども、そんな丁寧に説明しなくて

大丈夫です。必要だったら聞きますので。 

３事業ですけれども、令和５年度までもずっと

継続してきていますけれども、これまで、令和５

年度までどのような実績があって、担当課として

はどう思っているのか、簡単で構いませんので御

説明願います。 

○中村幸平商工労働課長 ３事業のこれまでの実

績ですが、利用促進事業につきましては、ＪＲを

網走発着で利用される小グループの旅行ですと

か、学校での学習利用ですとか、そういったとこ

ろの活動利用がありました。コロナの期間は、若

干へこんだところもあるのですけれども、近年ま

た回復傾向にあり、少しずつ部活動など様々なと

ころで利用機会が増えてきているものと考えてお

ります。 

応援事業につきましては、地域にＭＯＴレール

倶楽部という鉄道愛好団体があり、様々な活動の

中でロイヤルエクスプレス歓迎プロジェクトです

とか、線路の賑わい創出に向けた取組を行ってい

ただいているところでございます。そういった取

組が取り上げられる機会も多く、地域の中で鉄路

というものがどういう位置づけなのかというとこ

ろの機運醸成に、非常に効果的なものではないか

なと考えております。 

また、最後に地域連携の釧網本線の利活用事業

ですが、こちらにつきましては、リモートトラベ

ルですとか、あるいはサイクルトレインですと

か、様々な取組について、ＷＩＬＬＥＲという交

通事業者などと事務局を通じた形で様々な事業協

力をしていく中で、観光路線としての魅力を釧網

本線の中で見出していくという方向性で、様々な

取組をしている。これについても非常に効果的で

あると考えております。 

○金兵智則委員 ＪＲ北海道応援事業、釧網本線

利活用事業と順調にやってきたのかなというふう

に思いますし、利用促進事業が、コロナの影響が

多大にあったけれども、少しずつ回復していると

いうような、コロナがちょっと大きかったという

のが率直な感想です。 

ＪＲの存続問題が取り上げられた当初は、市民

の関心もありましたし、利用促進事業も、利用も

当時はまだ結構多かったのではないかなと、今よ

りは多かったのではないかなというふうに記憶も

しています。コロナの影響で、利用も少なくなっ

て、外に出られなかったですからね、もちろん利

用も少なくなるのですが、関心自体も薄れてきて

しまっているのではないかなと感じるところもあ

ります。 

コロナが一段落し、改めて来年度から仕切り直

しというふうに思っているのですが、利用促進、
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市民の関心度を高める方法など、今後の取組、お

考えをお願いいたします。 

○中村幸平商工労働課長 市民の関心を高め利用

促進につなげていく、そういった取組につきまし

ては、令和６年度、この３事業として、市として

予算計上をさせていただいているところであり、

この部分についてきちんと周知を図り、利用を促

し利用していただくというところで、学校などを

通じて、非常に使いやすいものではあると思って

おりますので、そういったところでの活用を望ん

でいるところでございます。 

いずれにいたしましても、ＪＲ自体が地域に欠

かせないインフラであるという認識、こういった

ところ、機運醸成を含めて、改めて今回新聞報道

などで方向性も出た中で、市民の関心、地域の関

心も高まっていくものと思いますので、そういっ

た中で、鉄路の存続の方向性について取り組んで

まいりたいと思います。 

○金兵智則委員 期待をしております。 

観光に移ります。 

地域ＤＭＯ推進支援事業です。 

他の委員からもありましたので、予算の来年度

の内訳なんかはお伺いをいたしました。 

それで、令和５年９月に国交省に提出しました

観光地域づくり法人形成・確立計画によります

と、網走市のＤＭＯにおける第１ターゲットは、

夏季における30代、40代の子連れのファミリー

で、札幌圏をメインに首都圏をサブターゲットに

捉えているということがわかりました。 

第２ターゲットは、50代、60代のシニア夫婦層

で、首都圏、札幌、関西の居住地を想定されてお

りました。 

第３ターゲットは、台湾、香港、シンガポール

の旅行趣味としている訪日リピーターに設定して

おります。 

プロモーション活動もされているというところ

も、さっき御説明もありましたけれども、実際の

ところ、これらのターゲットを定めた観光プロ

モーションは、功を奏する結果になっているの

か、改善すべき点もあったのかなというふうにも

思うところですけれども、来年度どのように進め

ていくのかお伺いしたいというふうに思います。 

○田端光雄観光商工部参事 観光地域づくり法人

形成事業確立計画でのターゲット論についてです

が、毎月調査しております主要宿泊施設での実績

は、今年度ここのところの傾向といたしまして、

かつて札幌圏を多く含める道内割合が42％、イン

バウンドを含めた道外割合が58％という結果が出

ております。 

今、委員お示しの札幌圏の三、四十代ファミ

リーが第１ターゲットとしている点につきまして

は、かつては道内客が半数以上を占めていたとい

う状況から若干ずれが生じてきているのかなとい

うふうに考えております。 

また、第２ターゲットの首都圏、札幌、関西圏

居住地の五、六十代のシニア夫婦層につきまして

は、女満別空港の各路線、ピーチですとかＪＡ

Ｌ、こちらの路線の搭乗の平均年齢が他の路線に

比べて比較的高いというような事実がございます

ので、その点と照らし合わすと合致している点で

はあるのかなというふうに考えております。 

また、第３のターゲットであります台湾、香

港、シンガポール、訪日リピーター層に関しまし

ては、私どもも所属しております広域ＤＭＯの

「ひがし北海道自然美への道ＤＭＯ」が実施した

インバウンド向けの調査の結果、東北海道エリア

は、北海道来訪４回以上の方が好まれるエリアと

いうような調査が出ていることもございますが、

一方で、香港やシンガポールについては、さらな

る検証が必要なのかなというふうに考えておりま

す。 

一方で、デジタルマーケティング事業を通じま

して、ウェブサイトへのユーザー数を確認してお

りますが、先ほどの第１ターゲットの部分で、札

幌が、実は東京、関西よりもやはり多くて、しか

もファミリー層、35歳から49歳のファミリー層が

他をちょっと引き離して１位を占めている状況で

はございます。この点は確認しております。 

海外ターゲットであります台湾、香港、シンガ

ポールの訪日リピーターにつきましても、現時点

で特段の広告配信等は行っておりませんが、一定

数ウェブサイトに遷移しているようなことが発生

しておりまして、ウェブページへのエンゲージメ

ント率も高いという結果になっております。 

これらのエビデンスもございますが、観光地域

づくり法人形成・確立計画でのターゲットにつき

ましては、ＤＭＯに所属されます市内の観光事業

者で組織される委員会、理事会を経て決定された

ものでございます。 

国内の観光トレンドですとか社会情勢、航空機
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の就航状況、また先ほど申し上げたようなデジタ

ルマーケティングの結果などを多面的に検証して

いただきまして適切に決定されて、それに基づく

プロモーションが実施いただけるものというふう

に考えておりますし、市もその点については観光

協会と連携して進めていきたいというふうに思っ

ております。 

○金兵智則委員 わかりました。詳しい御説明で

した。ありがとうございました。 

ちなみにですけれども、欧米系の外国人観光客

も増えつつあるという実感があります。どうや

ら、ニセコ地区は日本の北海道ではないというふ

うに認識するほうが一定程度増えてきているよう

で、網走の周辺を選んできているというようなこ

ともありますので、ここも一つ有望なターゲット

になり得るというふうに思いますが、認識につい

て伺います。 

○田端光雄観光商工部参事 欧米系の方の来道の

動向等についてですが、委員の御案内のとおり、

今まではニセコ地区に遍在しておりました欧米系

のインバウンド観光客が富良野や旭岳といった上

川地域で多く増加しているというふうに伺ってお

りまして、実際富良野の高級コテージに３週間、

何百万円のお金をかけて滞在されているというよ

うな話も富良野市の観光課からは聞いておりま

す。そういった裏には、道内で欧米系のインバウ

ンド客が、新たな発見ですとか楽しみを求めてい

る状況というふうに推測はしております。 

当市の上期の訪日外国人の宿泊数では、アメリ

カの宿泊数が、コロナ前の数値より伸びている状

況でございまして、またウェブサイトに流入して

いる国別のデータも、アメリカが５番目となって

おります。次の欧米系の国、オーストラリアが10

番目なのですが、そこと５倍以上の差があって、

アメリカがやはり次なるターゲットの候補として

注視をしていかなければならないなというふうに

考えております。 

○金兵智則委員 もうしっかりと注視をしていた

だいているということですので、またこの展開も

見ていきたいなというふうに思うのですけれど

も、先ほど、ＤＭＯの来年度の内訳詳細のところ

で、駅にある事務所の経費で190万円ぐらいでし

たかね、というお話があったと思うのですけれど

も、ちょっと間違いがないかどうかだけ、お伺い

します。 

○田端光雄観光商工部参事 今御質問ございまし

た駅事務所のランニングコストですね、例えば駐

車場ですとか、そもそものお家賃ですとか、そう

いったもの、もろもろのランニングコスト分とし

て190万8,000円を計上してございます。190万

8,000円で間違いございません。 

○金兵智則委員 家賃ですとか駐車場代というこ

とですね。ＪＲにあるので、ＪＲにお支払いをし

ているのだと思うのですけれども、ちょっとした

ＪＲへの対策なのかなというふうに、そこだけ確

認をしたかったというふうに思います。 

これらＤＭＯでも使っているデータを取るため

にデジタル化推進事業とそれぞれやられています

けれども、観光ウェブサイト管理運営事業が、昨

年度から約100万円の予算増というふうになって

おりますけれども、この理由をお示しください。 

○田端光雄観光商工部参事 観光ウェブサイト管

理運営事業が増額しているという理由についてで

ございます。 

令和３年度に観光ウェブサイトをリニューアル

した後、令和３年度の後半でしたので、約１年

ちょっと管理運営を実施してきております。網走

の観光情報が閲覧者に読みやすくされるために、

これまでの運用の中で、市、観光協会、サイト運

営者との協議を行いまして、適切なサイト構築を

図るために閲覧状況の分析、計測データから改善

点を探っているところでございます。 

現状の課題点の洗い出しを随時行っておりまし

て、これからそういった課題の蓄積が必要だと

思っておりますけれども、令和６年度で改善すべ

き分析結果を基にさらなるサイト回遊ですとか操

作性の考慮した改修を行っていくために、約100

万円を増額して予算計上しております。 

○金兵智則委員 私自身も見せていただきました

けれども、大変見やすいなというふうに思いま

す。これまでやってきたものに手応えを感じつつ

も、令和６年度、課題がある部分について改善し

ていくといった答弁だったと思いますので、また

楽しみにしたいなというふうに思います。 

それで、観光ウェブサイトには、宿泊施設が掲

載されているというのを僕も見せてもらったので

すけれども、一方で、民泊など市内にも増えてき

ておりますけれども、幾つかそこには記載されて

いないというものもあります。 

今後も、民泊については増加するということが
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考えられますので、許認可を出す北海道と連携を

しながら、ホームページに網羅していく必要があ

るのではないかというふうに考えますがいかがで

すか。 

○田端光雄観光商工部参事 委員御指摘のとお

り、民泊事業者はコロナが明けたことによって、

全国的にもそうですが、再び増えていくことが想

定されます。また民泊施設は、市内の宿泊施設の

キャパオーバー解消の一助にもつながるものかな

というふうに考えております。 

民泊施設につきましては、個人経営の方が多

く、露出がどうしても少ないといった点もござい

ますので、新規開業に我々も気づかない見落とし

をしているケースがあるかというふうに思ってお

ります。 

現在、一部の民泊施設は掲載させていただいて

おりますが、掲載されていない施設につきまして

は、観光協会や所管する北海道と連携いたしまし

て、直ちに掲載するように進めてまいります。 

○金兵智則委員 直ちにということで、よろしく

お願いいたします。 

デジタルプロモーション事業ですけれども、い

ろいろと聞かせていただいているところもありま

すし、データの蓄積も今後も進んでいくのだとい

うふうに考えますので、経緯を見守らせていただ

きたいなというふうにお伝えをして、次、最後の

質問、オホーツク流氷館についてお伺いをいたし

ます。 

昨年度も条例改正がありまして、いろいろと議

論させていただきましたけれども、今年度の結果

については、決算を待たなければならないという

ことはわかっているのですが、見込みとして、有

料入館者数、入館料収入、テナント使用料はどの

ようになりそうなのか、お伺いしたいというふう

に思います。 

○井上博登観光課長 オホーツク流氷館の令和５

年度の入館者数等の見込みについてですが、現時

点では、令和５年度の有料入館者数を14万人、入

館料収入は１億700万円、テナント使用料は450万

円ほどを見込んでいるところでございます。 

○金兵智則委員 有料入館者数が14万人、入館料

収入が１億700万円、テナント使用料が450万円と

いう説明があったのですけれども、来年度の入館

料収入ですけれども、当初予算で見ると１億

3,410万円から１億2,180万円に減額、テナント使

用料は600万5,000円から628万2,000円に増、こち

らは増となっているのですが、この根拠について

お伺いしたいというふうに思います。 

○井上博登観光課長 来年度の入館料収入です

が、まず令和５年度の入館状況や、インバウンド

のさらなる回復等を踏まえまして、14万5,000人

の入館者数を見込んでおり、これに入館者数の平

均単価840円を乗じた１億2,180万円を入館料収入

として計上しています。 

テナント使用料の増額につきましては、レスト

ランの使用許可面積が若干増えたことに伴いまし

て、テナント使用料が202万4,000円から230万

1,000円になりまして、その差額27万7,000円が増

額となっているところです。 

○金兵智則委員 来年度の有料入館者見込みを14

万5,000人と見込んでいるということと、テナン

ト料は、面積が広くなった分、高くなりましたよ

という説明だったのだと思います。 

ちなみにですけれども、産業振興基金積立金で

すけれども、令和６年度の予算で1,685万9,000円

を積み立てるというふうになっているのですが、

現在の基金残高は幾らになりますか。 

○井上博登観光課長 現在の基金残高につきまし

ては、まだ令和５年度の決算が出ておりませんの

で、令和４年度末の時点で3,661万2,813円となっ

ております。 

○金兵智則委員 令和４年末時点でということな

ので、もう少し上がってくるのか下がってくるの

か、令和５年度末になると、これは減るのですか

ね。減る見込みなのか、増える見込みなのかぐら

いはわかりますか。 

○井上博登観光課長 ３月の入館状況によりまし

て若干変わるものにはなりますけれども、今のと

ころ、若干積立金はできるのではないかというふ

うに踏んでおりまして、さらに、指定管理の委託

料が少し抑えられるようなことになれば、その分

も積み立てとして反映できるのではないかと考え

ております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

ちなみに、お伺いしますけれども、この先の予

定でいくと、次のリニューアルの予定は決まって

いますか。 

○井上博登観光課長 まず、リニューアルの件で

ございますけれども、基本的には積立金を積んで

リニューアルを実施するというような形を基本の
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方針として考えていきたいとは思っております。 

現在、入館料収入につきましては、今年度の実

績等を踏まえまして、新年度を積算したところで

すが、この先、前回と同規模のリニューアルを積

立金のみで実施するとした場合については、現時

点の見込みとしては令和11年度のあたりでのリ

ニューアルとなるような見込みと今なっておりま

す。 

ただ、今後、入館状況が好転しまして積立額も

増加傾向になった場合については、令和10年度で

のリニューアルも視野に検討していきたいと思っ

ております。 

○金兵智則委員 流氷館ができたときは、５年に

１回リニューアルをしていきますみたいな方針が

あったと思うのですけれども、もろもろの事情が

あって、５年に１回ということではなくて、基金

を見ながら、できれば６年及び７年後ぐらいに、

前回が令和４年ですからね、そこから見れば６年

もしくは７年後にできればいいなというようなス

タンスというか、今後は行くということで理解し

ていいのですかね。 

○井上博登観光課長 リニューアルにつきまして

は、おおむね５年ごとをめどにということでこれ

までもやってきたところでございます。 

単純に基金だけでいきますと、５年を少し超え

るような６年、場合によっては７年というような

こともあるかもしれませんけれども、そこは必要

ということがその時点にあれば、場合によっては

起債等の、今回も起債を活用したリニューアルを

行いましたけれども、そういった部分も視野に入

れながら適切なリニューアルの時期を探ってまい

りたいと思います。 

○金兵智則委員 それもまた、あれですよね、

造ったときは基金でやっていくという構想という

か方針でしたよね。それも、もうなくなったとい

う言い方が正しいかどうかわかりませんけれど

も、その方針も上書きをして、起債も含めて考え

ていくのだよということなのだというふうに思い

ますけれども。 

その辺ちょっと説明を受けていなかったような

気がしたので、数字をだーっといろいろ聞かせて

もらったのですけれども、この数字では、もう５

年ごとのリニューアルは無理だろうなというふう

に思った数字です。 

多分、基金の返済が令和10年度になくなる予定

だったのですよね。これはなくなるのかもしれな

いですけれども、積み立てからいって、多分リ

ニューアルは、令和10年度は厳しい数字だなとい

うのは、先ほどいろいろ教えていただいた数字、

去年の予算委員会のときに見せていただいた、僕

らにとってはあれが最後なので、あの方針どおり

なのかなと思いましたけれども、そうではないと

いうことがこの予算特別委員会でわかりましたの

で、今後はまたそういう時期が来れば、議会にも

説明があるのかもしれないですが。 

僕としてはちょっと大きな方針転換だったのか

なというふうに見えたものですから、方針転換さ

れているとは見えていなかったもので、この今の

やり取りで方針転換が見えたということですの

で、今後も逐一と御説明を頂くということはして

いただきたいというふうに思いますがいかがです

か。 

○井上博登観光課長 リニューアルの時期ですけ

れども、おおむね５年程度ということで、これは

建設当時からも考えて進めてきたことでございま

すので、場合によっては、それがちょっと１年遅

れるということも十分当時からも視野にあったの

かなとは思いますので、基本的にはその路線を踏

まえつつ、場合によっては柔軟な対応も必要にな

るかもしれないというふうに考えております。 

○金兵智則委員 言い方を変えれば、柔軟な対応

なのですね。僕の感じ方からすると、方針転換に

も見えてしまうのですよね。そういう溝を埋める

ために、説明を頂きたいというふうに言っている

のですけれども、いかがですか。 

○井上博登観光課長 そうですね、例えば先ほど

言いました、起債をもし使ってリニューアルを実

施するとかということになれば、当然説明は必要

になってくると思いますので、そういった場合は

改めて御説明したいと思います。 

○金兵智則委員 起債を使うのだって大きな方針

転換に僕らは感じるのですよね。柔軟な対応なの

かもしれないですけれども、その溝を埋めて。 

ごみなんか、小まめに説明いただくので、何か

溝が埋まってきた、溝があったわけではないです

けれども、すごくスムーズに進んでいくように

なったと思うので、これは大きな話ですので、

やっぱり議会側にはしっかりと説明をしていただ

きたいということを言っているんです。やってい

ただけますか。 
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○井上博登観光課長 方針が変わる場合について

はもちろん、そういった形で説明させていただき

ます。 

○金兵智則委員 素直に、やりますと言えないも

のなのですかね。だって柔軟な対応と思っている

のですよね。僕らは方針転換だと、僕は方針転換

だと捉えていますけれども、担当課は柔軟な対応

だと言っていたら、説明に来ないかもしれないで

はないですか。 

動きがあるときは、説明を頂けますか。 

○井上博登観光課長 動きがあるときは、御説明

させていただきます。 

○金兵智則委員 終わります。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。再開は、午後７時15分といたします。 

午後７時08分 休憩 

───────────────────────── 

午後７時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

 古都委員。 

○古都宣裕委員 79ページ、就労者住宅確保支援

事業について伺います。 

内容は、先ほど伺っているのですけれども、中

古住宅の場合も10分の１、最大500万円というこ

とだったのですけれども、中古住宅の場合は空き

家対策につながることからも、１軒で5,000万円

の中古住宅はなかなかあり得ないことなので、も

う少しそういった部分で、網走市もメリットがあ

ることから、中古住宅を使う場合等は、どのみち

中の改修等も必要になってくることからも、補助

率をもう少し勘案したほうがいいのではないかと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○野口公希観光商工部参事 就労者の住宅確保対

策の中古物件について、もうちょっと補助率を上

げてもよいのではないかというお話ですけれど

も、新しい事業もありますし、まずは人材確保の

対策というところで、社宅を取得された場合に10

分の１、上限500万円を今想定しているところで

ございます。 

○古都宣裕委員 わかります。ただ、そこを柔軟

に考えてしっかりと、空き家対策につながるか

ら、その部分をもう少し考慮したほうがいいので

はないですかという部分なのですよ。 

１軒で5,000万円の中古住宅は網走にあります

かというと、なかなかないと思うので、その辺を

考えたときに、例えば３分の１、上限200万円と

かといった形でやってもある意味いいのではない

かなと思うのですけれども、今のところそういっ

た考えは、すぐとかではなくても、今後も改める

考えはないということですかね。 

○野口公希観光商工部参事 人材確保対策を行う

上で、いろいろな情勢の変化は当然出てくると

思っております。 

まずは、新しい事業ですので、ここからスター

トし、いろいろな意見、今、委員から頂いた意見

等も含めながら、いろいろな意見をブラッシュ

アップしながら進めていければとは思っておりま

すので、現時点で、完全に今後やりませんと否定

するものではないかと思っております。 

○古都宣裕委員 仮定の話になりますけれども、

例えば東京から網走に支店を出して人を派遣しま

すといった場合に、中古住宅を改装して、会社兼

社宅みたいな形でやる場合、この場合は起業・事

業展開支援金とかを使えると思うのですけれど

も、と同時に、就労者住宅確保支援事業も使える

ような形になるのではないのかなと思うのです

が、仮定の話ですが、その場合はどうなります

か。 

○野口公希観光商工部参事 今御指摘があったの

は、自宅兼店舗というパターンなのかなというふ

うに想定しているところですけれども、現時点で

は、事業者が社宅を整備するものに対する補助と

いうことで考えておりまして、店舗につきまして

は当該起業家のほうで、どちらかをはめるという

ことになろうかなと思っております。 

○古都宣裕委員 それが社員だったら社宅になる

と思うのですけれども、社宅兼店舗だった場合、

どっちかではなくて、どっちもやれることによっ

てメリットが生まれて、会社が網走に来る、また

そういった部分で網走の財布、その分、税収が

入ってくるようになるわけですから、そうした部

分をプラスして考えたときには、どちらも使える

よというメリットという部分を残しておいたほう

がいいと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○野口公希観光商工部参事 今頂いた視点も視点

としてはあるのかなと思っておりますけれども、

現時点では想定しておりません。 
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○古都宣裕委員 今後あり得ることは想定してお

くべきかなと思います。 

来たときに、では困ります。そっちに行ってく

ださい、そっちのほうがいいですよ、みたいな形

ではなくて、こっちも使えますよ、こっちも使え

ますよということで、少しでも網走に移住、そう

した促進の部分につながることによって、ＵＩ

ターンにもつながってくるわけではないですか。 

そうしたことによって、一つ一つの事業の独立

ではなくて、事業をつなげていくことは、私は大

切だと思うのですけれども、いかがお考えです

か。 

○野口公希観光商工部参事 今頂きましたよう

に、様々な施策、特に移住でありますとか、外か

らの人が来るときに調べて、こんなものもあるの

だというのも、それぞれではなくて、一気通貫で

わかりやすくパッケージするというのは、一つメ

リットがあるかなと思っておりますけれども、現

時点において、就労者の住宅確保対策について

は、今は取りあえず単独でというふうに考えてお

ります。 

○古都宣裕委員 今後のことですし、これから始

まることなので、言っても押し問答になってしま

うと思うのですけれども、しっかりといろいろな

事業の連携はこれだけに限らず、考えていく必要

があると思って、もしかしたらこれはこっちにも

つながるのではないかということで、担当を超え

た部分でもしっかりと連携取れるようにしていく

ことが、私は必要だと思います。 

次の質問に行きます。 

85ページ、これも種々議論があったのですが、

鳥獣害防止対策事業ということで、例年よりも駆

除費用の2,000円アップということだったのです

が、たしか１頭当たり5,000円だったのが、今回

7,000円になるというイメージなのかなと思うの

ですが、駆除費、１頭当たりどれぐらい上がった

のでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 鳥獣害の防止対策事業につ

いてでございますけれども、この増額についてで

すけれども、まずエゾシカ１頭捕獲した場合につ

いてですが、市のほうから、令和５年までは弾代

ですとか燃料代も入れて5,000円、そして、同様

にＪＡからも5,000円が出るというスキーム。そ

れから、鳥獣害防止協議会のほうから国の補助金

が最大で7,000円。ただ、こちらに内示で入って

くるときに６割ぐらいになったりとか７割ぐらい

になったりとかということもありますので、あく

までもマックスが7,000円というスキームになっ

ております。 

今までは、それを合計いたしまして１万7,000

円がエゾシカ１頭捕獲したときに入るお金という

のですかね、そういうことになっておりますが、

それを今回の事業の中で見直しをしまして、市の

ほうは5,000円を6,000円にして、同様にＪＡのほ

うでも負担を6,000円にしていただくということ

で協議をしてきております。 

協議会を通じた国費は7,000円で一緒ですけれ

ども、そこに、ちょっと時限を設けてということ

にはなると思うのですけれども、集中的な捕獲対

策として、１頭当たり2,000円の上乗せを行うと

いう事業をこの中に、新規みたいな扱いなのです

が、追加させていただいたというような内容に

なってございます。 

加えて、このエゾシカの捕獲の頭数を前年430

頭でみていたものを530頭、100頭アップするとい

うことで、集中的な捕獲の対策を図りたいと考え

ているものでございます。 

○古都宣裕委員 今の答弁ですと、ＪＡと市が

1,000円プラスして、さらに2,000円が行くという

ことで、計4,000円くらい上がって、１頭当たり

２万1,000円になるという考えでいいのかなと思

うのですけれども。 

今、弾代がすごい上がっていまして、悲しいか

な、戦争が起こっているせいで、なかなか弾も

入ってこないで、その弾代自体がすごい上がって

いるという部分であるならば、やっぱりこれくら

いあってもいいのかなとは思います。 

次に行きます。 

ヒグマ生息実態調査事業と、これもやっている

のですけれども、私ども網走に暮らした人はわか

ると思うのですが、小さいとき、山で遊んだとし

ても、ヒグマのリスクは考えなかったと思うので

すが、近年なかなか自分の子供が森で遊ぶかと

いったら、遊ばせる親のほうが心配で、そんなこ

とさせられないのが現状だと思っております。 

そうした中で、生息実態調査を行っています

が、網走市内において、熊が出た場合、猟友会に

連絡して、猟友会が行くのですが、その場にいた

としても、なかなか撃てないのが現状だと思って

おりますが、そうした場合、駆除しないからずっ
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といます。１年経過したら、熊も出産してどんど

ん頭数が増えていって、なかなか難しいのかな

と。まだ、デントコーンを食べているも、それも

よくないのですが、まだいいのですけれども。 

それで、昨年、山で人が襲われて、大学生が亡

くなりました。その後、人間の肉の味を覚えてし

まって、また次に来た人を襲ったりということに

なるのが一番最悪な状態だと思います。 

このままいくと網走も、どんどんどんどん熊の

生息地は市街地に寄っていっているから、そうな

りかねない。札幌においても、南区の駐屯地が襲

われたという事例もある中で、調査だけするので

はなくて、駆除のほうもしっかりとしていかなけ

ればいけないと思うのですけれども、箱わなにも

なかなか限界があるのかなというふうな中で、ど

のような体制で駆除をしていくような見積もりで

いるのかな、見通しかなというので、そこを伺い

たいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 ヒグマの対策についてとい

うことでございますけれども、ヒグマについて

は、猟友会のほうにも、熊駆除推進員ということ

でいろいろなお願いをしておりまして、熊の出没

時に見回りも含めて対応していただいていると。 

あと、当市で設置しております箱わなにも、令

和３年で４頭、それから令和４年で３頭、それか

ら令和５年も３頭という捕獲実績になっておりま

して、こういった箱わな等による駆除。 

それから、防衛する側といたしましては、熊が

出没しそうな場所というものを、看板の設置もし

ておりますけれども、そういった調査結果を基

に、こういうところにはいるのだよということも

周知をして、市民に注意喚起をしたいというふう

に考えてございます。 

○古都宣裕委員 以前、撃って、半矢になって、

半矢というのは、けがをしてどこへ行ったかわか

らなくなったような状態、そういうのが興奮して

人間を襲う可能性があるというので、それにすご

いセンシティブになって、駆けつけても、撃って

いいかと猟友会の方が言っても、確実に当てられ

る距離まで、確実に当てられる距離は何メートル

ですかとなって、なかなか撃てないという現状が

あるのは聞きました。 

ただ、一番は人間に被害がないことなので、そ

の辺の管理もしっかりとやった上で、だんだんと

市街地の出没情報が近づいてきているのは、市役

所も把握しているとおりだと思うので、本当に人

間に被害が出ないようにしっかりとやっていただ

きたいと思います。 

次に行きます。 

89ページ、先ほど来あった中ですけれども、

「おいしいまち網走」ＰＲ事業について、ちょっ

とだけ伺います。 

こちら、網走市のホームページを確認したとこ

ろ、最初は載っていないのかなと思ったら載って

いたのですけれども、せっかくリニューアルした

中で、下にいろいろ流れる中の一部にあるのです

よね。 

これではなくて、上にふんわりといろいろある

中のほうに載せてしっかりとＰＲしたり、もしく

は将来的には、できるのであれば、直営で売って

いるようなページをつくったほうが、サイト料で

すとか仲介業者とかに払う部分がなくなるので、

そこよりもお得な感じでホームページにたどり着

く人、見てくれる人も増えていくのではないかな

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 「おいしいまち網走」

ＰＲ事業、ふるさと寄附のＰＲをどのようにして

いくか、また直営のサイト運営をすることによっ

てコストを削減できるのではないかといったよう

な御指摘かと存じます。 

実際にポータルサイトに支払う、楽天ですとか

ふるさとチョイス、いわゆる大手のポータルサイ

トに支払う手数料は10％台、10％から14％程度の

中で実際に支払い、コストがかかっているところ

ではございます。 

ただ、その既存のポータルサイトの最大のメ

リットはアウトリーチ、そこに対して利用される

方の多さというところで、目につく機会が多いと

いうのがまず１点あるところでございます。 

実際、直接直営のサイトなどの立ち上げについ

ていうと、経費率の問題もございますが、人件費

の部分をどのようにカウントしていくか。さら

に、そこに対してどの程度の寄附が見込まれるか

という部分が、なかなか見通しが立てづらい部分

もあるかと思っております。 

完全にポータルサイトから直営サイトに移行す

るといったような御提案ではなく、併用していく

というようなイメージだと思ってはおりますが、

そういったところにつきましても、実際の現状、

経費のルールの中でどの程度できるのかというと



 

－ 202 － 

ころがございますので、直営サイトについての考

え方については、御提案のところについては受け

止めていきたいと思っております。 

ただ一方、ホームページからのアクセスで、ふ

るさと寄附のほうにきちんと見やすいようにして

いくといった作業については、様々な工夫で十分

対応できる部分があるかと思っておりますので、

そういったところについては整理してまいりたい

と思います。 

○古都宣裕委員 直営のメリットは、網走だけで

はなくて、ほかのまちがやっているところもあっ

て、そういった部分が、もし広がったときに、こ

のまちの網走のカニが欲しいとなったときに、で

はどこに行く、網走のまずホームページとかを見

るわけではないですか。そうなったときに、すぐ

ふるさと寄附のところに行くのではなくて、網走

がどういうまちだよというのを見てもらう機会、

チャンスを増やすために、そういったところをし

たほうがいいのではないのかなというふうでの提

案でした。 

次に、中心市街活性化対策事業について伺いま

す。 

様々、イベント補助をずっと行っているのです

が、やるからには少し発展したほうがいいのかな

とずっと思っていたのですが、なかなか最近、人

口減少を考えるとマンパワーの不足で、同じイベ

ントをするのも大変なのかなというふうに私は最

近思っておりまして、10年たったら、もともと

やっていた人が世代交代しているわけではなく

て、ほとんどが10歳、年を取っているという状況

の中でやっていくと、なかなかこのまち、商工で

持っているということは、まちのにぎやかしの部

分が大きいと思うのですが、そうした部分でやる

と、イベントの維持もだんだん大変になってきて

いるのではないかなと危惧しているところなので

すが、原課はどのように押さえていますでしょう

か。 

○中村幸平商工労働課長 中心市街地の賑わいを

創出するイベント開催に関する御指摘かと存じま

す。 

あばしり七福神まつり、またオホーツク屋台村

について、商工労働課のほうで所管している市街

地を活用したイベントがございます。実際、委員

御指摘のとおり、なかなか新たなスタッフといい

ますか、人員確保は非常に難しい時代という言葉

がいいのかどうかわかりませんが、なかなか新し

いメンバーというものの参入がない中、スタッフ

が経験値を積んでいくとともに、体力が一定程度

リタイアされていくというケースも出てきている

のは事実でございます。そういった中で、外部に

委託する部分、アウトソーシングする中で、コス

トであったり、そういった部分が必要経費として

出てくるところでございます。 

また、イベント開催に当たっての電気代など、

そういった固定費の部分など、やはり近年経費が

アップしている部分がございます。イベント自体

の重要性、また存続というところで、一定程度の

支援を継続しながら、何とかイベントの内容も含

めて継続、そして最低でも維持、またプラスアル

ファの部分を模索してまいりたいと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 人口減少がまち全体に及んでお

りますし、近隣にも及んでいる中で、日本全国の

人口減少も、甚だ進み過ぎているぐらいな形なの

で、何とか維持だけでもやれるよう、しっかりと

取り組んで、一緒にやっていただけたらなと思い

ます。 

次に91ページに入ります。 

91ページ、観光振興事業の中に、以前、デジタ

ル活用周遊事業があって、テクテク網走をやって

いたと思うのですが、今回なくなってしまってい

るのですが、どのように捉えてなくなったので

しょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 テクテク網走めぐり

の取組につきましては、令和３年度が商店街のほ

うで中心になって事業が行われました。令和４年

度、５年度につきましては、市の観光課が主体と

なって事業を行っているところでございます。 

このテクテク自体のユーザー規模を申し上げま

すと20万人を超えるダウンロードがあるようでし

て、ドラクエウォークとか、ああいう同種の

ウォーキング、位置情報アプリと比べると大分規

模は小さいのですけれども、固定的なファン、特

にクリエイター層が多いアプリということで伺っ

ておりました。 

昨年度は700名近いユニークユーザー数、網走

に実際にお越しいただいてプレイをした方、今年

度は522名ということで、少し陰りが見えてきて

いるところであります。 

アプリ会社の方ともお話をしたのですけれど
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も、どうしても全国各地でスタンプラリーの取組

が広がっている中で、網走はテクテク網走の中で

は先進的に取り組んだのですけれども、全国各地

に広がっている中で、網走の露出が薄まってき

て、そのことによって網走にも行きたいが、ほか

にも行ってみたいというユーザーが生まれてきた

というようなお話も聞きました。 

そういったことを総合的に勘案いたしまして、

今年度は見送ることにいたしております。 

○古都宣裕委員 費用がそこまですごく大きかっ

た事業ではなかったのですけれども、ただ見てい

ると、観光は、網走にまず来てもらうところが起

点で、来てから周遊、皆さん網走に来た時点でど

こを観光しようかとそれぞれ調べていると思うの

ですよね。だから、まず来る起点となる事業には

ちょっと即していなかったのかなと思うのですけ

れども、視点は僕、嫌いではないなと思って。 

例えばこれ、今回はやめてしまったのですけれ

ども、ポケモンＧＯというアプリがあります。こ

れも８年前ですけれども、ユーザーでいうと10億

人を突破して、ダウンロード数も桁違いに多いの

ですが、網走市もマンホールの蓋、ポケットモン

スターがありますし、お隣の大空町もあります

し、そうしたところでコラボして、イベントとか

をやっていただいて、例えば何月から何月まで、

網走にクリオネのモチーフのポケモンもたしかい

たと思うのですが、そうしたものがよく出現しま

すよとかとやったときに、まず網走に来てもらう

起点になるわけです。 

それで、今10億人ダウンロードしているけれど

も、10億人がプレイしているわけではないとは思

いますが、リーチする人数は格段に違ってくるわ

けですよね。プレイヤーといったら、やっぱり中

高年もいますが、若い人が多い、子供も多い。で

は、夏休みに向けてそういうイベントをやります

よというのを発信してもらったときに、必ず効果

が全然違ってくると思うのですが、そうした視点

を持ってやっていただきたい。 

今後、もしまたこういうことをやるのであれ

ば、そうした視点も生かしていただきたいな。ポ

ケモンＧＯをやれというわけではないのですが、

そう思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○田端光雄観光商工部参事 今、委員からポケモ

ンＧＯについて御案内がございました。確かに10

億人を超えるダウンロードで、アクティブユー

ザー数も相当いるものだというふうに認識はして

おります。 

この冬、ポケモンのキャラクターを使った流氷

館ですとか、流氷まつり会場におけるプロモー

ションを行っておりまして、実際に多くのお客様

にお越しいただいて、ポケモンファンの方が多く

いらっしゃることも我々は認識いたしましたし、

子供に受けるコンテンツだということも把握をい

たしました。 

ポケモンＧＯに限った話ではないのですけれど

も、そういった、例えばポケモンＧＯでいえば、

今回ポケモンＧＯの会社ときっかけをつくること

ができましたので、そこで例えば取組を進めるに

はどのようなことができるのかですとか、予算感

ですとか、そういった情報収集ですね、アンテナ

を張りめぐらせて事業を進めていきたいというふ

うに思います。 

○古都宣裕委員 僕は、観光に関してはトライア

ンドエラーをいっぱい繰り返さないと、100回失

敗しても１回当てれば、それはもうチャラになる

のではないかなと思っているので、しっかりとい

ろいろ、失敗ばかりがいいとは思いませんけれど

も、いろいろ成功する可能性を試していただきた

いなと思います。 

次に、先ほど話がちょっと出ていましたけれど

も、オホーツク流氷まつり補助金とありまして、

ほかの委員も質問していた中で、今回60回目とい

うことで大きくアップするということで、金額も

ちょっと上がっているのですが、先ほど村椿委員

も60回目なのだから、50回目のとき50個作るのだ

と頑張ったのだから、60回目は60個作るのだと

か、そういう気概が欲しいと言っていたのです

が、確かに勢いが欲しいのですが、今回60回目と

いうことで一体何をするのですか。 

○井上博登観光課長 来年の流氷まつりの事業で

すけれども、まず、こちらも実行委員会で決定し

ていくことになりますが、現時点で、まず先ほど

も何度かお話し出ているかと思うのですが、資材

費ですとか、そういった経費の高騰の部分も一部

予算の拡充という部分で計上させていただいてお

りまして、あとは、それ以外の周年事業という部

分では、若年層に人気のあるステージイベントの

企画ですとか、あとはタレントブッキング等を今

年度もアドバイスを頂きましたプロダクションに

お願いをして、事業展開を図っていきたいと考え
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ております。 

○古都宣裕委員 もともと、資材とかがかかっ

て、資材費がどれくらい上がったかもちょっとわ

からないのですけれども、若干上がった中で、こ

れから内容を詰めるのですけれども、毎年よりは

ちょっとやりますよという話で、まだ内容は決

まっていないということで理解します。 

次に、93ページ、オホーツク網走マラソン負担

金ということだったのですけれども、これも10回

目まで続いて、私も走ったりしましたが、コース

はさておき、10回続いたのはすごいなと思いま

す。 

その上で、今回200万円ぐらいアップしている

と思うのですが、10回記念ということで、どのよ

うなことを考えているのかがあればお示しくださ

い。 

○井上博登観光課長 オホーツク網走マラソンの

10回目の取組でございますけれども、こちらも実

行委員会で決定していくものになりますが、現時

点で我々の考えとしては、まず、ちょっとしたに

ぎやかしという祝祭感というか、お祭り感を

ちょっと出せるような形で進めていければと考え

ておりますので、まず、それぞれ年代別、性別別

で種目別に順位決定しているのですけれども、そ

の切りのいい100位ごとの順位に当たった方に

は、網走の特産品をプレゼントするとか、あと実

行委員長も当日走ってくれるということでお話を

頂いていますので、そのタイム予想企画をチャレ

ンジして、それに当たった方にもそういったプレ

ゼントをあげるとか、そういったちょっとした特

典というか、サービスの部分で幾つか考えており

ます。 

あと、そのほかにも、以前から御案内はしてい

るのですが、10回連続完走者の方への特典という

ところで、網走刑務所で作成していただいている

メダルを収納できるメダルケースをまず作成した

いと考えております。 

それ以外にも、10回連続完走にチャレンジする

というオリジナルゼッケンをそういった方たちに

お配りするとか、あとはその方たちが実際10回連

続完走を達成された方については、ラウンジテン

トサービスというような形で、ちょっとしたワン

フード、ワンドリンクのサービスをしてたたえて

あげるというような、そういった取組を現時点で

考えております。 

○古都宣裕委員 タイム予想に関していえば、去

年もやっていなかったかなと思うのですけれど

も、内容としてせっかくアップしているのに、

ちょっと弱いかなと正直思ったりもします。 

去年、陸上系のインフルエンサーの方が、オ

ホーツク網走マラソンも走っていただいているの

ですが、それ以上に有名な方が実は網走のほうに

合宿とかに来ていまして、関東学連の大会を網走

でやった後、それを見た後、知床を走ったりと

か、美幌で合宿したりとかしていたのですが、そ

の方は、実は網走マラソンに興味があるという話

をされていたりですとか、そういった部分に積極

的に声をかけてきてもらうと、今物すごく有名に

なっている方なので、そういった部分もしっかり

と把握していく必要があるのではないかなと思い

ますし、ホクレン・ディスタスチャレンジにおい

ても有名なユーチューバーの方も来ていますし、

例えば川内優輝選手、今年オリンピックがあるの

ですけれども、あの選手は毎月走っています。毎

月いろいろなマラソンを。声をかけても、今回オ

リンピックの補欠に選ばれているので、来てもら

えるかどうかわからないですけれども、駄目もと

で声をかけてみるとか、そういった部分でいろい

ろな人を引っ張ってきてやってもらうと、その人

見たさに、また人が寄ってきたりとかするので、

大きな目玉にもなるのではないかなと思います

が、そうした部分でやっていくようなことは何も

今のところは考えていないのですかね。 

○井上博登観光課長 大会ゲストの関係ですけれ

ども、新たな方というのも、一度検討まではいか

ないのですが、そういった新たなゲストを呼ぶと

いうものも方法の一つというのは考えてはいまし

たが、これまでも我々のマラソンは、金哲彦さん

とエリック・ワイナイナさんで、ずっと変わらず

にやってきておりますので、それもある意味、逆

に売りといったらあれですが、そういった形でこ

れまで取り組んできましたので、まずはその２人

に今回もゲストとしてお願いしようというふうに

考えています。 

あと、昨年、マラソンのランニング系ユー

チューバーの方にゲスト出演していただきまし

て、その方に動画も撮っていただいて、4.5万回

ぐらいの再生回数はあったかと思うのですが、そ

の方が作られた動画を我々のほうでも一部編集を

していただきまして、テロップ全体を台湾人の方



 

－ 205 － 

向けに翻訳したものをそちらのほうで加工してい

ただきまして、今後インバウンド向けのプロモー

ション等でも活用していこうというふうに進めて

いるところです。 

○古都宣裕委員 第１回目だったら、第２回目は

ゲストを変えたらどうですかという話で、せっか

く10回ずっとやってきた方々を変えろという話で

はなくて、予算がせっかくついていて、そこまで

方向性が決まっていないのであれば、新しい人を

呼ぶこともできるのではないですか、プラスアル

ファでできませんかというような。 

先ほどインフルエンサーといったのは、三津家

さんという方が来ていたのですが、多分今、陸上

系の中では相当、一番フォロワー数とかも持って

いる方だと思うのですが、そうした方が、せっか

く興味があると言ってもらった大会だったのです

よね。そうした部分で、駄目もとでもアプローチ

かける、そこまで予算がありませんというのだっ

たらあれなのですが、そういう部分でまだ流動性

があるのであれば、しっかりといろいろやってい

くこともできるのではないかなと思うのですが、

そこはもうゲストはこれですと、変える気はない

ということですかね。 

○井上博登観光課長 そうですね、新たなゲスト

というものも、もちろん検討はしましたけれど

も、私どもとしましては、まずは金哲彦さんとワ

イナイナさん、この２人も非常に大きな方ですの

で、継続して取り組んでいきたいと。ゲストの予

算という部分は選択しないで進めていきたいと思

います。 

○古都宣裕委員 こっちが繰り返し答弁みたいな

感じになっているのですが、決して10回ずっと

やってくださった方を外せという話ではないので

す。 

影響力がある人が興味を持っていますよ。その

方にも声をかけたらどうですか。もっとプラスに

なりませんか。４万ビューと言っていましたけれ

ども、もっと行きますからね、もし来てくれた場

合。そういったプラスの意味で、声をかけても、

もう予定とか入って駄目かもしれないけれども、

もし呼べる可能性、予算があるのであれば、そう

いった部分の取組もいかがですか。せっかく10回

記念の大会ですよねということで話しているので

すが、そこまでは考えないということなのですか

ね。 

○井上博登観光課長 新たなゲストにつきまして

は考えておりません。 

○古都宣裕委員 せっかくやるのに、正直、知名

度も大変大切な部分だと思います。今、せっかく

マラソンブーム、ランニングブームだからこそ、

影響力がある人を積極的に活用しようという話

で、何回も言っていますけれども、今のゲストを

外せではなくて、プラスアルファ、考えたらいか

がですかという話だったのですけれども、意見の

一致は見ないということで、残念ですが、私の質

問を終わります。 

○井戸達也委員長 ほかに、質疑者おりません

ね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で本日の日程であります一般会

計の歳出のうち、労働費、農林水産業費、商工費

及びその特定財源に関する歳入の細部審査を終了

いたします。 

明日、15日の予算等審査特別委員会の審査は、

土木費と教育費で、理事者を入れ替えて行います

けれども、質疑の時間は、両費目合わせて１時間

ということで御理解をいただきたいと思います。 

土木費の審査終了後、残りの質問時間を、事務

局から皆様へお知らせをしますが、時間配分につ

いては、各自で御留意を願いたいと思います。 

本日は、これにて散会といたします。 

再開は、明日10時としますから、参集願いま

す。 

御苦労さまでした。 

午後７時51分 散会 


